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令和６年第１回取手市議会定例会会議録（第４号）（未校正）

開議及び閉議

日時並びに

その宣告者

開議 令和６年 ３月 ５日午前１０時 分 議 長 岩 澤 信

散会 令和６年 ３月 ５日午後 時 分 議 長 岩 澤 信

出席及び欠席

議員の氏名

出席 ２４名

欠席 ０名

凡例

○出席を示す

△欠席を示す

○公公務欠席を

示す

議席

番号
氏 名

出 欠

等の別

議席

番号
氏 名

出 欠

等の別

１ 長 塚 美 雪 ○ １３ 岩 澤 信 ○

２ 本 田 和 成 ○ １４ 落 合 信 太 郎 ○

３ 岡 口 す み え ○ １５ 石 井 め ぐ み ○

４ 古 谷 貴 子 ○ １６ 金 澤 克 仁 ○

５ 杉 山 尊 宣 ○ １７ 細 谷 典 男 ○

６ 佐 野 太 一 ○ １８ 山 野 井 隆 ○

７ 海 東 一 弘 ○ １９ 染 谷 和 博 ○

８ 根 岸 裕 美 子 ○ ２０ 佐 藤 隆 治 ○

９ 久 保 田 真 澄 ○ ２１ 入 江 洋 一 ○

１０ 鈴 木 三 男 ○ ２２ 赤 羽 直 一 ○

１１ 関 川 翔 ○ ２３ 遠 山 智 恵 子 ○

１２ 小 堤 修 ○ ２４ 加 増 充 子 ○

職務のため議

場に出席した

議会事務局職

員の職氏名

事 務 局 長 事 務 局 次 長 澤 部 慶
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説明のため議場に出席した者の職氏名

市 長 中 村 修

教 育 長 伊 藤 哲

総 務 部 長 鈴 木 文 江

政 策 推 進 部 長 齋 藤 嘉 彦

財 政 部 長 田 中 英 樹

福 祉 部 長 彦 坂 哲

健 康 増 進 部 長 渡 来 真 一

ま ち づ く り 振 興 部 長 野 口 昇

建 設 部 長 前 野 拓

都 市 整 備 部 長 浅 野 和 生
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高 齢 福 祉 課 副 参 事 井 橋 久 美 子

都 市 政 策 推 進 室 長 中 村 大 地
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令和６年第１回取手市議会定例会議事日程（第４号）

令和６年３月５日（月）午前１０時開議

日程第１ 市政に関する一般質問

①小堤 修 議員

②長塚 美雪 議員

③石井めぐみ 議員

④本田 和成 議員

⑤遠山智恵子 議員

⑥佐野 太一 議員
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日程第１ 市政に関する一般質問

⑦小堤 修 議員

⑧長塚 美雪 議員

⑨石井めぐみ 議員

⑩本田 和成 議員

⑪遠山智恵子 議員

⑫佐野 太一 議員
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議事の経過

午前 10 時 分開議

○議長（岩澤 信君） ただいまの出席議員は 23 名で、定足数に達しております。

これより、本日の会議を開きます。

関川 翔君から、疾病のため、遅参届が提出されています。

インターネット配信を御覧いただいている皆様に申し上げます。定例会の配付資料につ

きましては、会議当日開会までに、市ホームページに掲載しておりますので御活用くださ

い。

○議長（岩澤 信君） 日程第１、市政に関する一般質問を行います。なお、執行機関に

は反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは、反問しますと宣告し

て、質問内容を深めてください。

議員各位に申し上げます。会議規則第 62 条第１項に規定されているとおり、一般質問

は市の一般事務についてただす場であります。したがって、市の一般事務に関係しないも

のは認められません。また、一般質問は、市長の個人的見解をただす場でもありません。

議員各位におかれましては、十分にこれらのルールを遵守していただくことを求めます。

なお、これに従わないときは、地方自治法の規定にありますとおり、発言の禁止、議場外

への退場を命じますので、ご理解願います。また、一般質問に関しては、従来からの申合

せどおりに、答弁を含み１人 60 分以内です。また、１回目の質問は、30 分以内で行うこ

ととします。

それでは、質問通告順に従い、質問を許します。

まず、小堤 修君。〔12 番 小堤 修君登壇〕

○12 番（小堤 修君） 皆さん、おはようございます。創和会、小堤修でございます。

私も３期目となりました。議員の皆様、そして執行部の皆様とともに、取手市民のため、

取手市の発展のために頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。さて私は、事前通告順に質問させていただきたいと思います。今回まず、ドッグラン

施設の設置についてということですが、これは市民の複数の方からの要望がありましたの

で、一般質問に取り上げさせていただきました。議員の皆様、そして執行部の皆様の中で

も、今、犬を飼っていらっしゃる方もいるかと思います。手を挙げてくださいまで言いま

せんが、いるかと思います。犬と人間の関わり方というのは、昔と今では結構さま変わり

してきたのかなというふうに思います。ちょっと日本史の教科書を思い出していただきた

いんですけど、徳川５代将軍綱吉、お犬様と言われていました。綱吉は生類憐みの令とい

うのを出しまして、これ、犬だけではなくて動物、そして鳥、昆虫、人間も、乳飲み子か

ら高齢の人までいろいろな人を愛護しましょうと。そういうことで、生類憐みの令という

のがあったわけですけれども、そういうふうに、日本史の江戸時代の頃からも人間と犬と

いう関わり合いがあったということです。そしてまた、今は警察権とか救助県、介護保険

とか、いろいろな犬が活躍しています。テレビでは、皆さんちょっと思い出していただき

たいんですけど、フランスの犬というのがありました。最後はネロとパトラッシュ、涙な
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くしては見られないような最終回だったんですけれども、ベルギーのフランダース地方で

飼われていた犬ということです。そういうふうに、いろいろな犬との関わり合いはありま

した。私も昔、６歳ぐらいから犬を飼い始めて、18 歳ぐらいまでたしか生きてたと思う

んですけれども、犬を飼った経験はあります。そしてこの議場の下でもポチタマ会とか、

そういう――里親探しとかやっていると、そういうふうにいろいろ、私たちと犬との関わ

り合いはあると思います。まず第１番目ですけれども、市民のペットとの関わり方という

ことで、番犬から家族へということですけれども。昔は放し飼いの犬がいたり、私も飼っ

てたときは庭があったので、番線に鎖をかけて自由に動けるような形をしていました。で

も今は、犬はちゃんとリードでつながれてそれで散歩をする、そういうふうになってきて、

そして外ではなくて家の中で飼うことが多くなってきたのかなというふうに、私は思って

います。それでは、その辺のことを考えながら、行政としてはどういう見解をお持ちでし

ょうか、お聞きします。

〔12 番 小堤 修君質問席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。

まちづくり振興部長、野口 昇君。〔まちづくり振興部長 野口 昇君登壇〕

○まちづくり振興部長（野口 昇君） おはようございます。小堤議員の御質問に答弁い

たします。今、小堤議員の御質問の、市民のペットとの関わり方についての御質問ですが、

今、小堤議員がお話ししたように、かつて犬は防犯目的、猫がネズミを捕るという役目も

担って、外で飼われている姿が多く見られましたが、犬や猫は徐々に愛玩動物として役割

を果たすようになりました。さらには、高齢者世帯や独り暮らし、少子化の進行によって、

ペットの役割も変化し、今では飼い主にとって家族同然の存在となっております。それに

伴い、ペットを室内で飼育する割合が増加しており、一般社団法人ペットフード協会が行

った令和５年全国犬猫飼育実態調査の結果においても、犬の飼育場所が室内のみと回答し

た人の割合が、令和３年度以降増加しております。一方で、ペットを室内で飼育するため

には、適切な環境整備やしつけが必要です。また、飼い主はペットがその命を終えるまで

飼育する、終生飼養の責任があります。自身が高齢となり飼えなくなったなど、飼い主の

都合などで飼育困難となった相談が市に寄せられることがあります。市では飼育困難の予

防策として、市動物愛護協議会を通じて、著名人を招いた講演会を実施するなど、様々な

啓発活動を実施しているところです。引き続き、動物愛護及び適正飼育の確保を図り、市

動物愛護協議会と協働して、人と動物が共生するまちづくりを行うことを推進するため、

適切な情報提供や支援を行ってまいります。

〔まちづくり振興部長 野口 昇君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。まさしく本当に今、部長さんが言い

ましたように、ペットとして一生、ペットの命が終えるまで、終生飼養というんですか、

をしていくということはそうなのかなと思います。そういう意味でもやっぱり、犬のファ

ッションとか、犬のホテル、トリミング、そしてドックフード、いろいろ、こういうもの

が、またペット霊園ですか、そういうふうにもう家族としてという感じになってきている
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と思います。それはやはり、私たちの生活にも余裕が出てきたということもあるのかもし

れませんし、またもう一つは、少子高齢化、やはり高齢化して、子ども、孫と一緒に暮ら

せない人が、家族のようにペットを扱う、犬を扱う。そして少子化、子どもが１人で兄弟

もいないというようなときの家族として一緒に生活をする。そういうことがあるのかと思

います。そういうことから、このドッグラン施設というのは増加傾向にあると思います。

ドッグランでリードのない屋外で思い切り遊ばせたい。そういうこともあるのかなと思い

ます。ちょっと画像をお願いいたします。

〔12 番 小堤 修君資料を示す〕

○12 番（小堤 修君） これは常磐高速の守谷のサービスエリアのドッグランです。上

りと下り、両方にあります。これ上りのほうとったんですが、こういう感じで、やはり車

で長時間犬も移動するとストレスがたまるようで、こういうふうにサービスエリアの中に

もつくってあると。小型犬と中・大型犬に分けてというような形で、私行ったときはちょ

っと雨模様だったのでいませんでしたけれども、そういうものがあります。こちらは常総

広域――常総運動公園、あそこにあるところで、ドッグランとプールもできるというとこ

ろで、プールはちょっと写してありませんが、こんな感じで広々としたところでやってい

ると、そういうものもあります。あとまた、ここにはありませんけれども、内守谷にも民

間のドッグラン、いろいろおしゃれな施設があるドッグランがあります。あと、笠間市で

すか――笠間市では、廃校になった小学校を全部、校庭だけじゃなくて校舎にも泊まれる

ような、そういういろいろコミュニティーを図れるようなそういう学校をドッグランにし

た――コンタクトレンズ会社がなぜかそういうのをやってるんですけれども、そういうと

ころもあり、そして先ほどのように、飼い主が亡くなった後でもそれを面倒見てくれると、

そういった施設があります。そのようなところで、この増加傾向にある理由について、市

ではどう考えてますでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 環境対策課長、印藤智徳君。

○環境対策課長（印藤智徳君） それでは、ただいまの御質問に答弁いたします。近年の

ペットの家族化、さらにコロナ禍でのおうち時間の増加・外出機会の減少から、ペットに

癒やしを求め、ペットビジネスは拡大しております。ドッグラン施設の近隣市町村での整

備状況といたしましては、先ほど議員から御案内のありました、市も構成自治体となって

いる常総地方広域市町村圏事務組合所管の常総公園――常総運動公園内には、ドッグラ

ン・ドックプールが令和４年７月にオープンしており、龍ケ崎市では市民健康の森ドッグ

ランが令和元年に、利根町では町営ドッグランを令和４年４月にオープンしている状況を

確認しております。引き続き、近隣施設の利用者数とか犬の飼育頭数の増減などにも注視

しながら、ドッグラン施設の情報収集に努めてまいりたいと考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。先ほどの常総運動公園なんですけれ

ども、あそこは取手とか守谷そして常総市で構成されている運動公園なので、取手の人も

行っていいんですけれども、何か一般の市民の方から聴くと、守谷にあるんであれば守谷

のものじゃないかみたいなところがあって、そういうところももう少しみんなが使えるよ
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ということを発信していっていただければいいのかなというふうに思います。それで次な

んですけど、ドッグラン施設と取手市民の魅力発信ということです。緑豊かな取手市で青

空のもと、犬と思いっ切り遊びたい、戯れたいという市民のニーズというのは、これ、増

加傾向にあるのかなというふうに思います。それが、やはりこの――何ていうんですか、

まちづくりというところにもつながってくるのかと思います。まず第１に、ドッグラン施

設の候補地というところを考えてみたいと思うんですけれども、やはり犬が駆け回るわけ

ですから、広々としたところ。そして、犬も鳴き声がありますから、うるさくないところ、

こういったところかなというふうに私は思います。ですので、先ほどの話があった廃校の

校舎とか、あと耕作放棄地とか、そういったところが挙げられるのかなというふうに思い

ますけれども、市ではその辺の候補地についてはどういう考えがあるでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 環境対策課長、印藤智徳君。

○環境対策課長（印藤智徳君） それではお答えします。市内にドッグランがあるという

ことで、愛犬家にとっては飼育しやすく、人と動物が共生できる環境が整っているという

ような印象を与えて、市の魅力発信にもつながるものと思っております。しかしながら、

ドッグランを設置するに当たっては幾つか考慮しなければならない点があります。まず、

議員もおっしゃいましたように、やはり広い土地というのが必要になってきますので、例

えば、市内には公園とか緑地とかもありますけれども、それらの場所というのは既に多く

の利用者が使っておりますので、スペースの問題、犬が苦手な方もいらっしゃいますので、

まずはそういった他の利用者、近隣住民の迷惑とならないような配慮というのをしなけれ

ばなりません。また、来場者用に駐車場ではトイレ、ごみ箱とか、そういった設備も必要

となってきますので、そういったものの維持管理方法というのも考慮する必要があります。

一方で、ドッグランの利用者、そのものには、皆さんには、やっぱりルールとかマナーを

守ってもらうことも求められます。皆さんが気持ちよく過ごせるように、周囲の環境に配

慮していただいて――というところの中で、やはり愛犬家の協力も必要になってくるとい

うふうに思っております。以上のことから、ドッグランの設置に関しては、様々な意見を

伺いながら慎重に検討する必要があると考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。やはり愛犬家の意見だけではなく、

行政としてはそのほかのいろいろな面からのことを考えて――考慮して、そして施設をど

うするかというふうに考えていかなければならない、そういうところは分かりました。で

は、仮に例えばドッグラン施設を造ったとします――造る――造ったとします。そのとき

に――取手市の財政決して潤沢ではありませんので、そういう財政厳しい中で、例えば施

設の造り方――ドッグラン施設の造り方もいろいろあるかと思うんですが。この辺、費用

対効果をどういうふうに考えて、例えばですけど、造るとしたらどうでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 環境対策課長、印藤智徳君。

○環境対策課長（印藤智徳君） それでは、お答えします。ドッグラン施設なんですけれ

ども、先ほど議員もおっしゃっていただいたように、来場者が多く見込めるドッグランと

いうのを整備するとなると、やはり犬が走り回れる広大な土地の確保、犬が逃げ出さない
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ように、出入口を二重にしたりとか、フェンスの高さもやはり１メートルから 1.5 メート

ルというような高さが必要になってございます。そのほか、利用者のトイレ、水飲み場の

確保などが必要となってきますので、面積とか設備の規模というのも考慮しながら、整備

方法や手法なども検討していく必要があると考えております。ドッグランの設置で期待で

きる効果としては、ノーリードで思う存分遊べるため、ペットのストレス発散や運動不足

の解消、利用者間でのつながりが出来て、交流が盛んになるといったコミュニティーの場

としての機能、公共空間になりますので、やはりお互いに基本的マナーを守っていただく

ことで、飼い主のマナーの向上が期待できるのではと思っております。結局ドッグランを

利用することで、飼い主のマナーが向上して、犬のストレス解消が図られれば、ふんの路

上放置であったりとか、無駄声によるような苦情が減少して、人と動物の共生するまちづ

くりへの寄与するものと考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。犬を遊ばせるだけではなくて、近隣

との共存みたいなところも考えていかなければならないと、そういうこともありますけれ

ども、やはり犬飼い主、で、犬が心地よく走れる、遊べるというところも、これからの取

手市にも必要なのかなというふうに思います。やはりこのドッグラン、最後ですけれども、

ドッグラン施設の必要性というところをちょっと教――どういうふうに考えているか、教

えていただきたいと思います。

○議長（岩澤 信君） まちづくり振興部長、野口 昇君。

○まちづくり振興部長（野口 昇君） お答えさせていただきます。ドッグラン施設の必

要性ということですが、先ほども課長のほうから答弁させていただきましたが、議員もお

っしゃるように広々とした環境で犬を思い切り走らせることで、犬の健康が促進できるこ

とが期待できます。また、犬のストレス解消になるほか、飼い主同士のコミュニティーも

広がると思います。その一方で、ドッグラン施設につきましては、利用者が限定してしま

う施設であることや犬の鳴き声など、そして利用者のマナーの違反が懸念されるなどの

様々な課題もあります。このようなことを考えると、ドッグラン施設については地域住民

の十分な理解と協力が必要になってくると考えております。ドッグラン施設の整備に関し

ましては、近隣で設置している――先ほど御紹介した自治体の整備状況や運営形態、また

設置管理方法など、課題などを確認しまして、引き続き調査研究してまいりたいというふ

うには考えております。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。調査研究というところになるんです

よ。いきなりここで言って、はいそうですかというわけにはいかないと思うんですけれど

も、今回は、ある地域からの声でしたけれども、ほかの地域からも同様にドッグラン施設

の要望があるらしいです。ぜひこの市民ニーズに応える形として、また、住み続けるほど

好きになるまちづくりの一端として、取り組んでいただけたらと思います。調査研究のほ

どどうぞよろしくお願いいたします。以上で、この質問は終わります。

それでは、続きまして二つ目の質問に移ります。双葉水害、能登半島地震を踏まえた対
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策についてということで。能登半島地震から２か月がたちました。その能登半島地震で犠

牲になられた方の御冥福をお祈りするとともに、被災された方々の一日も早い復興を願う

ばかりでございます。まだまだ避難生活を強いられている方、そして生活が始まらない方、

たくさんいらっしゃるということを報道でも聞いております。そして昨今、千葉県の東方

沖でも地震が多発しておりまして、私たちも有感地震ということで感じているかと思いま

す。スロースリップという、プレートがめり込む、ゆっくり入っていくというような形の

地震らしいですけど、まだ予断は許されないところかなというふうに思います。〔12 番

小堤 修君資料を示す〕

○12 番（小堤 修君） これは３月の茨城県のひばり、広報紙ひばり、これ引用をさせ

ていただいてるんですが、これを開けますと、２ページ３ページがこういうふうに、地震

から命を守るためにというふうに載ってます。これ２ページ目で、これが３ページ目でち

ょっと１ページずつなんて両方映せませんけれども、こういう形でいろいろ基本的なこと

ですけれども、地震に対してどうしたらいいのか、持ち出し品の準備とか避難場所の確認

とかあります。住まいの地震対策、あとは、町の中を歩いてるときどういうところに注意

したらいいのかと、こういったところが書かれています。増すそういうところでして、私

は今回のこの質問は、災害の発生前と発生中と発生後と、そういうふうに３つに分けて質

問させていただきたいと思います。災害の発生前というところで、常日頃から、私たちは

自助・共助というところで、自分の命は自分で守らなければならないということと、あと

共助――コミュニティーを持ちながら互いに支え合う、助け合うという、こういうことが

必要なのかと思います。震災ならば、自助では先ほどもあったように非常持ち出し袋の準

備とか、水災ならばマイタイムラインを作成しておくとか、そういったことがあります。

共助は何かといいますと、やはりここで思い浮かぶのは自主防災組織、これだと思います。

この（１）で自主防災組織の活性化ということですけれども、取手市内には、現在 90 の

自主防災組織が結成されているそうです。しかし、残念ながら未結成の地域もあるという

ことで、とりで未来創造 2024 の中でも未結成のところを解消していこうということをう

たっています。どのように、では、この自主防災組織というのを活性化させていくか、こ

れが課題だと思います。ではまず初めにお聞きしたいのですけれども、未結成地域は現在

幾つあるのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。〔総務部長 鈴木文江君登壇〕

○総務部長（鈴木文江君） おはようございます。それでは、小堤議員の御質問に答弁さ

せていただきます。今、自主防災組織について、未結成地区は幾つあるのかという御質問

でした。未結成地区の現状としましては、字単位で 68 地区中 15 地区が未結成となってお

ります。共助の要である自主防災組織未結成地区のできるだけ早い解消に向け、市としま

しても、様々な支援活動を展開しているところです。以上です。

〔総務部長 鈴木文江君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。90 は出来ていて、未結成が 15 あると

いうことですけれども。この 15 を解消していくために、具体的に何か動きというのはあ
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るんでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。解消に向けての

取組を御紹介させていただきたいと思います。出前講座であったりホームページにより、

災害時における自主防災会の重要性、そういったものの啓発に加えまして、実は昨年の

12 月 17 日でございますけども、常総市防災士連絡協議会理事の菅先生をお招きしまして、

地域コミュニティーが命を救う、共助、自主防災活動で激甚化する災害に備えるというテ

ーマを――テーマに、自主防災組織結成の重要性について講演をしていただきました。講

演会後は、現在のところ未結成地区の解消にはまだ至ってはいません。しかし、アンケー

トでは、防災意識の向上につながったなどの前向きな意見が寄せられておりまして、今後

自主防災会の結成につながっていければなというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。引き続き結成のために努力していた

だきたいと思います。結成されているところ、もう 90 という多くあるわけですけれども、

中にはあまりこの自主防災訓練をしていないような、ちょっと形骸とまでは言わなくても、

活動が活発でないようなところというのもあるのかと思いますけれども、それでは（２）

番の質問なんですが、地域住民を巻き込んだ訓練というのはどういうふうに考えているで

しょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それではお答えをさせていただきます。これまでもお示し

をしてきたとおりでございますけども、まず昨年の双葉の地区、浸水被害を受けまして、

同地区における避難情報発令基準の見直しを行いました。見直し内容を双葉住民に周知、

再確認していただくことを目的に、先月２月３日には、大雨による浸水被害を想定しまし

た避難訓練を開催したとこでもございます。当日は、双葉自主防災会、双葉自治会の協力

を得て、同地区内の住民に重きを小学校へ避難する訓練を行っております。今回、避難先

である小文間地区の自主防災――自主防災会から、避難者の受入れ訓練を行いたいという

ような申出がございまして、小文間地区内の五つの自主防災会の皆様にも参加を協力して

いただき、展開訓練を実施したとこでもあります。このように避難元の地域のみではなく、

避難先住民の避難先地域の住民も、訓練参加することにより、訓練を体験した地域住民の

防災意識の啓発であったり、自主防災組織間の連携にもつながるものと考えております。

以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。やはりその双葉地域の自主防災組織

と小文間地域の自主防災組織が、マッチングではないですけれども、やりたいというとこ

ろで一緒にやるというのは、大変効果的なことなのかなというふうに思います。あとは、

私思うのに、例えばほかの行事と――に抱き合わせで訓練をやる、自主防災会。例えばそ

の地域が自治会で草刈りがあるとか、集会所の整備があるとか、そういったときに人が集

まってるわけですので、そこで一緒に自主防災訓練を行うというのも、一つの手だてかな
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というふうに私は思います。そういう、その自主防災会が主催する訓練に、今の小文間み

たいに、他の自主防災会が出席しているなど、そういうのの情報把握は市としてしてます

でしょうか。どうでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） お答えをさせていただきます。正確な把握というものはし

ておりませんが、近隣の防災訓練に招かれて出席している事例であったり、複数の自主防

災組織、合同による訓練、出前講座の開催等は数件を確認しております。このような取組

がさらに広がりますように、昨年度の自主防災組織連絡協議会におきましても、自主防災

会長と横のつながりを構築していく――構築していただくためのアンケートを実施してご

ざいます。今後、個人情報の関係を整理した上で、御了解いただいた自主防災会長名簿を

作成していければというふうに考えてます。そのほか市民協働課で、市のホームページに

て、自治会等が行う地域の行事やイベントを周知され――周知するためのページを掲載し

ております。このページ――検討しているとこ――失礼しました。自治会等が行う地域の

行事やイベントを周知するためのページ掲載を検討しているとのことでございます。ペー

ジの運用方針が決まりましたら、当課におきまして収集した地域の防災訓練等の情報など

も、このページで周知することについて、市民協働課と協議していければなというふうに

考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。そういうふうに市民協働課の行事等

にコラボしていければいいのかなというふうに、私も思います。では、発生前の対応とい

うところではこれで終わりにして、次に発生中の対応ということで、お伺いしたいと思い

ます。まず、（１）情報の共有化ということですけれども、市民への市からの市民への情

報や情報の共有とか伝達というのは、いろんなところで再三されているということは確認

しております。今回は、この防災機関としての市と警察・消防との一元的な情報の共有、

これが大事かと思うんですね。情報が錯綜してはいけないので、一元的に流れなくてはい

けない。これについて、昨年の双葉の水害の教訓などを踏まえた今後の対応について、お

聞きいたします。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。大規模な災害が

発生してしまった場合には、警察であったり消防、また茨城県をはじめとする行政機関、

さらにはライフライン関係や交通機関関係、また場合によっては自衛隊との連携が必要と

なります。そのため、例えば消防本部は災害対策本部に割り当てられておりまして、災害

規模によっては警察・自衛隊も本部会議にも出席をいただいております。令和元年の台風

19 号の際にも、自衛隊の方が本部会議に出席していただいたというような経緯もござい

ます。そういった本部に集約された災害情報をそれぞれ所管する関係機関に共有を図ると

いうことが、地域防の計画にも明記されております。特に、災害発生中の消防本部との情

報の共有化は、人命に関わる重要な情報であることが見込まれます。昨年 11 月 29 日の議

員全員協議会においても御説明させていただきましたが、双葉水害に対する検証の中で、
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有識者であります東京大学の吉村先生からも、消防と災害対策本部との連絡体制の強化・

情報共有が必要不可欠であるとの御意見をちょうだいしておりますので、今後の災害対応

時には、消防であったり警察・自衛隊への情報共有のみでなく、情報の吸い上げにも注力

することで、よりスムーズな災害対応に当たれるように、こちらも徹底してまいりたいと

いうふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。やはり、情報は伝達するだけではな

くて、収集してそれを精査して、それで大事なものから伝達していくということが肝要な

のかなというふうに思いますが、双葉の水害で何かそういう教訓みたいなのがあったらお

聞きしたかったんですけど、どうですか。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

○総務部長（鈴木文江君） お答えします。昨年の双葉の水害で得た教訓という御質問で

すが。やはり市が持ってる情報をいち早く地域の方たちに伝達するということは、本当に

大事だなと痛感しました。やっぱり初動でどう動くかというのは非常に大きなことでして、

その後の展開につながっていきます。そういった情報の――地域と災害対策本部との情報

の共有化も重要な点だと思っておりますので、今後さらなるそういった情報の伝達の方法

についても、しっかり検証していきたいなと思っております。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。やはりその市を中心――核として、

それで応急処理本部からそういう防災機関――警察・消防・自衛隊そういったところに、

うまく情報を流せるような体制を今後も取っていただければいいのかなというふうに思い

ます。それではそれに基づきまして次、システマティックな災害対応訓練ということで、

これについてですけれども。今の質問というのは、市の本部運営的な考えだったんですけ

れども、このシステマティックな災害対応訓練というのは、防災機関と住民参加型の実働

の訓練ということで考えていきたいと思うんですけれども、この辺についてはどのように

考えているでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。特に大きな災害

が発生してしまった場合に、直接的な人命救助活動などを行うことが多い消防や警察との

訓練は非常に重要だというふうに考えてます。令和４年度には、国土交通省並びに関東地

方１都６県と本市主催による利根川水系連合総合水防演習が開催されまして、水防訓練と

ともに水防団や消防・警察・自衛隊と救出救護訓練も実施したところでもあります。この

訓練は、各県持ち回りによりまして開催が決定するもので、おおむね茨城――おおむね５

年間隔で茨城県開催となった場合は、取手市で実施されるということが通例となってます。

しかしながら、この５年という開催期間が――間隔が若干長くなっているかなというふう

にも感じてますので、その期間を補完する訓練として、市内を幾つかの地区に分けての中

規模的な防災訓練も有意義だというふうに考えてます。開催に当たりましては、関係機関

との調整も必要となります。今後開催については、検討を重ねていきたいというふうに考
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えてます。システマティックな災害対応としましては、複数の関係者であったり組織の協

力というのが必要だと考えてます。最近、取手警察署のほうから、地区の訓練であったり

出前講座などに、我々安全安心対策課で出席する場合、ぜひ警察署からも職員を派遣して

――派遣したいというようなお声かけをいただくことがかなりあります。そういったとこ

ろにも、取手警察署の署員が、そういった出前講座であったり訓練に積極的に参加をして

いただいているという現状もあります。また自衛隊との連携というか、取組なんですけど

も、古河駐屯地、勝田駐屯地のほうに、これ毎年、我々の安全安心対策の職員が行きまし

て、自治体の防災担当者会議というのが毎年行われているんですけども、そちらにも、

我々職員が積極的に参加をして、いろんな情報を共有して連携強化に努めているという状

況がございます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。事細かに説明、よく分かりました。

やはり１都６県、これ５年に１度だと、やはりその５年前に参加した人がまた継続して参

加できるということでもないでしょうし、意識的に薄れてきてしまうのかもしれませんの

で、ぜひ、この辺は今次長が言いましたように、中規模、小規模でもいいので、そういう

防災機関と住民とが一緒になって連携してできる訓練を１年に１回、もしくは２回ぐらい

地域地域でやっていただければいいのかなと思いますし、警察もそういうふうに積極的に

参加するというお声がけいただいてるんであれば、やはり有効活用していただいて、結局

は市民の生命・身体・財産を守るということにつながるわけですので、それは防災機関、

市役所だけじゃなくて、住民の皆さんとともにやるということが大きな意義があるのかな

というふうに感じる次第です。そういう意味では、まさに２月３日の訓練というのは非常

に有効だったんじゃないのかなというふうに、私も感――その日ちょっと私、疾病で出ら

れなかったので残念でしたけれども、そういうふうに思います。それでは次に３番目とし

て、この発生後の対応ということで発生後もいろいろな課題はあると思うんですけれども、

まず最初に、この避難所運営委員会、避難所をどういうふうに運営していくかということ

を、これ地域防災計画の 199 ページから 202 ページあたりに載ってるんですけれども、今

まさにこの能登半島では、まだ１万数千人の方が避難所生活を強いられてるというふうに

あるわけですけれども、仮にこの取手で大災害があったとき、そういうふうに長期間避難

所暮らしを強いられることになったときに、どういうふうにしていったらいいのか。最初

はやはり行政のほうで主導して、それでやっていくんでしょうけれども、後の避難生活、

いろんな人が集まっているわけですから、そういったところでどういうふうにやっていっ

たらいいのかというところを教えてください。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでお答えをさせていただきます。大規模災害の発生に

より、避難所の生活が長期化するような場合には、避難者同士で力を合わせ、それぞれの

役割分担などを決定し、避難所での混乱を予防し、できる限り快適に生活できるように、

避難所運営会――運営委員会を組織して避難所を運営していくということが重要でござい

ます。本市におきましては、具体的に、避難所運営委員会でどのようなことを決定してい
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くかなどをまとめました、避難場運営マニュアルというものを策定してございます。避難

所には様々な場所から、その状況に応じて避難されるため、避難所運営委員会に事前に組

織して――組織しておくことは不可能でございます。避難所開設時に御協力いただく自主

防災会などには、避難所運営委員会や避難所運営マニュアルの存在を認知していただく必

要があるかと認識をしております。しかし、ただ避難所運営マニュアルを手渡し説明する

のみでは、委員会の必要性が理解しづらいというふうに思ってます。そこで、平成 19 年

に静岡県危機管理局が開発しました、避難所運営を模擬体験できる避難所運営カードゲー

ム、避難所運営ゲームといいます、通称、ＨＵＧということで、ＨＵＧ（ハグ）といった

ものになります。そういったものがありまして、こちらのＨＵＧ（ハグ）については、皆

様の中でも体験されたことがある議員の方もいらっしゃるかと思います。平成 27 年度に

グリーンスポーツセンターにおきまして、ＮＰＯ法人茨城防災士ネットワークの御協力を

得ながら、自主防災組織や議員の皆様にも御参加をいただき、こちらの図上訓練を開催し

た経緯がございます。また、コロナの影響によりまして休止しているようなんですけども、

社会福祉協議会においてもボランティア養成講座のメニューに、防災ボランティア養成研

修会というのがございまして、その中でＨＵＧ（ハグ）を使った研修を行っており――Ｈ

ＵＧ（ハグ）を使った研修を行っているというふうに聞いております。この訓練は、避難

者の年齢・性別・国籍や、それぞれが抱える事情が書かれたカードを避難所に見立てて体

育館に配置し、様々な出来事にどのように対応していくかを、ゲーム感覚で避難所の運営

を学ぶことができるものとなっています。本市としましても、このＨＵＧ（ハグ）を開催

してから大分期間空いてますので、近い時期にこのような図上訓練を取り入れた形のもの

を実施できればなというふうに検討してまいりたいというふうに考えております。以上で

す。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。たしかに避難所運営マニュアルとい

うのがあっても、それはやはり実際に動いてみないと分からないことですし、例えばその

避難所に自治会長とか自主防災会長とかそういう人が避難してないと、なかなか率先して

やっていくことができないと思いますので、是非このＨＵＧ（ハグ）ですか――避難所運

営ゲームのＨ、Ｕ、Ｇを取ってＨＵＧ（ハグ）、これを使いながら模擬的にやっていただ

くというのが結構有効なのかなというふうに思いますので、ぜひしばらくやってないとい

うことですので、どこかの地域と一緒にやっていただければと思います。そういう形で避

難所運営をしていく――先ほどのペットの話ではないですけど、ペットとともに避難する

飼い主もいると思いますので、そういったいろいろな課題山積すると思いますので、うま

く運営できるように、行政のリーダーシップの下、お願いしたいと思います。

では次に、災害ごみについて、お尋ねします。地域防災計画の 263 ページから 266 ペー

ジの上段に当たっては、この災害ごみについて書かれています。ここには映像は出しませ

んけれども、ちょっと切替えをお願いします。〔12 番 小堤 修君資料を示す〕

○12 番（小堤 修君） これは常総市の平成 27 年９月の鬼怒川決壊のとき、このときに

出たごみの山ですね。後ろには常総市の――かつてふるさと創生１億円か何かで造ったか
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と思われるお城があります。やはりこれ３年――４年――３年か４年前に私も総務文教委

員会にいたときに、地域の災害ということで現場見させていただきまして、そのときに頂

いた小冊子――100 ページ以上ある小冊子だと思うんですけども、やはり災害が起きれば

必ず災害ごみが出る――災害廃棄物が出ると。これは当たり前のことであって、水害であ

っても震災であってもそういうことだと思います。通常の生活の何倍もの多くのごみをど

ういうふうに処理していくのか、これというのは本当に非常に大変なことであって、この

能登半島地震においても７年分の――どこの市だったか忘れましたけど、７年分のごみが

出て、それを片づけるのに他市にも応援を頼んだりして、２年はかかるということですか、

そういうふうなことで、本当に市民生活には切実な問題だと思います。そういうところで

粉じんとか衛生面とか、いろいろな問題が発生してくると思うんですけれども。そういう

中でまず、災害があれば、必ずごみが発生するということで、今後の対策として、取手市

はどのように考えているか教えてください。

○議長（岩澤 信君） まちづくり振興部長、野口 昇君。

〔まちづくり振興部長 野口 昇君登壇〕

○まちづくり振興部長（野口 昇君） 小堤議員の御質問に答弁いたします。災害ごみに

ついてです。災害が発生する――発生する災害廃棄物は、生活環境の保全や、及び公衆衛

生の予防の観点から適正に円滑かつ迅速に処理しなければならない――なりません。その

ため市では、取手市地域防災計画及び取手市災害廃棄物処理計画並びに関係機関との協定

書に従って、災害廃棄物を処理していくことになります。具体的には、仮置場に――仮置

場を設置して、災害廃棄物の分別・管理を行いながら、常総環境センターへ運搬し処分し

ます。また、常総環境センターで処分することができないものは、災害廃棄物処理に係る

連携及び協定に関する――連携及び協力に関する協定書に基づき、一般社団法人茨城県産

業資源循環協会へ収集運搬処分を委託します。実際に双葉地区の水害では、仮置場を迅速

に設置することができましたが、災害ごみの分別方法や搬入方法等など、周知が徹底でき

ず、多量のごみが搬入されたことにより、庁内誘導が不十分となり、分別の徹底が難しい

状況でした。しかしながら、双葉自治会の方に、住民への周知連絡を協力していただき、

また仮置場を運営する――運営に対する人的支援を関係団体、県内の自治体職員から受け

られたことで、円滑な災害ごみを受け入れ処分することができました。今後の対策として

は、さきの双葉地区での対応経験を生かしまして、災害廃棄物に係る関係主体と情報共有

及び教育などを重ね、災害廃棄物処理の対応能力の向上を図っていきたいと考えておりま

す。〔まちづくり振興部長 野口 昇君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。確かにそういう計画書、地域防災計

画と取手市災害廃棄物処理計画、あと協定書、そういったものをつくっておいて、それに

基づいて実際に活動するということが大事なのかなというふうに思います。本当に災害ご

み、処理というのは大変だと思います。今度の補正予算 12 号にも書いてありましたけれ

ども、総務部長から話あったかと思うんですけれども、時間外勤務手当、これが７月、８

月に及ばないんで二百何十万かは減額しますということですけど、環境対策の担当の方た
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ちは 11 月、12 月まで一生懸命その後ごみ処理のことでやっていたということでそちらも

含まれてますけど、大きな意味では減額ですということです。大変な御苦労があったと思

います。ありがとうございました。災害発生時のごみ置場の確保対応ということはどうい

うふうに考えているのか、この双葉地域は、取手の中の双葉地域だけだったんですけれど

も、例えば震災とかで、市全体とか、市だけじゃなくて、補金にもなるかもしれませんけ

れども、そういうところの大きな災害が発生したときの、ごみの対応というのはどういう

ふうに考えているでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 環境対策課長、印藤智徳君。

○環境対策課長（印藤智徳君） それでは、お答えいたします。大規模な災害が発生して

膨大な量の災害廃棄物が発生した場合は、議員おっしゃるように仮置場というのは１か所

で不足することも想定されますので、まずは被害状況を確認して、実情に合わせた仮置場

を市内数か所に分散して設置すると、そういった対応方法を検討したいと思っております。

その際、分散して仮置場を設置する場合には、運搬車両であったり皆様の搬入ルートの必

要な道路幅であったりとか分別管理が可能な面積――やはりある程度一定の広さがないと

中での分別とか管理もできなくなりますので、そういったのが確保できる候補地とかその

都度選定するような形で、円滑かつ迅速な災害廃棄物処理に努めたいと思っております。

以上です。

○議長（岩澤 信君） 小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） やはりそういう仮置場も幾つかに分散してつくらなければいけ

ないでしょうし、そういう多量の災害廃棄物が出た場合には、市内では到底賄い切れない

と思いますので、これはほかの広域的なところでもお願いしたいし、それ以上に県外の搬

出とかそういうのも、やはり能登半島の――こうですかとかでも考えているという話です

ので、やはりそういう大きな見地からのごみ処理というものを考えていただいて、やはり

一刻も早く復旧・復興するようにしていただきたいと思います。ありがとうございました。

以上です。

では次に４番目、問題意識と危機管理ということで、質問――最後に質問させていただ

きたいと思います。やはり問題意識・危機管理、これは大事なことなのかな、転ばぬ先の

つえというんですか、そういうところで、備えあれば憂いなしだというふうに思います。

これって私たちの生活全般にいえることだと思います。行政――取手市としても行政の仕

事の中でもこれは言えることかなというふうに思います。しかし防災に限った場合に、こ

れはやはりもっともっと大事なところなのかなと。先日、落合議員がクライシスマネージ

メントとリスクマネジメント、こういうお話をしてくれたと思うんですけれども、そうい

ったところで問題意識と危機管理については、どのように考えているでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

○総務部長（鈴木文江君） お答えします。現在の安全安心対策が防災の部門を担当して

おりますが、この安全安心対策課の職員を中心として、市民の安全安心を守るべく、高い

問題意識と危機管理意識を持ちながら日々業務を行っております。また冒頭で小堤議員お

話ししてくださったように、このたび能登半島の地震に際しまして被災地へこれまで７人
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の職員を派遣しております。派遣から帰ってくる都度、市長への報告会を開催させていた

だいており、その中で被災地の状況であったり、自分がどのような業務を担っていたか。

帰ってきて万が一、取手市で同じような災害が発生した場合どう生かせるか、そういった

ことを中心に報告会を開催しました。それぞれ、派遣された職員本当に強い問題意識を持

って課題を持って帰ってきてくれました。本当に頼もしく感じた次第です。そういったこ

ともこれから、これからの対応に生かせてくると思いますので、より一層そういった危機

管理意識を高めながら、これからも組織としては市長の強いリーダーシップのもと、引き

続き市民生活の日常を取り戻すために、全力で復旧復興に向けて取り組んでいきたいと思

っております。以上です。

〔総務部長 鈴木文江君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君）小堤 修君。

○12 番（小堤 修君） ありがとうございました。その担当に派遣された７名ですか―

―の方の報告、これぜひ議会でも、報告会聞いてみたいと思いますけど、ぜひよろしく開

催のほどお願いしたいと思います。やはり、実際に行って体験してきた話というのは説得

力もありますし説明力もあると思いますので、よろしくお願いしたいと、私は思います。

私は。そういうわけで、先ほども言いましたけど、やっぱりこの危機管理というのは大切

なのかなというところで、落合議員も昨日、危機管理監と危機管理室の設置ということを

うたってました。私は、落合議員とちょっと違うんですけども、防災の今、部門の、安全

安心対策課にあるところ、防災と防犯とを分けて組織をつくっていったらどういいのかな

と。防犯というのはどちらかというと、市民生活の中の一つであって防災とはちょっと違

う感じで、そしてこの異常気象とは言わないもう毎年こういう豪雨、台風の強大な、そう

いったものが増えてくると思いますので、やはり防災に特化した部の設置があるといいの

かなというふうに思います。令和４年の第４回定例会で私、やはり組織の改編というとこ

ろの一般質問でその辺のところを言っておりまして、近隣の自治体の状況はどういうふう

なのかな、防災に関する組織は、というところで、皆さんにもお示ししたと思います。常

総市は、市長公室の中に危機――防災危機管理課というのがあります。龍ケ崎市は危機管

理課というのがあって、そこの、市長直轄で、それで危機管理政策グループ。つくば市は

市長公室に危機管理課、土浦市は総務部に防災危機管理課。柏市が危機管理部に令和４年

に新設されましたけど、危機管理課。で、松戸市はやはり総務部に危機管理課と、そうい

うふうにあります。今出しました市は人口とかも多いので、職員の数も多いというところ

もあるのかもしれませんが、そういったところを考慮しながら、少し、これからの組織、

来年度――来年度じゃない、来年度、その先のところで考えていただければありがたいの

かなと思います。以上です。これで私の一般質問は終わりにさせていただきます。ありが

とうございました。

○議長（岩澤 信君） 以上で、小堤 修君の質問を終わります。

続いて、長塚美雪さん。

〔１番 長塚美雪君登壇〕

○１番（長塚美雪君） 皆様、こんにちは。創和会、長塚美雪です。１期目となります。
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市政をより身近に、何より関心を持っていただけるよう尽力してまいります。よろしくお

願いいたします。

それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。通告３項目のうち１項

目め、本市の行政組織及び運営の効率化について。１つ目、デジタル推進の見解について

の質問です。私たちが日々生活を営んでいく上で、当たり前の日常を送ることができてい

るのは、教育・医療・福祉などの行政サービスがあるからこそです。先人が築いてきた地

域の安心や豊かさ、次の世代にバトンタッチするため、地方自治体が果たす役割は極めて

大きいものと考えられます。昨今では、デジタル化による市民サービスの向上・業務効率

化・コスト削減等を実現し、迅速な対応や意思決定を可能にしています。本市においても、

生成ＡＩ等様々なデジタル技術を積極的に取り入れているところかと思います。目まぐる

しいスピードで進んでいくデジタル化の動きがある一方で、アナログな文化・価値観の定

着や、組織のＩＴリテラシー不足といった課題もあるかと思われます。また、高齢者のデ

ジタルディバイド問題も今後大きな課題です。その点を踏まえて、デジタル推進の見解に

ついて、お伺いいたします。

〔１番 長塚美雪君質問席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。

市長、中村 修君。〔市長 中村 修君登壇〕

○市長（中村 修君） 長塚議員の御質問に答弁いたします。昨年４月から市政運営のか

じ取りを担うことになって以降、市政発展に向けて魅力あるまちづくりを進めるため、各

施策に日々全力で取り組んでいます。この取組において、行政組織及び運営改革に関する

事項については、所信表明の際にもお示ししたとおり、市政運営で注力すべき６つの柱の

１つとして掲げているところでございます。その中でも改革のエンジンとなるのは、行政

組織運営におけるデジタル化への一層の推進であり、組織運営の効率化のみならず、市民

にとってよりよい利便性が高く、安全安心で信頼される行政サービスの提供に――提供の

実現に資するべく、旗振り役となり取り組んでおります。詳細につきましては、担当部長

より答弁いたします。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。〔総務部長 鈴木文江君登壇〕

○総務部長（鈴木文江君） それでは、市長の補足答弁をさせていただきたいと思います。

デジタル化の取組状況について、ご説明申し上げます。行政組織運営のデジタル化を推進

するに当たりましては、情報化施策の指針として第５次取手市情報化計画を令和５年５月

に策定し、各施策においてデジタル技術の積極的な利活用を進めております。計画の策定

に当たりましては、総合計画で示された情報化施策に加えて、国や県のデジタル化指針、

社会情勢や技術動向等を勘案し、現状と課題を踏まえた情報化推進の方向性を基に総合的

に検討した結果を踏まえ、４の目標を設定しております。その中の一つに、デジタル技術

を活用した効率的な行政運営の推進を掲げており、５か年における市の情報化の方針を定

めているところです。以上です。

〔総務部長 鈴木文江君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。
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○１番（長塚美雪君） デジタル推進を目指す本市の方針について、理解いたしました。

ここでもう少し、デジタル推進について掘り下げてお尋ねします。デジタル化が必要だと

思われる各担当課にヒアリングを行ったところ、国の方針待ち、統一方式待ちとの回答が

多々ございました。切り替えお願いします。

〔１番 長塚美雪君資料を示す〕

○１番（長塚美雪君） 私の調査では、この下の左の図、現状は自治体ごとに独自のデジ

タルシステムを導入すると、維持管理や精度管理、制度改正時の改修等の負担が大きくな

るため、右の図になります、令和７年度に国が定める標準化共通化システムに合わせるこ

とで、二重投資を防ぎ、費用削減、迅速な復旧が見込めるようになる。そして本市は現在

令和７年度の標準化に向けて、準備段階との認識であっておりますでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 情報管理課長、岩﨑弘宜君。

○情報管理課長（岩﨑弘宜君） お答えいたします。ただいま長塚議員から御質問いただ

いたとおりでございます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 中村市長の政策の中で、デジタル推進の中で日々変遷していく市

民ニーズに先だった対応とあります。しかしながら、他行政では既に導入されている市民

向けデジタルサービスが存在しており、一例を挙げますと、予防接種のデジタル予診票、

保育所入所オンライン申請等ですが、近隣で行われているサービスが取手市民にはまだ届

かない、これでは市民ニーズに先だった対応とはいいかねるかと思います。ただ、保育所

入所オンライン手続については、令和６年度予算にも計上されており、近々スタートする

ものかと思います。これも全て標準化システムを待ってのことかと思いますが、このよう

になっている経緯について、お伺いします。

○議長（岩澤 信君） 情報管理課長、岩﨑弘宜君。

○情報管理課長（岩﨑弘宜君） お答えいたします。今、長塚議員から御質問をいただい

たとおり――御認識のとおりなんですけれども、取手市といたしましては、標準化に合わ

せて二重投資にならないような形で、その標準化の準備行為を今進めているところでござ

います。とはいえ、今の御質問にもありましたとおり、保育所の非常に複雑多岐にわたる

書類をオンライン化、オンライン申請できるようにしたりとか、御議決、議決いただけれ

ば、それらが進めたりとか、二重投資にならないもので必要なものは費用対効果を見据え

て、各課から上がってきたものを、当課としてはセキュリティー等の面からサポートさせ

ていただいて進めているといったところでございます。一方で、そのデジタル化推進とい

うところでは、新しいシステムを導入するというところに目が向きがちなんですけれども、

今その標準化に向けた準備行為を進めつつ、取手市は高齢化率が高いので、デジタルディ

バイド対策という意味でスマホ教室だったりとか、出張形式の相談を今企画したりとか、

よろず相談を行ったりとかしつつ、誰も取り残さないというようなところを進めていって

いるという段階でございます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 今ご答弁にもあったとおり、誰一人残さずデジタル社会を目指す
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本市の方針、理解いたしました。では、先ほどもおっしゃっていただいた令和７年度の標

準化システムに準備中とのことなんですけど、令和７年度になったらどのような行政サー

ビスがデジタル化になるのでしょうか。ここについては市民の皆様も気になることかと思

いますので、お伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 情報管理課長、岩﨑弘宜君。

○情報管理課長（岩﨑弘宜君） お答えいたします。まず標準化に関しましては、基幹系

と言われる税とか、そういったものが、国のその――が――地方公共団体が統一化されて

いくというところになってきます。それ以外については、各課で、このシステムを入れた

ほうが市民生活、利便性が向上されるとかいったようなシステムの導入の意向が示されて、

標準化に合わせるものだったりそうでないものだったりというものを、それぞれその都度、

取捨選択していくというところで、今ここで標準化に移行されました、はい、ではこうな

りますというのは、具体的にはちょっと申し上げられないところあります。とはいえ、今

できることとして、県内初で藤代総合窓口課と市民課のとこに、マイナンバーカードのオ

ンライン申請のオンライン窓口を設置したりとか、そういったものを、できるところは標

準化を待たずして進めているというのが現状にあります。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） もうできるところは進めていただいて、標準化に備えたところは

令和７年度から一部スタートするということで認識いたしました。ただ令和７年度スター

トするからには、ぜひどの自治体よりも迅速に市民の皆様へ提供できるよう、引き続き準

備のほどよろしくお願いします。また、今後も地方自治体と国とで時差が生じた際には、

中村市長主導の下、デジタル推進室とともに、市民に寄り添った御判断をいただけるよう

期待しております。最後になりますが、ちょうど先日の２月 22 日にデジタル行財政改革

が開かれ、子育てや教育といった分野でのデジタル活用に向けたモデル自治体を公募する

とありました。取手市として手を挙げられる予定はあるのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 情報管理課長、岩﨑弘宜君。

○情報管理課長（岩﨑弘宜君） お答えいたします。今、長塚議員から御質問ありました

件につきましては、私もを承知しております。ですが詳細がまだ示されていないので、詳

細が示されたときに、取手市にとって有益なものであれば、先導自治体として手を上げて

いくことをきちっと検討していきたいなというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 岸田首相が、先導的プロジェクトに一番乗りで取り組む自治体を

重点的に支援すると強調しています。詳細が出てないということなんですけれど、もし手

を挙げられる際は、どの自治体よりも一番乗りに手を挙げる方向で御検討いただければと

思います。情報管理課だったり、情報管理課推進室の皆様のインタビューされている記事

も拝見しております。今回はモデル自治体については、大変チャンスだと思いますので、

ぜひ御検討お願いいたします。またこの件については次回質問させていただきたいと思い

ます。この質問は以上になります。

それでは２つ目の質問、人事採用と評価制度についてです。先ほどお話ししていたデジ
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タル推進しかりですが、これも中村市長政策の中にある、これからの未来を見据えた新し

い行政運営を行っていくには、今までの慣習にはとらわれない新しい視点、知識やスキル

が必要になると考えられます。それだけでなく、少子化や成り手不足により自治体職員の

数は将来大きく減少することが予想されます。行政サービスの維持には、少数精鋭の職場

に変える必要もあると考えます。それらを踏まえると、即戦力になる人材が求められるの

は必然です。そこでまず人事採用についてお伺いしたいのですが、知識、専門知識や豊富

な経験を持つ人材の採用について、現在どのようにお考えでしょうか。お願いいたします。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

○総務部長（鈴木文江君） お答えします。ＤＸ等専門知識や経験を持った人材の確保に

ついてという御質問です。取手市の採用――職員の採用におきましては、一般事務職の募

集枠に加えまして、土木技師や建築技師、保健師、保育士などの専門職について、翌年度

の組織編成上の課題や退職者数などを考慮し、必要な職種について募集枠を設け、競争試

験を実施しております。先ほどの御質問で、デジタル推進の見解についてというところで

ご答弁申し上げましたとおり、デジタル社会を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、

自治体におきましてもＤＸを積極的に推進していく必要があり、ＤＸに関わる分野に精通

した人材、実績のある人材の確保は、行政組織の活性化・効率化のための大きな原動力に

なると考えております。このような中、近年では全国的に公務員志望者が減少傾向にあり、

民間だけではなく、自治体間における人材獲得の競争も熾烈化しております。専門的資格

や知識を持った専門職枠での人材の確保に限らず、専門職――失礼しました、事務職の採

用におきましても、社会人経験を持った即戦力の確保を積極的に進めていく必要があると

考えております。また、組織における優秀な人材の確保という観点からしますと、新規で

の採用に頼るだけではなく、その分野について一定の素養のある職員を現場で育てていく

ことも、人事上の重要な課題と考えております。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） そもそも先ほどお話しされたとおり、公務員の志望者が減少傾向

とのことで、この点についてはまた後ほど質問させていただきます。人事採用についても

う１点。採用年齢に関してお伺いします。先ほど即戦力になる人材が確保必要だとは述べ

ましたが、採用年齢も対応策の一つと考えます。現状、本市の採用年齢は 30 歳と認識し

ておりますが、知識やスキル、豊富な経験を持つ人材を考慮すると、参与年齢を引き上げ

ることも考えられますが、そのご予定はないのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 人事課長、軽部幸雄君。

○人事課長（軽部幸雄君） お答えをさせていただきます。まず即戦力となる人材確保策

としまして、各分野の専門職の採用募集枠を設けることが考えられます。しかしながら、

先ほど総務部長からの答弁にもありましたとおり、近年では、申込み資格の対象年齢を引

き上げるなどの取組にもかかわらず、専門職の採用試験の申込み者数が非常に少ない状況

となっております。そこで、昨年度の２期試験からは、事務職の採用試験におきまして、

一定の専門資格や、また経験を有する受験者の試験点数に加点を設けるなどの取組を図る

ことで、専門的な技術や、また経験に配慮した試験運用なども開始したところであります。
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近年は専門職だけではなく、事務職においても採用試験の受験者数の減少傾向は顕著とな

っておりまして、採用内定後の辞退者も多くなっているというような状況です。また、募

集要件を広げて、社会人経験の豊かな人材を採用対象に加えていくに当たり、給与等の待

遇面においても、一般職としての範囲にとどまるため、人材を呼び込む上で特別待遇の条

件を設定することはできないという状況となります。そういった中で、高度かつ専門的な

知識経験を身につけ、また市政に貢献する人材の確保には様々な課題がございます。そう

いった中で長塚議員からの御質問の中にありました、受験資格における年齢要件の緩和、

そういったものも含めて、今後、様々な取組の検討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 先ほど加点を設けるなどの取組ということで、実際それが採用に

つながっていると伺っております。引き続き、様々な観点での取組の御検討をお願いいた

します。次に、評価制度についての質問になります。新しい行政の運営の中で、組織を底

上げするには評価される仕組みもまた重要であると考えます。現在の評価制度はどのよう

に運用されているのか、お伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 人事課長、軽部幸雄君。

○人事課長（軽部幸雄君） お答えをさせていただきます。当市の人事評価の制度運用は、

年度を単位としまして４月から３月までの 12 か月間を評価期間としております。評価の

基準日は１月１日で、年度末までに変更を要する事実が生じた場合には、評価の変更を行

っております。評価者は２名で、評価を受ける職員の所属長を一次評価者、その上司を２

次評価者としまして、業務上もたらした成果、そして発揮した知識能力、そして取り組ん

だ姿勢の、この三つを評価要素としまして、事実や実績に基づく絶対評価、これにより、

個別評価が行われております。評価結果は点数化されまして、５段階で順位づけされた相

対評価として、翌年度４月１日の給料の昇給及び、６月、12 月期の勤勉手当の支給率に

反映されているものです。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 今ご答弁いただいたのは、上司が部下を評価する――これが一般

的だと思うんですが、360 度評価と呼ばれる、部下が上司を評価する制度があります。総

合評価を行うことにより、不公平感のなく透明性の高い評価制度を作成することが可能に

なります。360 度評価は民間企業で導入が広がるほか、2019 年度から内閣人事局が旗を振

り、全ての中央省庁に拡大しています。県庁にも同様の動きが広まっていて、私の調べで

は、2003 年には高知県、今年度から鹿児島県、石川県も昨年 10 月に導入する方針を示し

ています。取手として――取手市としても導入するお考えがあるのか、お伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 人事課長、軽部幸雄君。

○人事課長（軽部幸雄君） お答えをさせていただきます。今、長塚議員からもお話のあ

りましたとおり、民間、また自治体においても、通常は評価される側である部下が上司の

評価に加わる 360 度評価、この制度の導入が進みつつあるということは私どもも承知をし

ております。そういった中で、360 度評価を実施するメリットとしまして、より高い客観
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性と納得性が確保されること、そして上司が自身の改善点を自覚すること。また、部下に

とっても評価する側に回ることで、職場との信頼関係が深まることが期待されるというふ

うにいわれております。また一方で、課題としまして通常の人事評価に比べて人手や時間

がかかり職員の負担が増すこと、そして主観的に――主観的な評価に偏ってしまう恐れが

あること、そして部下からの評価を気にするあまり、部下に対する評価やまた指導が適切

に行われなくなるといったことなどが懸念事項として挙げられております。人事評価の制

度運用に当たりましては、公正公平、かつ納得性、透明性の高さとともに、部下の人材育

成を効率的、そして効果的に実施することが求められております。導入に当たりましては

多くの課題があるため、現状においては難しいというふうに考えておりますが、民間をは

じめ、また先駆的に導入している自治体での事例や成果等を参考としながら、今後、制度

研究してまいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 先ほどお話しした 360 度評価、この評価を組み合わせることで客

観性が高まります。結果を人材育成に活用すれば、管理職の能力向上や職場のパフォーマ

ンス改善にもつながると考えられます。導入の動きが広がっておりますので、茨城県庁に

先駆けて、もしくは手を取り合って、導入について御検討いただければと思います。次に

評価とともに、それが処遇に反映されることが組織を底上げする、やる気を醸成する一助

になります。処遇の話になりますが、評価や成果次第では、年齢問わず手当部分で２倍３

倍の差があってもいいと思います。ここにたくさん管理職の方いらっしゃいますが、管理

職の手当も倍増してもいいと思います。全体の支給総額を増やすという中ではなくて、中

でしっかりとメリハリをつける必要があると考えます。先ほど答弁された公務員志望者が

減少傾向、そして近年は離職率が増加、さらに管理職になりたがらない人材が増えている。

それは、業務量と処遇とが釣り合わないからなのではないでしょうか。勤続年数に重きを

置く今の年功序列制度だけでなく、一部能力主義に移行する、それにより人材流出防止、

意欲の高い勤務希望者の増加、町内のやる気の醸成につながるものと考えられます。これ

は本市に限らずどの自治体も変わっていかなければならない部分だと思っております。こ

の点についてのお考えをお伺いします。

○議長（岩澤 信君） 人事課長、軽部幸雄君。

○人事課長（軽部幸雄君） お答えをさせていただきます。さきの御質問のほうでも答弁

をさせていただきましたとおり、評価者による人事評価の結果は点数化されまして、昇給

及び勤勉手当の処遇に反映されることとなります。そうした中で、処遇への反映に当たり

ましては、当市におきましては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの五つの段階の相対評価と言われま

すが、相対評価が行われまして、職種による分類はなく、また、特出すべき実績を残した

場合であっても、その待遇は、処遇への反映は、最高評価であるＳ評価として定められた

給料の昇給幅であったり、また勤勉手当の支給率の範囲にとどまるということになります。

国のほうでは、既に６段階評価ということでされておりまして、また他の地方自治体にお

いても、評価段階を５段階以上に細かく分けている事例も見られております。こうした中、

評価段階が多くなれば多くなるほど、職員間の処遇の幅が広がり、また、めり張りのある
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処遇範囲がなされることとなりますが、また一方では、段階の細分化によりまして、段階

別の評価の差が小さくなるということから、それに見合う客観性を伴うものとして、次評

価者の評価の精度の高さ、こちらのほうがより求められてまいります。こうした中で、地

方公務員の人事評価制度は、地方公務員法の改正によりまして、平成 28 年度から、今、

全国の自治体で運用されておりますが、取手市におきましても、将来的には、評価段階の

見直しを視野に入れながら、その課題を整理し、またその準備を少しずつ進めていく必要

があるものというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） なかなか難しいところかと思うんですが、ぜひいい方法を模索し

ていただければと思います。人事評価制度にメスが入れば、組織の体質改善や行政サービ

ス向上につながることも期待できます。なかなかどの自治体も事例がないのであれば、ぜ

ひ本市が先陣を切って大胆な人事改革をお願いいたします。最後に、この質問項目の最後、

目標設定の共有について。昨年４月から始まった中村市長による６つの柱、とりで未来創

造プラン 2024、内容は本当にわくわくする内容となっております。ただどれだけすばら

しい目標や計画があっても、それらが一人歩きしてはなりません。職務を遂行する上で根

幹となる重要な部分です。これらの目標を一人一人の職務の中でどのように落とし込み共

有しているのか、お伺いします。

○議長（岩澤 信君） 人事課副参事、山下 拓君。

○人事課副参事（山下 拓君） お答えさせていただきます。長塚議員の御指摘のとおり、

市の政策方針や重点的な施策において、市として着実な成果を上げていくためには、組織

体系に沿って各部各課の重点事業が設定され、かつそれを踏まえた形で職員個々の業務目

標の設定がなされていることが重要であると考えております。もちろん、担当業務により

ましては、重点事業に関わらない業務を受け持つ職員もおります。職員全員の目標設定に

おいて、組織としての重点目――重点事業が意識づけがされることによって、組織目標が

共有化され、同じ目標に向かって業務を進めることにつながります。人事評価のシステム

は、庁内イントラネットにより職員に共有されており、期初面接により、職務目標の共有

が図られた後、システム入力の期間中は少なくとも毎月１回、部下から上司への業務の進

捗状況等の報告や相談、上司から部下への確認チェックや業務指示のやりとりの機会が設

けられております。また、当市の人事評価制度は、人材育成に軸足を置いておりますので、

評定後に期末面接を実施し、評価結果を開示することによって、評価に対する納得性や透

明性を確保するとともに、部下の伸ばしどころや頑張りどころを指摘し共有することで、

部下の能力開発と意識啓発につなげる機会としております。以上でございます。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 全員が同じ方向を向いてこそ、生きてくる目標や総合計画であり

ますので、それらは結果的に大きな力になります。中村市長のおっしゃる新しい行政運営

こそが、本市の未来をつくるかぎとなります。同じやり方を踏襲してても何も変わらない

どころか衰退する一方です。節目の今こそ、常識を捨ててダイナミックに新しい視点を取

り入れた新しい取手市を期待しております。これで質問は終わりにします。
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では次の質問項目に移ります。税収等の財源確保に向けた取組。この質問に至った理由

は、言わずもがな取手市が厳しい財政状況にあるからです。切替えお願いします。

〔１番 長塚美雪君資料を示す〕

○１番（長塚美雪君） 昨日の鈴木議員の一般質問でもあった財政力指数なんですが、未

来創造プランの資料がとても分かりやすかったので使わせていただきます。見てのとおり

近隣自治体と比較して見事に下落しております。一方で一般会計予算は今年度も過去最高

額となり、収入は下がっているのに支出が増え続けているという状況です。やはり歳入の

確保が何よりの課題であることが分かります。このグラフを底落ちさせるには、定住化の

促進、企業誘致と様々な観点がある中で、ふるさと納税に着目して質問いたします。本市

の財源確保に向けた取組の一つに、ふるさと納税事業の拡充があります。部署でも重点事

業として取り組まれており、令和５年度の目標が３月末時点で 20 億と設定されておりま

した。まず現時点までの達成状況についてお伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 財政部長、田中英樹君。

〔財政部長 田中英樹君登壇〕

○財政部長（田中英樹君） ふるさと納税の御質問でございますが、まずこの事業に御協

力いただきまして、感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。それでは、

ふるさと納税についてでございますけれども、平成 20 年の地方税法の改正によりまして

スタートした制度でございます。納税者が任意の自治体へ寄附を行い、その寄附金が税制

上控除されることを通して、実質的に納税先を選ぶことができるもので、生まれ故郷やお

世話になった地域、これから応援したい地域などへ寄附先の選択を通して、その使われ方、

地域の在り方などを考えるきっかけとするという意義のもと、制度化されたものです。そ

の後、地域の特産品を返礼品として送付する取組が一般的になり、その返礼品競争が過熱

したことから、令和元年に総務省が経費率や地場産品の基準を定め、さらにその後、基準

の改正を経て現在に至っております。その間、取手市におきましては、平成 20 年から寄

附の受入れを開始し、平成 27 年から返礼品の送付、そして、平成 28 年から民間ポータル

サイトを活用しております。またさらに令和３年度からは、財政課内にふるさと納税推進

室を設置し、今年度からは市長のリーダーシップの下、寄附金収入 20 億円の達成を目標

に掲げ、さらなる寄附受入れの推進に努めているところでございます。御質問の現在の達

成状況ということでございますが、令和６年２月時点での寄附金収入は、現在集計中では

ございますが、おおむね 14 億円程度となる見込みであります。これは２月時点の数値で

ございます。なお、今回の補正予算でも増額を計上しており、寄附金収入の予算額を 16

億円としておりますが、こちらにつきましては歳出のほうで委託料に不足が生じることが

ないよう予算措置をしたものでございます。

〔財政部長 田中英樹君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 約 14 億円ということで、令和４年の約 10 億 8,000 万円から３割

増――約３割増とのことなんですが、ふるさと納税に関しては、中村市長もおっしゃって

いる、倍以上考――とのお考えに私も同感です。理由なんですけれども、2023 年総務省
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発表のふるさと納税に関する現況調査結果によると、令和４年度のふるさと納税の利用者

は、日本全体で 891 万人、利用者可能数で除して算出すると、利用率は約 14.9％になり

ます。ちなみにニッセイ基礎研究所からふるさと納税をできるのに利用しなかった 20 代

から 60 代の方を対象にしたアンケート結果がありまして、そのうちの約６割が、制度や

方法がよく分からない、知らない、面倒との回答でした。そんな潜在的な層がまだまだ眠

っている可能性のある市場だと思いますので、税収面でも伸び代はかなり期待できるもの

と思っております。取手市としての取組についてお伺いしようと思ったのですが、先日、

金澤議員の一般質問の中で既に田中部長が答弁されておりましたので了解しております。

では次に、推進の取組の中では、既存の事業者向けかと思うんですけど、新たな事業者の

参加促進の取組についてお伺いします。

○議長（岩澤 信君） 財政部長、田中英樹君。

○財政部長（田中英樹君） お答えいたします。ふるさと納税をさらに推進していくとい

うことに当たりましては、返礼品を御提供いただける事業者を増やしていくことが大変重

要であるというふうに考えております。参加事業者の拡大・増加に向けた取組としまして

は、令和４年度から事業者の公募をしており、広報やホームページの告知はもちろん、ふ

るさと納税に向いていると思われる商品やサービスを取り扱っている市内事業者にはこち

らから訪問し、ふるさと納税や参加の方法などについて説明をして呼びかけをするといっ

た取組を進めているところです。私自身も昨年、複数の事業者を訪問しまして、直接皆様

に御協力のお願いに行った経緯もございますし、また、市長自らも、トップセールスマン

として御尽力をいただいている状況でございます。今後も市長と、それから我々担当部署

が一丸となって、多くの事業者に参加いただけるよう働きかけつつ、各事業者のサポート

に努めることで、市としましては財源を確保しながら、また、事業者の皆様それぞれの業

績の向上というものは、そういったものにも寄与していきたいというふうに考えておりま

す。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 今、市長がトップセールスマンで、返礼品の拡充になっていると

いうことで、大変心強い御答弁ありがとうございます。そこで、事業者との――連携した

事業者との接点はどのように継続しているのか、お伺いします。

○議長（岩澤 信君） 財政課長、海老原輝夫君。

○財政課長（海老原輝夫君） お答えさせていただきます。事業者の接点ということです

が、これまで市としての取組といたしましては、商工会が運営する――しております、と

りで本舗、こちらを経由して返礼品を提供してくださっています事業者の皆様、それと現

在サイトへの登録作業中の事業者の方を含めまして、38 社もの事業者の方々から御協力

をいただき、ふるさと納税事業を推進してまいりました。既に返礼品の御協力をいただい

ている事業者の皆様への接点という点では、今年度は、ポータルサイトに掲載する返礼品

の写真をプロの方に撮影してもらう撮影会を実施したほかに、先日は、来年度以降の取組

の説明に当たって、どのような返礼品が人気になりやすいのかですとか、高評価レビュー

や口コミなどがつきやすくなる返礼品のバリエーションのつくり方といった、マーケティ
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ング的な要素をお伝えする機会も設けさせていただきました。また、返礼品事業者の皆様

との日常的な連絡、また、事務手続におきましても、書類の作成方法やパソコンなどの端

末の操作にあたりましても、お困りのこと、お困りのことがあれば、きめ細やかく対応を

させていただいているというところでございます。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 事業者との接点をお伺いした理由なんですが、自治体と事業者の

連携こそが、取手のふるさと納税をさらに盛り上げるきっかけになると考えるからです。

そこで、いろいろな説明会だったり撮影会などを実施されたとのことなんですが、事業者

様向けにアンケートをすることで様々なニーズがさらに掘り起こされるかと思いますが、

そういったアンケート活用などは実施されているのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 財政課副参事、谷池公治君。

○財政課副参事（谷池公治君） お答えさせていただきます。事業者向けのアンケート調

査といたしましては、市が委託しているポータルサイトの事業者が、全国の自治体や及び

返礼用品を提供している事業者に向けて、抽出型のアンケート調査などは行っております。

取手市独自の返礼品提供事業者の皆様に対するニーズの把握という点につきましては、折

に触れて、お困り事がないかなどの確認はさせていただくように心がけてはおりますが、

現状アンケートとしては実施してはおりません。ただ、議員がおっしゃるように、返礼品

提供事業者の皆様の利便性の向上に向けては、ニーズを把握することは大変重要であると

考えておりますので、どういった項目をお聞きしていくかなども含めまして、今後検討し

てまいりたいと考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） アンケートであれば、忙しい事業者様も時間あるときに回答でき

ますし、何より寄り添うという気持ちを伝える機会にもなりますので、検討いただき実施

をお願いいたします。今年度は撮影会・説明会を開催されたとのことなんですが、来年度

はどのようなイベントを予定されているのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 財政課副参事、谷池公治君。

○財政課副参事（谷池公治君） お答えさせていただきます。来年度、事業者向けの説明

会などのイベントの開催をどのようにしていくかにつきましては、現時点で具体的な検討

は行っておりません。ただ、事業者の皆様との継続的な接点としては大変よい機会になり

得るものと考えております。一方で、先日、説明会を実施いたしましたが、その際は、御

参加いただけなかった事業者というのもある程度いらっしゃいました。そのため説明会、

どういったニーズがあるのか、そもそも説明会をしてほしいのかどうか、そしてどういっ

た内容であれば、またどういった日時設定ならば御参加いただけるなどかなと、先ほど御

提案いただいたアンケートなども活用しながら検討してまいりたいと考えております。以

上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） ぜひ事業者のニーズが高い、有意義な機会を設けていただければ

と思います。今後、そういったアンケートやイベント等事業者との連携をより一層強化い
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ただき、事業者と自治体がともに取手をＰＲするという共通の目的に向かって一緒に模索

し、挑戦し、前例のない取組を期待しております。ありがとうございました。

それでは、次の質問です。次に公金の運用状況なんですが、鈴木議員の一般質問にて公

金の運用状況をお伺いし、理解いたしました。今まで債券運用は検討されたことが――検

討されたが運用はないとの答弁だったんですが、なぜ本市は今まで債券運用等を行われて

こなかったのでしょうか、理由をお伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 会計管理者、石塚幸夫君。〔会計管理者 石塚幸夫君登壇〕

○会計管理者（石塚幸夫君） それでは、長塚議員の御質問に答弁をさせていただきます。

今まで債券運用をしてこなかった理由との御質問でございます。平成 30 年度から会計管

理課にて基金を一括管理し運用を開始して以降、債券運用につきましては、他自治体や団

体等への視察により、情報収集を行った経緯はございますが、これまでは基金の流動性の

確保を優先し、短期定期預金にて運用してきたことから、比較的、長期預け入れにより運

用益が見込まれる債券での運用については行ってきませんでした。しかしながら、先日、

鈴木議員の一般質問で答弁をさせていただきましたが、近年の低金利により、短期預け入

れのみでは運用益が見込めなくなったため、令和４年度から長期預け入れを視野に、債券

で安全かつ確実な国債による運用も検討しましたが、国債と比べて有利な定期預金にて運

用したことにより、現在も債券による運用は行っていない状況でございます。以上です。

〔会計管理者 石塚幸夫君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 近年の低金利により、令和４年から長期の預け入れを行ったとい

うことで、リーマンショック以降、特に顕著に低金利は続いております。本来であれば、

一括管理を始めた平成 30 年度から検討すべきことだったかと思います。大前提ですが、

公金は税金等市民の皆様の大切なお金です。鈴木議員の一般質問でも答弁されていた、地

方自治法第 241 条、基金は確実かつ効率的に運用しなければならない。確実という点では、

おっしゃられていた元本保証の考え方につながる点は分かります。ただし、効率的に運用

という点ではどうでしょうか。デフレの時代であればまだしも、日銀による大規模な金融

緩和が始まった 2013 年からインフレ目標２％を掲げておりまして、特にコロナ禍以降で

は物価上昇が堅調です。西口開発での予算増額がいい例なんですが、人件費は２割、鉄鋼

木材も二、三割上昇しています。一時的な要因がありますが、上昇していないものを探す

ほうが今難しい時代です。果たして 2013 年の１億と 2024 年の１億、価値は同じでしょう

か。お考えをお聞かせください。

○議長（岩澤 信君） 会計管理者、石塚幸夫君。

○会計管理者（石塚幸夫君） 長塚議員の御質問に答弁をさせていただきます。やはり今

の物価上昇等、貨幣価値が下がってくるという観点から申し上げれば、確かに価値自体は

目減りしていくものと考えてございます。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） 貨幣価値が減価するからこそ、定期預金以外の債券等といった運

用を取り入れる必要があるかと考えます。債券運用の選択肢の一つとして、ちょっとぜひ
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御検討いただきたいものがＳＤＧｓ債です。１例としてＳＤＧｓ債の中でもグリーンボン

ドと言われる環境債を御紹介します。グリーンボンドを例に挙げた理由については後ほど

御説明します。ちょっと簡単に御説明し、読み上げますと、企業や地方自治体等が国内外

のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券をグリーンボンドと

呼びます。投資のメリットは幾つかあるんですが、お伝えしたいのが赤い枠で囲ってある

２番、投資を通じた投資利益と環境社会面からのメリットの両立、債券投資による利益を

得ながら、資金供給を通じて環境社会面からのメリットを享受し、持続可能な社会の実現

に貢献できます。次に、環境社会面からのメリット――２つ目の赤い枠なんですが、これ

がすごく大事だと思っていて。グリーン投資に関する個人の啓発、自らが預金投資した資

金の使途への個人の関心の向上につながりということで、本市がＳＤＧｓ（エスディージ

ーズ）投資をすることで、市民の関心の向上につながるということも期待できます。先ほ

ど申し上げた、なぜグリーンボンドを御紹介したかといいますと、環境については、取手

市はちょっと通ずるものがありまして、県内で令和２年８月３日に気候非常事態宣言を表

明しています。様々な取組の中で、子どもたちへの環境支援を行っておりまして、取手西

小の取組が、２月 22 日のテレビ東京モーニングサテライトで放送されておりました。私

これリアルタイムで視聴していたんですけど、５分近いかなり長い特集になっていました。

そして、この取手西小、脱炭素チャレンジカップ 2024 で、ジュニアキッズ部門で環境大

臣賞を受賞しております。これちょっと 2023 と書いてあるんですが、事務局に確認した

ところ間違いだということでこれ 2024 です。そういった意味で、話は戻るんですが、Ｓ

ＤＧｓに関する取組を行っている取手市として、基金としてもそれを行うと。その基金の

運用先の選択肢として、ＳＤＧｓ債を検討いただくのはいかがでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 会計管理者、石塚幸夫君。

○会計管理者（石塚幸夫君） 長塚議員の御質問に答弁をさせていただきます。今、ＳＤ

Ｇｓ（エスディージーズ）債ということで御紹介をいただきました。ＳＤＧｓ（エスディ

ージーズ）債につきましては、地球環境改善の支援や社会貢献的な取組を目的とした資金

調達源としまして、民間企業のみならず都道府県や政令都市など地方自治体でも発行され

ており、特に地方自治体が発行するＳＤＧｓ（エスディージーズ）債につきましては近年

増加傾向にあり、安全な運用先の一つとして他自治体でも運用されております。先日、鈴

木議員の一般質問でも答弁をさせていただきましたが、債券には多種多様な商品がある中

で、まずは元本が保証されること、また安全な運用先であることを見極める必要があると

考えてございます。やはり市としましても、ＳＤＧｓ（エスディージーズ）への取組、ま

た脱炭素社会への取組ということで、気候非常事態宣言等も発出しているところでござい

ます。市の財政運営が厳しい中、運用益を確保するため、ＳＤＧｓ債を含め債券による運

用につきましても、実際他の自治体での運用事例もございますので、そちらを参考に、今

後、調査研究をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） これも一例なので、ぜひ、債券の運用を御検討をお願いします。

金融市場もデジタル同様目まぐるしいスピードで変化してます。選択肢が広がることによ
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って、その時々に合わせた柔軟な御判断が可能になると思われます。御検討のほう――調

査研究、よろしくお願いいたします。ではこの質問項目は以上となります。

それでは最後の項目、地域資源を生かした地域シティプロモーションということで。こ

の質問の意図なんですが、取手の好立地と地域資源を最大限生かした集客化・収益化でき

る新しいスタイルの公園の提案です。まず、公共施設・公園の在り方について、質問いた

します。ホームページによると、現在本市は 220 もの公園があり、市内公園の公園施設や

遊具の更新工事も、取手市都市公園長寿命化計画に基づき行われているようですが、それ

らの維持や保全・整備に充てられる財源は限られているかと思います。この 220 もの公園

を管理していく中での課題を、お伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 建設部長、前野 拓君。〔建設部長 前野 拓君登壇〕

○建設部長（前野 拓君） それでは、長塚議員の御質問にお答えいたします。現在市で

管理している公園の数、今おっしゃられたように 219 ございます。その中には取手緑地運

動公園のような大規模な面積を有する都市緑地、ゆめみ野公園などの中規模な近隣公園、

あるいは住宅地などで多く見られる小規模な街区公園、ちびっこ広場、そういった公園な

どがございます。公園は様々な用途で幅広い世代の方に御利用いただいており、多くの方

の憩いと潤いの場として親しまれているところです。市内の公園の多くは、開設後既に

30 年から 40 年経過しております。課題という点で、遊具などの施設は経年により劣化が

著しく――著しく劣化が進んでいるということから、更新や修繕が喫緊の課題とされてお

りました。そこで、市では課題の解決に向け、取手市都市公園長寿命化計画、これを策定

いたしまして、遡ること平成 29 年度からこれまでの間、長寿命化計画に基づきまして、

遊具の更新や修繕を進めてまいりました。遊具の更新や修繕が行われた公園の割合なんで

すけれども、令和５年度末時点の見込みで、計画対象とした公園の約７割で実施済みとい

うような状況になります。また古くなった遊具を交換する際には、地元の市政協力員の方

などから、地区で新たに設置してほしい遊具の種類、希望等をお伺いいたしまして、地元

の声を可能な限り反映できるように努めているところです。引き続き、遊具の更新・修繕

を進めるに当たって、誰もが安全に楽しく、また気持ちよく過ごしていただけるような公

園づくりに取り組んでまいりたいと思っております。以上です。

〔建設部長 前野 拓君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。今おっしゃられた更新される遊具に関してなんで

すが、更新の際は、例えばですけど価値が同等以下もしくは健康器具等の別のものには変

更不可能と認識しております。時代とともに住民の層も変化しておりますが、使われない

遊具を変更する際は、国の交付金使われるということで、使われない遊具を、国の交付金

といえども、更新の必要があるのか、時代が変わる中で公園の在り方が問われるかと思い

ます。ちょっとここで日本の公園の歴史について少しだけ触れます。昭和 31 年都市公園

法が制定され、国主導のもと――国主導のもと、欧米諸国並みの公園数、面積の確保、つ

まり量を重視した整備がされました。そこから徐々に、公園の整備や維持管理の主体は国

から地方自治体に移っていき、それぞれの地域に合った公園づくりというものが行われま

した。地域の特性や課題などに合った声を反映するために、複合遊具だったり災害時に役
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立つかまどベンチ、防災トイレといった公園の設備は、量から質を重視されるようになり

ました。今の日本は少子高齢化が加速し人口減少時代に突入、財政に課題を抱える自治体

も多く、維持管理にかけられる予算も確保が難しい状況です。一方、日本――人々のライ

フスタイルや価値感はますます多様化し、公園もそれに応えることが求められています。

そして 2017 年、都市公園法が改正され、公園をより効果的に使いこなし、柔軟に運営し

ていくこと、そのために市民や民間企業の力を積極的に活用していこうという方針です。

〔１番 長塚美雪君資料を示す〕

○１番（長塚美雪君） すみません、ちょっと細かくて見づらいんですが、赤い枠のとこ

ろ、ちょっと注目ください。これ令和４年 10 月 31 日に国土交通省による都市公園の柔軟

な管理運営の在り方に関する検討会での資料です。都市公園新時代、その中で都市公園新

時代、地域の価値を高め、使われ生きる公園を目指すと提言しております。そこで次の質

問になりますが、地域資源を生かしたシティプロモーションとのことで、集客収益化でき

る公園を検討されてはどうでしょうか。私の経験になりますが、片道 30 分から１時間を

かけてでも、子どもたちが思い切り体を使って１日遊べる場所を探しております。子育て

世代の声を聞いていると、デジタル化の時代だからこそ、実際触れて、見て、感じる体験

だったり、経験を重視して足を運びます。それらは子どもたちの話だけではありません。

若者から高齢まで、全世帯が集まりたくなる公園があってもいいのではないでしょうか。

ちょっとこれ一例になりますが、先日、公園が大好きな娘のリクエストで、野田に――野

田市にある清水公園に行ってまいりました。ロープ１本、丸太１本でも、自由な発想で思

い思い体を動かせる公園の一つです。ちなみにアスレチックは子どもだけじゃなく大人の

割合も多くて、ちなみにこれ右下は私なんですが、ロープ１本といえどもなかなか頭と体

が一致せず、バランスがとれてない瞬間なんですけど。中にはおじいちゃん、おばあちゃ

んも多く、ほほ笑ましい顔で横目で見ながら散歩していたり、ペットを連れている人、ベ

ンチでは本を読んだりパソコンで仕事をする人もいました。森の中の自然の日陰ができて

いて、夏でも遊べる環境です。カフェやショップも併設されており、自然の中で様々な活

動が可能になります。取手には恵まれた自然があり、ＳＤＧｓ（エスディージーズ）推進

の取組や芸術にも特化しています。自然の中に身を置き、自由な発想で体を動かし考え、

感性を育てる環境に優しい公園、時には災害にも対応できるハイブリッドな公園、取手は

市外からの集客も見込める好立地にあります。私もそうだったように、魅力のある場所は

時間をかけてでも足を運びます。一時的に財源を使うお話なんですが、これは未来への投

資です。様々な施設を併設し、収益化はもとより、人の流れや雇用を創出することで、持

続可能な新時代の公園になると考えます。そしてこの公園、とりで未来創造プランの六つ

の政策と見事に合致しております。新たなシティプロモーションとして……

〔澤部議会事務局次長ベルを１回鳴らす〕

○１番（長塚美雪君） （続）御検討されてはいかがでしょうか。お願いします。

○議長（岩澤 信君） 水とみどりの課長、蛯原一雄君。

○水とみどりの課長（蛯原一雄君） 御質問に答弁させていただきます。取手市には特色

ある様々な公園があり、今ある公園施設を最大限に生かして地域の価値を高め、地域に対
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する誇りを醸成するような公園づくりにつながる柔軟な発想が真に求められていることを

感じているところでございます。時代のニーズとともに、公園に設置される施設も変わっ

てきており、市では、これまで取手緑地運動公園にはバスケットボール、また、北浦川緑

地にはスケートボード場を設置するなど、多様なニーズに応えられるよう施設の設置も進

めてまいりました。これまで、公園施設の整備や維持管理は行政が主体となって行ってま

いりましたが、全国の中には、公園の管理運営を民間事業者が行うことにより、公園のサ

ービスレベルの向上が図られた取組事例もあるようです。居心地がよく誰もが安全安心で

快適に過ごせる空間づくりを基本理念としつつ、今後も新たな時代の公園づくりに向けた、

他自治体の先進的な取組事例などについて調査研究を行ってまいりたいと思います。以上

です。

○議長（岩澤 信君） 長塚美雪さん。

○１番（長塚美雪君） もうぜひ確度の高い調査研究、よろしくお願いいたします。これ

で質問は終わりにします。そして冒頭の繰り返しになりますが、私たちが当たり前の日常

を送ることができているのは、皆様が御尽力いただいている行政サービスがあるからこそ

です。その取手市も今大きな転換点を迎えています。でも安心してください、中村市長が

いますから……

〔笑う者あり〕

○１番（長塚美雪君） （続）中村市長のリーダーシップがあれば、取手市は大きく変わ

ります。〔澤部議会事務局次長ベルを２回鳴らす〕

○１番（長塚美雪君） 一議員として、市民の声をしっかり市政に届けてまいります。最

後になりますが、今回、私初めての一般質問にあたり思ったことがあります。取手市に必

要なのは財源だけでなく、ちょっとしたアイデアだったり、一歩踏み出すことなのかもし

れません。できない理由ではなく、できる理由を語り合いましょう。これで一般質問を終

わりにします。御答弁いただいた皆様ありがとうございました。

○議長（岩澤 信君） 以上で、長塚美雪さんの質問を終わります。

１時まで休憩いたします。

午前 時 分休憩

午後 時 分開議

○議長（岩澤 信君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

遅参届のありました関川 翔君が出席いたしました。

一般質問を続けます。続いて、石井めぐみさん。

〔15 番 石井めぐみ君登壇〕

○15 番（石井めぐみ君） 皆さん、こんにちは。みらい・維新・国民の会の石井めぐみ

と申します。本日は足元の悪い中、多くの皆様に議場に足を運んでいただきまして、あり

がとうございます。感謝いたします。先日の取手市議会議員選挙で、私５期目の当選をす

ることができました。今回、取手市議会議員選挙の中で、街頭演説の中で数ある政策の中

で最も一番多く訴えてきたのが、災害対策についてです。そちらについて、今回１本に絞

って一般質問をしていきたいと思っております。皆さんは御存じだと思いますが、取手市
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総合防災マップを見ていただくと、取手市は利根川、小貝川が決壊すると広範囲で浸水す

ると想定されております。特に、藤代地区においては、ハザードマップを見てみると、小

貝川と利根川に挟まれている地域で、利根川、小貝川が決壊や大雨で越水した場合は、ほ

とんど浸水してしまいます。1986 年８月４日から５日間にかけて、千葉県、茨城県を温

帯低気圧となった台風 10 号が通過、最大で１時間 400 ミリを超す大雨を記録しました。

この結果、小貝川と近辺の河川が決壊し水田稲作地帯の大部分は水没、多数の住宅で床下

床上浸水を引き起こし、土地の低い場所でも水が天井に達するまでの大災害となりました。

茨城県の被害総額は 89 億円にも達し、そのうち約 72 億円が稲作被害であるとされて――

いわれております。また直近でも、まだ記憶に新しい昨年の取手市の梅雨前線による大雨

及び台風第２号による災害に対し、藤代地区でも特に双葉地区全域で内水する事態となり

ました。そして、今年の正月には能登半島大地震が起こりました。今もまだまだ被災され

ている方々が多くおられます。今回、中村市長の判断で、当時――１月、取手市において

も、ほかの近隣市町村が手を挙げてなかった中で、いち早く手を挙げ、早く能登町と輪島

市に保健師や市の職員を派遣し、現場で災害復興支援を行いました。こちらに関しては本

当に私、非常に高く評価しております。対岸の火事ではなく、取手市に目を向けてみたら、

やはり防災・災害対策をこれまで以上に対策が必要だと感じ、今回質問することに決めま

した。最初の質問です。地域防災計画で想定する災害と見直し、先日の令和５年梅雨前線

による大雨及び台風２号の大雨災害を受け、改定した地域防災計画に基づく避難行動を再

確認するため、住民避難・避難所開設訓練に私も参加させていただきました。自然災害に

よる被害を軽減させるためには、日頃から防災意識や訓練が重要だと改めて感じました。

取手市はこれまでの計画で、平成９年に阪神淡路大震災を教訓に、大地震に備えるため、

平成９年に大幅に改定いたしました。その後も、平成 23 年３月に発生した東日本大震災

や、今後予想される大規模災害の発生などを考慮し、また災害対策基本法の一部改正、国

の防災基本計画、茨城県地域防災計画の改定、茨城県の地震想定――被害想定の見直しに

合わせて、先日も令和５年６月の大雨による災害を受け、８月に臨時の防災会議を書面で

開催し、地域防災計画の一部改正を行いました。地域主権改革に伴う防災基本計画と、地

域防災計画の関係？平行？の中の地域主権一括法、平成 23 年５月２日に公布により、災

害対策基本法第 40 条第３項の規定による都道府県地域防災計画の作成、修正に係る内閣

総理大臣への協議が廃止され、事後報告することとされました。そこで、これまで取手市

の地域防災計画の策定などが行われたときに、取手市として１番の柱になる部分はどのよ

うに考えているのか見解を伺います。

〔15 番 石井めぐみ君質問席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。

市長、中村 修君。〔市長 中村 修君登壇〕

○市長（中村 修君） 石井議員の質問に答弁いたします。市が公表している取手市地域

防災計画は、災害対策基本法第 42 条、市防災会議条例第 22 条に基づき作成されるもので、

災害応急対策、災害復旧、復興対策の根幹をなし、市民の生命、身体及び財産を災害から

保護するとともに、被害を軽減するための計画であると認識をしています。計画は災害に
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対し総合的な指針及び対策を定めるものであるため、計画が現状に即しているかという観

――視点から重要であると考えます。そのため、根拠法令の改正、想定災害に関する基本

データの更新が行われた場合、それに合わせ、内容の根本的な見直し、修正をいたします。

また、今年度修正した内水氾濫への対応のように、現状の計画で対応できない事態が発生、

想定される場合には、その内容について適宜修正を行っております。そのほか、細かな数

値データにつきましては、毎年、最新の数値にデータを更新しています。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

〔総務部長 鈴木文江君登壇〕

○総務部長（鈴木文江君） それでは、市長の補足答弁をさせていただきたいと思います。

現在、取手市が公表している取手市地域防災計画につきましては、茨城県が平成 30 年に

公表しております茨城県地震被害想定調査に基づき作成しております。こちらの被害想定

調査は、７つの地震による被害を想定しており、その中で一番取手市の被害が大きい茨城

県南部でマグニチュード 7.3 の地震が発生した際の被害想定を地域防災計画や総合防災マ

ップの揺れやすさマップ、液状化しやすさマップに反映させていただいております。現在、

公表されている被害想定調査につきましては、茨城県が平成 10 年に公表した内容を人

口・建物分布・インフラの整備状況の変化や東日本大震災を受け、約 20 年ぶりに更新し

たものであります。今後の更新につきましては、茨城県による調査結果の更新に合わせ、

適宜、地域防災計画、総合防災マップの更新を実施していくものでございます。以上です。

〔総務部長 鈴木文江君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。地域防災計画については、災害対策

基本法において、毎年検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正しなければなら

ないとこととされております。地域防災計画は、常に最新の地域情勢や市の組織体制を反

映すべく、常に改定することが大切だと考えます。取手市においては、どのぐらいの頻度

で防災会議を行っているのか、伺います。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それではお答えをさせていただきます。基本的には、防災

会議、中身の変更に伴う防災会議においては、年１回の開催とさせていただいております。

以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。ネット、インターネットを見ると、

メンバーだったりとか、名前までは出てませんけど、その参加者のリストなどが載ってお

りますので、そういった本当にそれなりの有識者の方々が集まっての会議だとは、私も認

識をしております。その中で、ちょっと非常に難しい質問だと思いますが、担当課として、

この地域防災計画の策定会議などを重ねていく中で、実効性の担保としてはどのように考

えているのか伺います。

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。

総務部次長、斉藤理昭君。
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○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。地域防災計画の

実効性の担保ということでございます。やはり地域全体の防災意識を高めて、住民や自治

体関係機関の連携と協力体制を構築することにより、災害時における情報共有であったり

避難支援、救援活動の迅速な展開が可能だと思います。防災に関する正しい知識とかで、

行動指針を広めるための教育や啓発等も――啓発活動も欠かせないということがあります

ので、そういった観点から、非常にこのソフト面の話にはなるんですけども、そういった

ところを変更があれば、随時改正をしていくということで考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。先ほども一番最初の冒頭の中に、も

ともと国でやってること――内閣総理大臣が協議して各自治体に降りてくるではなくて、

それが廃止されて、もう基礎自治体でやっていいですよということで、事例が――通達が

出ておりますので、しっかりその部分については力を入れていってほしいと思っておりま

す。これらの自然環境の変化を考えると、災害対応は常によりよく変化していかなくては

なりません。行政の力量は平時では分かりませんが、災害などの際にはその力量が試され

ると言われております。そこで、内閣府の戦略的イノベーション創造プランにて、基礎的

防災情報流通ネットワークが開発され、内閣府防災担当が運用しているＩＳＵＴ（アイサ

ット）、災害時情報集約支援チームで本格的に運用が開始されました。２年前にも私たち、

私も全国若手議員の会の会長やってるんですけども、もういち早く若手の議員のメンバー

で勉強会を開いて、これは本当にいいんじゃないかということで、もう全国の若手のメン

バーが一般質問して、実際にもう取り入れてる自治体もあります。そういった中でちょっ

と提案させていただきたいんですけども、本当はちょっとここで動画を流したかったんで

すけど、私が通告遅くなったために、ちょっとなしになりましたが、自治体が被災した際

に操作しながら、災害情報の一元管理を手助けするために内閣府が立ち上げた組織です。

このシステムを活用することで、刻々と変化する被害想定情報やインフラ被災想定情報を

地図上へ表示することにより、地域ごとの避難指示等の発令が適切に進められております。

また、避難所の避難者数、道路の通行止め箇所、給水拠点などを同じ地図上に表示し、物

資支援などの配布に際して、最適な巡回ルートを選定することができます。今回の能登半

島地震においても、どこに避難場所が開設されて、どこに――どこに人がいて――在宅避

難や車中泊をしている人がどこにいるのかを全てデータベース化、もう１月にはされてい

て、分かるようになっております。まさに――まさに、今も動いている最中だそうです。

災害時情報集約支援チームの活用を提案いたしますが、見解を伺います。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでお答えをさせていただきます。石井議員から、今、

御紹介ありましたＩＳＵＴ（アイサット）、災害時情報集約支援チームでございます。こ

ちらにつきましては、内閣府が主体となり、大規模災害発生時に被災地に派遣され、収集

した情報を電子地図に落とし込むことで、災害対応時に散在、錯綜しがちな情報の一元化

であったり、災害対応に関わる全ての人員の情報の共有化、災害対策本部での意思決定の

支援など、非常に有用な国の支援活動及び支援ツールであるということを確認をさせてい
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ただきました。これまでに、令和３年８月に九州中国地方を中心に被害が拡大しました豪

雨災害発生の際に、茨城県防災危機管理課から開設されたＩＳＵＴ（アイサット）による

災害サイトの情報提供を受けた経緯がございます。その後も常設サイトと並行しまして、

全国各地で発生する大規模災害時にはそのような特設災害サイトが開設されており、現在

も能登半島地震に関する災害サイトを閲覧することができます。当該サイトを確認したと

ころ、各避難所での現在の避難者数であったり、道路交通規制情報、ライフラインの供給

停止状況など、地図上で視認することができました。また、内閣府及び茨城県防災危機管

理課からの情報によりますと、このＩＳＵＴ（アイサット）の地図操作機能と合わせまし

て、データ収集、配信などの流通機能を取り入れ――取り入れた、次期総合防災情報シス

テム、そういったものの運用開始が令和６年度に控えており、説明会も今後予定されると

いうふうに聞き及んでいます。本市においても、このような支援ツールを迅速かつ的確に

災害対応に活用できるように、調査研究を進めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。まさにそのとおりで、気象情報だっ

たり道路の状況だったり、これがいち早くも一元化されていて、ネットでデジタル化がさ

れている。皆さん多分――知ってる方、知らない方分かりませんが、もう既に全国でこう

いった動きがあります。もしこれを導入していたら、昨年の大雨のときに双葉地区の内水

被害、もしかしたらもう少し被害が少なかったんじゃないのかなとか、いろんなことを想

定、私はするんですね、やっぱり地元なんで。なので、本当に中村市長は県会議員の経験

もございます。これもう県のほうには通達が行っていて、県から基礎自治体に下りてくる

場合もありますし、政令都市とか、恐らく予算規模が大きいところは基礎自治体でもでき

るんじゃないかということで動いております。そんなに難しいことでもないと思いますの

で、この辺はもう前向きに検討していただいて、いつどこで何が災害が起こるか分かりま

せんので、本当に取り入れながらやっていただきたい。そして、ＩＳＵＴ（アイサット）

のチームが、もしこれ取手市で導入したならば、防災訓練とか、そういった場合にも一緒

に訓練として活用しながらやりますよと、もうネットに出てるんです。私たち勉強会でも

言われておりますので、ぜひそういった方々も取り入れながら、いつもの防災訓練ではな

くて、新しい防災訓練のやり方なども入れていくべきではないかなと思い、この質問を入

れさせていただきました。次の質問に移ります。浸水想定区域の周知について、実際に取

手市の取組について伺います。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。浸水想定区域の

周知について、方法という御質問でございます。この周知につきましては、学校・地域団

体等への出前講座の際に、浸水想定区域についての説明を行っております。また、令和４

年度には、先ほど議員からも御紹介ありました総合防災マップ、こちらを新しくリニュー

アルしたところです。こちらの防災マップを全戸配布をさせていただきました。ホームペ

ージであったり、月１回の防災の試験放送のときにも、この総合防災マップの中身を確認
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いただくような周知を行っております。また、まるごとまちごとハザードマップというの

もあります。そういった考え方から、市内の電柱等に想定浸水表示を行っているという、

こういった自治体も中にはございます。このような事例を参考しながらです――参考にし

ながら、今後、より多くの市民に浸水想定区域の周知を図るべく、まちごと――まるごと

まちごとハザードマップを踏まえ、様々な具体的な取組について検討を重ねてまいりたい

というふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。私もハザードマップを見ると、本当

にショックというか、残念なことが、やはり藤代地区においてはほとんど真っ赤なんです

よね。大雨降って小貝川がもし決壊した場合には、もう全部――私の自宅でも調べたら、

５メートルぐらい水が来ますよとか、小貝川――利根川が決壊しても、本当にそれぐらい

になりますよということで。特に藤代地区においては本当に浸水想定区域に全部入ってま

すので、今やっておられるということなので、引き続き――私たちの自助という部分でも

しっかり把握をしながら、行政の力も借りながら、皆さんに周知していただきたいと思い、

今回の質問を入れさせていただいております。ありがとうございます。次に移ります。災

害時の乳幼児栄養・母乳育児支援について。私は子育て現役世代の母です。いろいろ調べ

ていく中で、今回、能登半島地震の際に、母子や女性対応が全国的にも進んでないことが

分かりました。これは本当に第一線で活躍している母子、――母子、女性対応の、内閣府

と一緒にやっている支援団体のボランティアさんがおりまして、いち早く災害の勉強会に

私も呼ばれて参加したんですけども、本当、実際進んでないということが分かりました。

今回、内閣府男女共同参画局、災害対応力の強化する女性の視点、男女共同参画の視点か

らの防災復興ガイドラインの観点から質問をしてまいります。内閣府男女共同参画局の防

災復興ガイドラインの授乳アセスメントシートの活用の中で、令和６年、能登半島による

災害の被災地に係る妊産婦健康等の各種母子健康サービスの取扱いについて、通達が１月

７日に出ました。これまで見落とされがちだった栄養支援についても言及し、やはり後回

しされがちな妊産婦・母子支援の目配りを求めました。これは何でこれを言いたかったか

と言いますと、大体災害となると、粉ミルクとか液体ミルクとか哺乳瓶とか、もう物が先

に立っちゃうんですね。でも実際に被災されてる母子とかお母さんたちの栄養面とかとい

うのはなかなか取り上げられることがない。そういった部分で今回ちょっと質問させてい

ただいております。乳幼児栄養支援のための国際基準の内容を反映し、？便利帳？に掲載

した授乳アセスメントシートを活用した授乳支援を促しております。具体的には、避難所

では早い段階で女性専用・家族専用・母子専用・介護・介助スペースへ移動させて、栄養

の確保と健康維持のための配慮を行う必要があると――あること、医療・保健・福祉など

の専門家と連携し、個々の状況に応じた対応を行う必要があること、乳児に対しては母

乳・ミルク混合のいずれ――いずれでも平常時と同じ形での授乳が継続できるよう支援が

求められること、粉ミルクや液体ミルクを使用する際でも、平常時の状況や本人の希望に

ついて聞き取り、アセスメントを行い、衛生的な環境で提供することができるよう、必要

な機材や――をセットで提供する必要があるとしております。取手市での乳幼児栄養・母
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乳育児支援についての見解を伺います。

○議長（岩澤 信君） 健康増進部長、渡来真一君。

〔健康増進部長 渡来真一君登壇〕

○健康増進部長（渡来真一君） それでは、石井議員の御質問にお答えさせていただきま

す。災害時には、避難所等での慣れない生活環境により、健康に影響を及ぼすことが想定

されます。特に乳児を持つ保護者には、心身の負担が大きくなることと合わせて、断水や

停電等により、授乳に当たっての清潔な環境等が確保できない可能性もあることから、栄

養面に関しては特段の配慮が必要となります。日常生活とは変わることで様々な点で混乱

する状況が予測されますが、支援に当たっては、まずは保護者の気持ちや思いに寄り添い、

その意思を尊重しながら、一緒に支援方法を考えていくことが必要であると考えます。そ

のため、災害対応に当たりましては、一律的な対応ではなく、ただいま石井議員のほうか

ら御紹介いただいた授乳アセスメントシート、こういったものを活用するなどによりまし

て、個々の状態を把握した上で、その方に合った対応をしていくことが重要であると認識

しております。以上です。

〔健康増進部長 渡来真一君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。実際に今、保健センターの――助川センター長、

失礼いたしました、答えておりますので、実際にいろいろな乳児栄養法、ミルク、母乳混

合による支援の違いの見解、理解がないと言われております。だから先ほど申し上げたよ

うに、ミルク母乳混合の支援だから、災害――被災、避難所に母子や――母子のお母さん

と赤ちゃんが来たときの栄養面の支援がなかなか不足していると。そういった中で、災害

が行う――災害があった場合、いろいろなアセスメントシートがある中で、授乳アセスメ

ントシートを活用したらどうかという今回の御提案なんですけども。保健センターとして

はどのように認識しているのか、伺います。

○議長（岩澤 信君） 保健センター長、助川直美さん。

○保健センター長（助川直美君） お答えいたします。私どもが災害が起こった際に、災

害時保健活動を実施する際に当たりましては、来られた方々の健康状態を把握するために、

様々な内容を――情報を把握し、また共有してまいります。その中で、やはり石井議員が

おっしゃってるように、妊婦さんであったりとか、乳幼児であったりとかという方々は、

環境の変化によっても左右されやすいということもございますので、やはりおっしゃられ

たような授乳アセスメントシートを活用していくということはとても重要だなというふう

に考えています。私どもが今まで活用していたものに合わせて、授乳アセスメントシート

も活用しながら、お母さんの気持ちであったりとか、今の母乳の状態、またミルクの与え

方であったりということを詳細に確認をしながら、個々に応じた対応が今後も必要である

と感じております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。本当に、センター長も見ていただい

て分かるように、使いやすい、そして分かりやすい、本当に災害時に使えるようなアセス

メントシートになっていると思いますので、これをうまく――何かの？会？に特別それを
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使いましょうではなくて、幅広く何かのタイミングとか、若いお母さんの集まるときに使

えたらいいのかなと思っておりますので、今回の能登半島大地震とか震災のところでも、

しっかりこれが使われているということなので、もしかしたら、ちょっと能登半島の地震

の際、避難所で落ちついた後に、そういった事例を調べてみてみるのもいいのかなと思っ

ておりますので、それは意識しながらやっていただければと思います。今、アセスメント

の活用ということで御提案させていただきましたが、その中で、その中で調べていく中で、

内閣府の中で、取手市版――取手市版じゃなくて、全体の赤ちゃんを守るための防災ハン

ドマッ――防災ハンドブックが出ております。ぜひ、その赤ちゃんを守るための防災ハン

ドブックを参考にしながら、取手市版などもつくってみたらどうかなと思いましたが、い

かがでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 保健センター長、助川直美さん。

○保健センター長（助川直美君） お答えいたします。おっしゃられましたとおり、市町

村によりましては、市独自のを使っているというところも私どもも情報を得ております。

取手市としましては、まず妊娠届出をされて、母子手帳を発行する際にお渡ししているも

のが多々ありますけれども、その中の一つとしまして、茨城県の助産師会のほうで作成し

ているものがございます。１つがママと子どもを守る防災ハンドブックというものと、あ

とは防災グッズチェックリストというものが助産師会のほうから作成されたものがござい

まして、やはりほかの市町村が独自で作成しているその内容と同じものが書かれておりま

して、母子手帳発行の際に皆さんにお渡ししているものです。またあわせまして、母子手

帳なんですけれども、その内容が 11 年ぶりにこの令和５年度に改定がされました。その

中の内容の一つとしまして、災害に関する平時からの備えであったりとか、また、備蓄品

等に関する内容も加わりました。その内容も私どもお渡しする際に、このような内容も含

まれているということも、お話をさせていただいているということでもございます。です

ので、まずはこの妊娠届出を出された方々には、これらの必要な情報をお伝えしていると

いうこともございますので、それらを活用しつつ、またほかの市町村の状況も確認しなが

ら、今後も検証はしてまいりたいと思います。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。新しく変わったのと今まで既存のも

のがあるということなんですが、子育て支援――子育て支援ブックにもそれはもう載って

いる状態なんでしょうか。取手市版の子育て支援ブック。

○議長（岩澤 信君） 保健センター長、助川直美さん。

○保健センター長（助川直美君） お答えいたします。申し訳ありません、子育て支援ブ

ックのほうの内容は、私自身ちょっと再確認が今不十分ですので、後ほど確認をしてまい

りたいと思います。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） できたら母子手帳も変わるということなので、そういった部

分も含めて新しい取手市子育て支援ブックを、これ私が当時 10 年前に子育て、現役、子

育てでやってるお母さんが私しかいなかったので提案させて新しいものをつくらせていた
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だいたのが経緯なんですけども、今、センター長がおっしゃられたように、もしそういう

のがあれば、そういうのも一緒に載せたりとか、あとは取手市のホームページ見ても、そ

ういった部分が出てこなかったんですよね。赤ちゃんの防災――災害――災害、赤ちゃん

を守るための防災ブックというものが、茨城県でやってるものであっても、取手市のホー

ムページでもやっぱり出てくるような感じにしといていかないと、やはり若いお母さんた

ちは気づかないと思いますので、その辺を市から見直ししていただいてやっていただけれ

ばなと思います。次の質問に移ります。取手市内の粉ミルク・液体ミルク・哺乳瓶などの

備蓄状況について、確認をいたします。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。本市における液

体ミルク等の備蓄品の数ということで、お答えをさせていただきます。本市においては、

乳幼児用の食料として、液体ミルク 240 本、粉ミルク８缶、離乳食 279 食、使い捨て哺乳

ボトル 396 本を備蓄してございます。現在、日本で許可され――認可されている液体ミル

クにアレルギー対応のものはないということから、液体ミルクはアレルギー非対応のもの

を備蓄している状況でございます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。この質問をする中で、やはり、取手

市の地域防災計画の中にしっかりとした母子の対応マニュアルが入っているのかというと

ころで、検索をしたら、粉ミルクを備蓄として置いておきなさいという記載はあったんで

すけども、ちょっと調べていく中で私の認識がなかったんです。その中で、茨城県では本

当に５行ぐらいあったんですけども、災害時保健活動マニュアルというのが 44 ページに

書いてあるんですけども、母乳が一時的に出なくなることがあっても、不足分の粉ミルク

で補いつつ母乳を与え続けることで、再び出ることが期待できる。また、粉ミルクを使用

する際の水は衛生的なものを用意し、哺乳瓶の煮沸消毒や――煮沸消毒ができないときは、

使い捨ての紙コップを使用し、少量ずつ時間をかけて飲ませる。いずれの手段もない場合

は、使用した容器を衛生的な水でよく洗い使う。調乳でペットボトルの水を使用する場合

は、硬水――ミネラル分が多いものは避ける。導入されている粉ミルク・液体ミルクの―

―被災されたときの――これは県の今の話なんですけども、取手市として、本当に今先ほ

ど安心安全課から備蓄の量は聞きましたが、それが備蓄倉庫から避難所に物が配布されて、

先ほども一般質問であったアセスメントシートをとって、粉ミルク、じゃあ液体ミルクの

ほうがいいですよと、被災されたときの再度、アセスメントしたときの再度、対応を、災

害時の対応を伺います。

○議長（岩澤 信君） 保健センター長、助川直美さん。

○保健センター長（助川直美君） お答えいたします。やはりそのアセスメントシートの

ほうはきっちり情報を把握しながら、個々に応じて、この方にはどのようにしていくべき

かということをまず検討しながら対応はしてまいりたいと思います。まず、母乳をあげた

いという方がいらっしゃれば、その母乳をあげられるようなスペースの確保であったりと

か、またミルクをあげるということになると衛生面ということもございますし、また使い
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捨ての哺乳瓶等もございますけれども、状況によっては紙コップを使ったりということも

ありますので、やはり状況を把握した上で、職員のほうで飲ませ方であったりとかという

ことは、臨機応変に対応してまいりたいと思います。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。またこれまでいろんな議員が一般質

問をしていく中で、――している中で、そういう中で、ここ最近、能登の大地震のときに

は、コロナで在宅避難をされている方とか、あとは車中泊されている方などもいらっしゃ

ったそうなんです。そういった方々への対応というのはどのようにしていくのか。これ取

手市の地域防災計画の中には載ってない、恐らく載ってないと思うんです。そういった部

分でどういう対応していくのかお伺いします。

○議長（岩澤 信君） 石井議員、ちょっと確認です。今の質問は、災害時の乳幼児栄養

支援、母乳育児支援の中でのということでよろしいですか。

○15 番（石井めぐみ君） 母子の。母子の。

○議長（岩澤 信君） 母子の。母子の車中泊ということで。

答弁を求めます。

保健センター長、助川直美さん。

○保健センター長（助川直美君） お答えいたします。避難される方の中には、避難所に

来られる方、また在宅であったりとか車中泊という方もいらっしゃると思います。なかな

か車中泊だったりとかという方々を早急に確認したりとか把握したりというのは難しいフ

ェーズのときもあるかとは思いますが。昨年の双葉の水害のときにも、私どももフェーズ

の変化に伴いまして、避難所の保健活動そして在宅訪問というふうに移行してまいりまし

た。やはり、今後も災害の状況によりまして、またフェーズの状況によりまして、そのよ

うに移行していくかとは思いますけれども、やはりまずはその支援が必要な乳幼児の方で

あったり妊婦さんであったりということがまず優先されてくると思いますので、関係各課

とも情報を共有しながら、フェーズに合わせて、車中泊だったり在宅であったりという

方々への訪問という形には移っていくと思いますので、個々に応じた対応は随時してまい

りたいと思います。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。思い出しました。いろんな議員が質

問していく中で、備蓄はまずは３日分を用意してくださいと、そういう話があるんですけ

ども。大体子育てをしている、哺乳瓶を使っている水の量って、大体１日どのぐらいか分

かりますか。大体 24 リットルなんですよ。恐らく 24 リットルだとペットボトル何本用意

したらいいのかとか、あとは市で用意している水だけの量じゃ全くもって足りない。後で

皆さんにもお知らせしようと思うんですけども、３日分の哺乳瓶で子育てをしている３日

分の量って相当な量なんですね。そういった部分も、非常にこれからの課題なのかなと思

いますし、今の若い人たちって、携帯一個でコンビニに行けば、おむつ買えたりとか何で

も買えちゃう時代なので、これも勉強会でおっしゃってたんですけども、やはり備蓄に３

日分のものを用意しなさいといわれても、恐らく難しいんじゃないかなと。本当に手に届
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くところにコンビニがあったりとかしておりますので、そういった部分もこれから課題な

のかなと私は非常に問題になるんじゃないかな――危惧しているところでもございます。

また先ほど、紙コップで――あともう一つ、粉ミルクはアレルギー対応をしているけど、

液体ミルクはアレルギー対応してない。これアセスメントを取る方が保健師さん以外に一

般の方がしていて、これ一個間違えたら死――赤ちゃんの死の危険にもつながってきます

ので、こちらもしっかりアセスメントを取れる、市の職員以外の本当に自主防災会だった

りとかそういった部分も広めていければいいのかなと思っております。その中で、粉ミル

クはアレルギー対応していて、今の最近の若い赤ちゃんだったりとかは若い子たちという

のはアレルギーの子が増えてきてます。そういった中で、急遽、被災――避難所に被災さ

れて来た赤ちゃんがアレルギーを持ってます。粉ミルクで対応します。だけど、哺乳瓶は

ない。哺乳瓶、哺乳瓶の数聞いたって大した量じゃないんですよ。そうした場合に、紙コ

ップで、紙コップと割り箸て対応できますよと今ネットでも出てるんですけども、そうい

った部分で、授乳方法について、それについても、センター長とか部長はよく理解してる

と思いますが、今後どういった部分で周知していったりとか、いろいろな対応だったりと

か、考えていくところだと思いますが、取手市としての見解を伺います。

○議長（岩澤 信君） 保健センター長、助川直美さん。

○保健センター長（助川直美君） お答えいたします。災害は本当にいつ起こるか分から

ないという部分では、私たち一人一人もそうですけれども、やはりお母さん方が自分の立

場を考えて、起こった場合、子どもたちにどのようにしていくべきかということを認識し

ていくということも、とても重要だと思っています。私たちは、妊娠されたときから、ま

たお子さんが生まれてから、乳幼児健診であったりとか赤ちゃん訪問であったりとかとい

う場面において、保健師、保育士が訪問したり、関わったりということをしておりますの

で、様々なその事業の中で、お母さん方とお会いしたときに、災害に関する心構えであっ

たりとか、どのようなことが必要であるかということは、随時お伝えはしていきたいと思

います。また保健センターのみならず子育て支援センター等でも、様々なこともされてい

ると思いますが、様々な課で、そのようなことはしていくべきことかなと思っております。

また、関わる関係者がどこまでこの知識が必要かという部分におきましても、まずはいろ

いろな方が避難所に来られた際に、その飲ませ方を教えていくということも必要なのかも

しれませんが、まずはその方の状況をきちんと把握をして、判断をして、専門職につなげ

るべきかということであったり、また相談場所を伝えたりとかとていうことを判断してい

くことも、一つの授乳支援かなとも思っておりますので、そのようなことも、的確に進め

ていけたらと考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。いろいろ子育てしていく中で、母乳

だったりとか粉ミルクだったりとかいろいろ、いろんなお母さんたちの思いってあると思

いますので、一概に必ずこれでやりなさいということも言えませんですし、私は粉ミルク

で上げた経験がないので、実際に若いお母さんが避難所に来て、粉ミルクと水と――お湯

と紙コップと割り箸てあげてくださいと言われたら、どうやってあるんだろうという、ち
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ょっとイメージがつかなかったんですね。こういった部分も、恐らくここにいる参加され

てるメンバーもできるかといったら、いざとなったらできなかったりするであろうと思い

ますので、そういった部分を少し力入れていただけたらなと思います。ちなみに、最近の

言葉で、完全ミルクとか完全母乳という言葉は一切使わないそうです。ミルクのみでの子

育てという用語、完全ではない子育てイメージさせるという意味で、混合栄養とかという

言葉を使うそうですので、アセスメントを取る方が、完全母乳ですかとか完全ミルクです

かという言葉をいきなり使うということはよくないですよということを最後に申し伝えて、

次の質問に移ります。能登半島地震を受けて、市のトイレの課題について質問してきま

す。災害時まず誰もが考えるのは、食材や水を確保することです。しかし、人は食べれば

必ず排せつを伴います。そこで、トイレをどうするかということが重要な問題となるので

す。能登半島地震の被災地では、水道が復旧が進まず、いまだ水洗トイレを使用できずに

いる避難所もあります。避難所には開設トイレが続々と設置されておりますが、使いづら

さと用便を我慢する避難所――避難者もいるそうです。過去の災害では、トイレの衛生管

理の劣悪さから、避難者が感染症やエコノミークラス症候群で体調を崩すケースが相次い

でおり、専門家は注意を呼びかけているそうです。またトイレは仮設トイレが設置されて

おり、男性用、女性用、男女共用兼用の３タイプがあったが、避難所から離れた場所にあ

るため、遠い、寒い、照明もないから暗い、夜は怖くて行けないということで、そういっ

た意見が、今の今回の能登半島の大地震でも上がっております。実際トイレに行く回数を

減らして、水を飲むのも控え、水がむくんでしまった高齢者の女性もいたそうです。今回

トイレの問題を挙げた理由として、他の支援と同じぐらい重要だと私は感じております。

私、今回トイレトレーナー――トレーラーの提案をさせていただきますが、実際に旧北九

州に行って視察もしてまいりました。今回の能登半島地震においても、トレーラーを措置

している全国の自治体、30 自治体が一斉に被災地に向かい、それがすごい大活躍をして

いたということで、いろんな持っている自治体の若手の議員のメンバーからも情報が来た

ので、今回この質問しようと思ってるんですけども、トイレの問題、非常に重要だと考え

ておりますが、取手市でも１台、ぜひトイレトレーラーを購入することを提案しますが、

いかがでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。トイレトレーラ

ーの質問でございます。能登半島地震においては、電気・上下水道・ライフラインが寸断

されたこともあり、避難所における様々な問題が報道されました。中でも深刻な問題とし

て、トイレ問題が挙げられたことを承知してます。被災地においては、下水道が使えなく

なったことから、設置した仮設トイレは水洗ではなく多くは和式のため、衛生的でないま

た停電となっていたことから、女性を中心に夜間は怖くて使うことができないなどの理由

から、なるべくトイレに行かないように、水分を控える悪循環となりまして、体調不良に

つながる事例が数多くあったと報道されていました。その解決策の一つとして、今議員が

御紹介いただきましたトイレトレーラーの問題でございます。全国にネットワークを構築

しております一般社団法人助けあいジャパンに聞き取りを行いました。助け合いジャパン
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では、災害時に全国の 20 の自治体で加入しているネットワーク事務局を担っておりまし

て、被災地の要請に応じ各自治体への派遣要請を行っている団体でございます。被災自治

体では、清潔で明るいトイレの派遣に対し、特に女性から大変好評であった旨の説明をい

ただきました。導入に当たりましては、課題として挙げられるのが、トイレトレーラーの

移動と平時の活用、維持管理であります。トイレトレーラーは設置場所まで牽引で移送す

るため、運転者に牽引免許が必要となります。また、平時の活用方法としては、市内で開

催される花火大会であったりマラソン大会など、通常仮設トイレを設置しているイベント

での利用が挙げられるかなと感じてます。維持管理として、保管場所や、保管方法や場所、

清掃費用、保守費用が必要となってきます。昨年の双葉水害時においても、トイレの使用

ができない住宅がありまして、建設業協会により公園に仮設トイレの設置をお願いしたと

こでもあります。被災地におけるトイレの重要性というのは十分承知をしております。ま

た今回、能登半島地震被災地に派遣した、職員から市長への報告会が、先ほどありました

というお話をさせてもらいましたけども、その職員からも、トイレトレーラーについての

報告があったとこでもあります。今後の導入について、関係各部署と具体的に協議を進め

てまいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。トイレトレーラーは助け合いジャパ

ン以外にも、他のＮＰＯ法人でもありますので、その辺もいろいろ調べながらやっていた

だきたいのと、もしそれを導入した場合、ほかの自治体の話を聞くと、福祉まつりの市の

イベントのときに、市民の皆さんにも実際に体験をしていただいて、災害時のトイレの重

要さや必要性、また簡易トイレなどの備蓄の準備などにもつながっているということで、

私のほうには情報が入ってきておりますので、幅広く活用できるのかなと思っております

ので、関係各所、幅広く意見を聞いて、前向きに検討していただければと思います。

次の質問に移ります。配慮が必要な障がい者や高齢者の対応について。今回は、地域防

災マップ――防災マップの中の福祉避難所との――福祉避難所って書いてありますね――

との連携について、締結しているのでしょうが、実際に配慮が必要な方々が避難した場合、

どのような対応ができるのか、また市としてどのような内容で福祉避難所と連携をはかっ

て打合せをしているというか、どんな方向で考えているのか伺います。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。本市ではこれま

で、とりで障害者協働支援ネットワークとの共催によりまして、要配慮者の対応を含めた

避難所の開設訓練を行っています。災害時には取手市職員での対応のほか、今議員がおっ

しゃられました、いろんな福祉施設職員での対応についても、イメージを共有する必要が

あるかなと思ってます。今後は、その福祉避難所に指定されている施設職員も含めまして、

訓練の実施が必要でないかなというふうにも考えておるところでもございます。先般、つ

くばみらい市の伊奈特別支援学校に行ってまいりました。本市を含めた関係市役所の職員

と学校職員、ＰＴＡによる防災会議がされており、その中で避難所開設訓練も実際行って

きたところでもございます。今後はそういった事例を参考に、災害時の役割分担を明確に
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イメージできるように、各施設等との連絡調整を行い、訓練の実施や協議の場を設けてい

きたいというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） ありがとうございます。今マップの中の福祉避難所の話なん

ですけども、主に取手市内の特別養護老人ホームとの締結、連携をしているということな

ので、もしこれが市内の中でも五、六か所しかない中で、高齢者の方が全部こう福祉避難

所に避難してきた場合に、本当にすごいたくさんの人数で溢れかえったりとか、どういっ

た対応ができるのかという、やっぱりイメージをしながら、しっかりもう一度見直す必要

があるのかなと思っております。また、福祉避難所のマップ以外の中の、今回能登半島の

地震の中でも 1.5 次避難所というのが開設されて、これは高齢者の方だったりとか、母子

の若いお母さんたちだったりとか、障がい者の方が避難できるように、金沢市にも設置を

したそうなんですね。ただ、本当に若いお母さんたちはちょっと行きづらい、高齢者の方

が主だったみたいなんですけども、そういった部分でもしっかり、今回の能登の地震の中

でも開設がやっぱりちょっと遅れた、なかなか対応が難しかったということなので、そう

いった部分をしっかり――恐らく防災計画には入っ――地域防災計画の中に入ってない、

その設置とかには入ってないと思いますので、その辺も一から見直す必要があるのかなと

思い、御提案させていただきました。

最後に、２月３日の住民避難・避難所開設訓練を通じて今後の課題について。これはこ

れまでの議員の皆様が質問してきたので、私は２点ほど確認をします。今回の住民避難・

避難訓練を通じて、双葉地区の参加された住民の皆様は、貴重な経験ができたと私は感じ

ております。がしかし、２月３日のこの住民避難、避難訓練するに当たり、双葉地区の自

治会は通していたとお聞きしましたが、自主防災会の方々には、やります、いきなり通知

をやりますよと渡しているだけで、事前にこういうことをやりたいんだけど、どういうふ

うにしていったら、進めていったらいいかなという相談がなかったそうです。そういった

部分について、担当課としてはどのように認識しているか伺います。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでお答えをさせていただきます。２月３日の住民避難

避難所開設訓練の詳細については、落合議員の質問への答弁のとおりとなります。確かに

訓練実施後のアンケートでは、議員がおっしゃったように、非常に効果があったようなア

ンケートの結果がいただきました。訓練参加者への事前説明会では、訓練開催に際し、地

域地区住民への周知期間が短いというような内容であったり、訓練内容についても地域か

らの意見を取り入れてほしいなど、様々な御意見をいただきました。今後、同様の訓練を

実施する際には、なるべく多くの方に訓練に参加いただけるよう、周知期間であったり、

訓練の方法の内容であったり、自主防災会や会長様または自治会のほうにも、前から協議

をして、丁寧に進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） 行政の方が皆さん、自助・共助・公助っておっしゃってる中

で、まずは災害が起こった自助の部分ですよというところ、毎回おっしゃられると思うん
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ですね。自助の部分をしっかり持って災害対応していかなくちゃいけないのに、こういっ

た避難訓練を地域参加型にしていくのに、行政が主導で全部考えていったら、何も自助の

部分が育たないと思います。そういった部分で私はすごい気になったので、今後、取手市

内の防災訓練であったりとか避難訓練などは、やはり各地域ごとの特性もあると思うんで

すね、戸頭だったりとか藤代地区だったりとか、本当にそれぞれの地域がありますので、

そういった部分で地域の特性を生かした避難訓練だったりとか、そういう地域参加型の避

難訓練ができればいいのかなと思っております。何かあれば。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

○総務部長（鈴木文江君） 答弁させていただきます。石井議員のおっしゃるとおり、本

当に地域には様々な特性がありまして、やはり地域住民の方が主体となって、それぞれの

地域に合った避難訓練であったり研修会であったりというのをやっていただくのが一番い

いと思います。やはり、そこの中でも先ほどちょっと反省点として次長のほうから述べさ

せてもらいましたが、あくまで行政側の主体的にどんどんどんどんこうしろ、ああしろで

はなくて、やっぱり地域の皆さんの意見を取り入れながら、一緒に進められていければ、

そしてやがては自分たちが自立して自分たちのやりようにやっていただくような訓練の姿

が一番いいと思いますので、その辺はしっかり今後も皆さんの意見を聞きながらやってい

きたいと思っております。

○議長（岩澤 信君） 石井めぐみさん。

○15 番（石井めぐみ君） 終わります。ありがとうございました。

○議長（岩澤 信君） 以上で、石井めぐみさんの質問を終わります。

続いて、本田和成君。〔２番 本田和成君登壇〕

○２番（本田和成君） 日本共産党の本田和成でございます。私の初めての一般質問にな

ります。私の初めての一般質問ということで、たくさんの方に傍聴に足を運んでいただき

まして、本当にありがとうございます。初めての一般質問ですので、舌がちゃんと回るか

どうか心配ではございますけども、頑張っていきたいと思います。通告に従いまして、一

般質問をいたします。最初の一般質問は、救急救命についてでございます。新型コロナウ

イルス感染症の流行ということで、メディアなどで救急車の到着の遅れ、病院の受入れの

問題、こういったものが取り上げられておりました。昨年の５月から新型コロナも２類感

染症相当から５類感染症相当になり、こういったこと落ちついてきたのかと思っておりま

したけども、昨年の９月、戸頭の６丁目、このスーパーの駐車場で車内で苦しんでいる方、

たまたま私が通りかかって気づいて、救急要請をいたしました。初めに消防車が来て、応

急処置、これしておりましたけども、救急車がなかなか来ないため、消防隊員の方に、救

急車は来ませんかと聞いたところ、救急車が出払っており、救急車の到着に時間がかかっ

てしまうとのことでした。そのときの会話では、隊員の方から、救急車の到着が 30 分く

らいかかってしまうかもしれないということでした。またこの時間、16 時――夕方の４

時頃にも関わらず、隊員の方は食事も取れていないとおっしゃっておりました。住民の方

の命に関わる救急体制の整備、これ必要不可欠ではないかと私は考えます。一昨年――令

和４年の取手市の消防年報によりますと、救急要請、これが 5,743 件、救急車の到着、現
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場到着時間が 20 分以上かかったのが 72 件、全体の 1.25％、最大の到着時間は急病の案

件で最長が 52 分、案件全体では 63 分となっております。では、令和５年の救急状況、こ

れはどのような状況でしょうか。数値を踏まえて御答弁をお願いをいたします。

〔２番 本田和成君質問席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。

消防本部消防長、岡田直紀君。〔消防長 岡田直紀君登壇〕

○消防長（岡田直紀君） それでは、本田議員の御質問に答弁いたします。令和５年の救

急状況でございますが、まずは、救急隊の配備状況について御説明させていただきます。

取手市消防本部では、四つの消防署と一つの出張所に１台ずつの救急車を配備し、救急車

５台で市内の救急――発生する救急事案に対応しております。救急車５台が全て出場とな

りますと、取手消防署に配備している非常用救急車で、平日の日勤の時間帯であれば、日

勤の総務課、予防課、警防課の職員の中から、救急隊員有資格者３名を編成して対応して

おります。日勤者で隊が組めない場合や、休日、夜間帯については、取手消防署のポンプ

隊などで、救急隊有資格者３名が確保できれば、６台目の救急出動に対応しております。

それ以上の救急発生となりますと、隣接する消防本部で現場に近い救急隊を茨城消防指令

センターが選定し、出場をしていただいております。令和５年中の救急出場件数でござい

ますが、6,519 件出場しておりまして、令和４年中と比較して 776 件増加しております。

6,519 件のうち、約７割の 4,638 件は急病で出場しておりまして、その急病の素性だけで

672 件が令和４年中よりも増加している状況でございます。また、搬送人員におきまして

は、6,519 件の出場のうち、5,650 人を医療機関へ搬送しており、894 件は不搬送となっ

ております。不搬送の理由としましては、搬送拒否が 243 件、救急隊到着後に辞退される

方が 196 件、そのほかには誤報やいたずら、明らかに亡くなっているなどがございます。

救急搬送した年齢層については、約６割強の 3,765 人が 65 歳以上の高齢者となっており、

傷病程度については、入院の必要のない軽症者は約４割、入院加療を必要とする中等症者

についても約４割となっておりまして、軽症、中等症で全体の約８割を占めている状況で

ございます。以上でございます。

〔消防長 岡田直紀君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 詳しい、数値の御答弁どうもありがとうございます。救急要請が

増加している状況になりますと、やはり管轄外の消防本部への応援、こういったものはあ

るかと思うんですけども、これはどのくらいあるのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） 本田議員の御質問にお答えします。令和５年につき

ましては 14 件ほどありまして、これは全て常総広域消防本部からの応援出場をいただい

ております。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） じゃあ逆に、本市から近隣消防本部への応援、これはどのくらい

でしょうか。
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○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えします。令和５年につきましては６件ほどあ

りまして、内訳につきましては、常総広域消防本部が３件、我孫子市消防本部が３件の応

援出動をしております。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 近隣消防との連携があること、これは非常に重要だと思います。

私が取手市のホームページで救急要請の件数、これ確認いたしますと、直近の３年間見ま

しても、年間で約 700 件から 800 件くらい増えております。本市での令和５年の救急要請、

これ過去最大だと思います。全国で救急要請件数を見ましても、令和４年度――令和４年

――令和４年には約 723 万件、これ集計以来過去最高となっております。非常に逼迫した

状況、これも考えられると思うんですけども。では、そういった状況の中で、救急車の現

場到着時間についての御質問をさせていただきます。総務省によりますと、救急車の現場

到着平均時間は、20 年ほど前には６分程度でした。それが近年は９分以上ということで、

20 年の間にこれ３分以上遅くなっております。本市での救急車の現場到着時間、これは

どのような状況でしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部消防長、岡田直紀君。

○消防長（岡田直紀君） お答えさせていただきます。救急車の現場到着時間でございま

すが、まず 119 番通報は水戸市にございます茨城消防指令センターに入電となります。消

防が覚知した時間から救急隊が現場到着までの取手市の平均時間は、令和４年が 9.4 分で

ございまして、令和５年は 8.9 分でありました。参考までに、全国の平均時間は、令和４

年が 9.4 分で、令和５年は 10.3 分でありました。また令和５年中、当市消防本部での現

場到着で最長時間は 47 分というところがございまして、これは先着した救急隊が現場到

着後に複数の傷病者が発生していることが分かったということで、そのあとに別の救急隊

を要請しているため、先着した救急隊の覚知時間から、増隊要請のあった別の救急隊が現

場到着した時間となるため、47 分という時間を要した事案がございました。以上でござ

います。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） ありがとうございます。令和５年については、昨年より現場到着

時間が早くなったという認識でよろしいでしょうか。この全国的に到着時間延びている中、

到着時間が早くなった理由、もしあれば教えてください。

○議長（岩澤 信君） 消防本部？消防課長？、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えします。茨城消防指令センターに 119 番通報

があり、県内各地の消防本部の中から、取手市消防本部の管轄内と把握した時点で流す指

令のことを予告指令といいます。これにより救急隊員は管轄の確認ができて、出動準備を

行うことができます。そのあと、茨城消防指令センターで詳細な通報内容を聴取、救急車

が必要であると判断された場合には、本指令が流れて救急車が出動することになります。

御質問がありました到着時間が短くなった要因としましては、昨年は、茨城消防指令セン

ターからの予告指令が、以前は、通報場所等、通報内容を確認した後に予告指令を流す方
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式から、通報場所のみを確認した時点で予告指令を流す方式に変更となりましたので、通

報から予告指令までの時間が短縮されて、団員の出動準備が以前より早まったことで、到

着時間短縮の要因となったと考えられます。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） つまり場所が分かった時点で、すぐに指令センターから来ると。

情報が来るということで、仕組みが変わったことで速くなったという認識でよろしいでし

ょうか。では現場到着に 20 分以上かかったケース、これはどのくらいあるのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えします。令和５年の到着時間が 20 分以上か

かった件数は 73 件ありました。6,519 件あった救急出場に対して、全体の 1.1％でありま

した。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 様々な取組やっていても、やはり到着が遅くなるケースあるかと

思います。このように現場到着が遅くなってしまう原因、要因、もしか問題点、こういっ

たことはどんなことがあるのか、教えていただきますでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えします。要因としましては救急隊が装着する

装備品が、過去の軽微な装着から、現在は感染防止の観点から、感染を防ぐ目的として隊

員の着装物も多くなりまして、どうしても以前より時間を要してしまうのが現状と、あと

は地区を管轄する救急車が出動し、また同じ地区で救急要請があった場合、直近で他の地

区を管轄する救急車が出動するシステムとなっておりますので、現場までの距離は長くな

り、時間も要してしまうのが現状であります。さらには近年の交通量の増加に伴う、道路

状況の要因も一つ考えられると思います。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） ちょっと続けて質問させていただきます。病院の受入れの時間、

これも命に関わる非常に重要な問題だと思います。本市での病院搬送まで、これの時間、

これはどのような状況でしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えします。消防覚知から病院到着までは、令和

５年の全国平均が約 47．２分に対して、取手市は全国平均よりも早い約 42 分でありまし

た。令和４年につきましては、全国平均が約 42.8 分、取手市は 42.6 分でしたので、ほぼ

全国平均と変わらない状況であります。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） ありがとうございます。今、時間など数値について、様々お聞き

いたしました。私も平均時間という言葉を使って質問をしておりましたけども、この様々

な時間の平均時間、これは相対的に評価判断するためにはやはり必要な数値だと思います。

でも、この救急要請した側の患者にとっては、かかった時間、これの絶対的な時間という

のが、これが全てです。例えば、救急を救急要請して、この到着を待つ場合ですと、例え
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ば 15 分、これは非常に長く感じます。また、病院への搬送時間、これもやはり大きく命

に関わります。そういった意味でも、やはり最大時間、これをいかに短縮できるか、そう

いった取組、これが最も重要だと私は思います。病院搬送時間の短縮のために、どのよう

な取組をされているのでしょうか、もしあれば教えてください。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えいたします。各救急隊は、現場到着後に傷病

者に接触、直ちにけがの状態や疾病状況など、傷病者の観察を行います。そのあと、現場

や車内において各測定を行い、その他、傷病者の病歴や現在の治療中の疾患、服用中の薬

剤などを詳しく聴取するなど、必要に応じた処置を実施して、傷病者の症状に適した直近

病院等を選定して、病院連絡を行いまして、測定結果や聴取した内容を病院側に伝え、受

入れが可能となれば病院へ向かうことができます。しかしながら病院側の状況からは多忙

であったり、入院するためのベッドに空きがないなど、諸事情から受入れが不能になるこ

ともございます。また場合によっては、複数の病院が受入れ不能となることがありまして、

病院出発まで時間を要してしまうのが現状でありますが、現在、救急隊は各医療機関にあ

る端末装置からリアルタイムに最新の受入れ情報が入手できるシステムを有効活用して、

病院搬送までの時間短縮に努めております。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 私ちょっといろいろ調べました。他県ではございますけども、病

院の搬送時間の短縮する取組を行っている自治体もございます。救急車から通報者、これ

に救急車から通報者に現場に向かいながら、傷病者の状況を電話して確認をしていく。そ

うすることで、滞在時間の短縮、それから適切な措置、こういったものにつながる、これ

プレアライバルコールというそうです。こういったことをやっているところと、あとは、

医師と消防本部の担当者が月に１回集まって、救急隊と救急事例についての会議をする事

後検証委員会、こういったものを開いて情報共有する活動、救急隊と医療機関の連携、こ

の仕組み、これをつくることで病院搬送時間の短縮で実績を上げていると、こういった自

治体もございます。様々な状況いろいろあるかと思いますけども、やはり病院への搬送の

時間短縮、この仕組み、これをしっかりとつくること、これぜひ取り組んでいただきたい

なと思います。さらに、報道などでも、救急車の不適切利用、こういったことが問題にな

っておりますけども、本市でも救急車を適正に利用しない方いらっしゃると思います。そ

ういった方への対応の取組、こういったことはございますか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部消防長、岡田直紀君。

○消防長（岡田直紀君） お答えさせていただきます。救急車の適正利用については、各

救急車の後方にステッカーを貼って掲示をしたり、市のホームページにも掲載をして啓発

をしております。また、自主防災会などの消防訓練とか様々なイベントのときにも、職員

が救急車の適正利用案内をしたり、日常生活から病気やけがなどをしないよう予防する重

要性なども丁寧に説明をし、救急車の適正利用の促進に努めております。さらに、救急車

を呼んだほうがいいのか、自分で病院に行ったほうがいいのか、判断に迷うときには、

365 日 24 時間体制で救急電話相談というものがございます。これは固定電話や携帯電話
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から 15 歳以上の場合はシャープ 7119、15 歳未満の場合はシャープ 8000 番のほうに電話

をしますと、専門家から症状に応じた適切なアドバイスを受けることができて、救急車の

必要性や受診可能な直近の医療機関を紹介してくれたり、緊急性のない場合は自宅で安静

を勧められるなど、適正な指導をしてくれます。救急車の適正利用と救急隊の負担軽減に

もつながりますので、シャープ 7119 とシャープ 8,000 番の救急電話相談を今後も積極的

に案内していくことを考えております。また、スマートフォンなどの画面上からでも確認

ができる、全国救急受診アプリＱ助、アルファベットのＱに助けるの助、Ｑ助も同じよう

に、症状に応じて入力をしていきますと、救急車が必要なのかを判断してくれますので、

こちらのほうも案内をしていき、救急車が適正に利用されるよう努めてまいりたいと思い

ます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） どのようなことが不適切利用になるのかというのが、ちょっとや

はり不透明というんですかね。例えば独り暮らしの高齢者、これが体調を崩しました。そ

れで身寄りがない、交通の足がない、こういった場合、もう体調が悪くて病院に行きたい

と、そういった場合に救急車を呼ぶ場合、もしくは身体が不自由な独り暮らしの方がベッ

ドから落ちた、それで助けてほしいといった場合、こういったケースで、例えば救急車の

場合、こういった場合というのは、不適――不適切利用になるんでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えします。不適切利用の対象としましては緊急

性がない入院を伴わない軽症患者、例えば風邪の症状であったり、軽い擦り傷や打撲程度

を初めとしまして全国的にも多いタクシーがわりの利用者などが該当すると思われます。

本田議員の質問にもあった、ひとり暮らしの高齢者が体調を崩したり、身寄りがない、交

通手段もない場合、高齢者の方だけでは、医療機関への受診が困難な場合などにつきまし

ては、現在、高齢者の方から 119 番通報があった場合、状況を確認するため、必ず救急隊

が現場出場し、傷病者を観察、測定などを行い、救急搬送に該当する中を適切に判断いた

します。ここで救急車の適正利用の判断に迷うことなく通報をしていただければ――いた

だきたいと思います。また、身体が不自由な高齢者の方がベッドから落ちて助けてほしい

という通報があった場合は、茨城消防指令センターから取手消防署に直接連絡がありまし

て、傷病者やけががない状況であれば、救急隊に負担をかけないため、管轄する消防隊が

まず出向しまして、通報された高齢者の方をベッドに戻してあげるなど、希望に沿った柔

軟な対応をしておりますので、不適切利用にはならないと考えております。以上となりま

す。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 分かりました。適切な利用と不適切となるかというのは非常に微

妙な感じだと思うんですね、これやっぱり迷うと思います。それで先ほど取組の中で、い

ろんなステッカーとかその促進、例えばシャープ 7119 とか、こういったことをまだ知ら

ない住民の方、たくさんいらっしゃると思います。やはり私は周知が十分ではないと、そ

のように思います。ですから、やはり今後の周知、しっかりと、どういった場合がこの不
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適切で適切じゃないのかということ。これをしっかりと周知させていただくよう、これ、

改めて続けてしっかりとやっていただきたいと思います。次はちょっと冒頭の件に戻りま

して、６丁目の件で戸頭消防署にて、私調べました。私が電話したのが入電 16 時 24 分、

16 時 29 分に宮和田から出動しております。現場到着が 16 時 44 分でした。戸頭から遠い

宮和田からの出動になっております。これ、それよりも近い消防本部の予備車両、それか

ら常総広域、隣の常総広域のみずき野の車両、これは稼働していたんでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えいたします。現在、茨城消防指令センターの

システム上は、単独市町村の消防本部や広域消防本部を管轄する区域内を各消防本部で配

備する救急車の台数で対応することになっており、取手市の場合は５台の救急車が出動と

なりますと、非常用の救急車を出動可能として、次の出場――救急出場に備えております。

本田議員が通報してくれました戸頭地内の救急要請時は、管轄の戸頭救急隊及び直近の救

急隊３隊が出場中であったため、宮和田の救急隊が出場となった状況でありました。また

非常用救急車まで出場し、市救急車の台数が不足となった場合は、茨城消防指令センター

で判断して、直近にある近隣消防本部で待機している救急車に指令が流れるシステムとな

っております。現在の茨城消防指令センターの出場運用計画からは、各消防本部が配備し

ている救急車は管轄している市町村で発生した災害事案を最優先としております。また、

出動指令システムの変更等もありますから、現状では各消防本部内で救急車が待機してい

る状況でのほかの消防本部の管轄をまたいだ救急事案の直近出場方式は、システム上の課

題も多くありまして、難しい状況と考えております。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） ちょっと確認なんですけども、予備車両は本部にあったんでしょ

うか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） 今の取手市消防のシステム上、４署――５台の救急

車が全てでなければ、平均非常用の救急車は出場しないシステムとなっております。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） システム上難しいということですけども、やはり先ほど申し上げ

ましたけども、15 分、20 分、これは待つ側からすると非常に長い時間です、これ命に関

わります。ですから、システム上確かに難しいということはあるんであれば、やはりここ

の部分は一番例えば５台が出てても、６台目があいてるんであれば、６台目で１番近いと

ころから行く。もしくは、隣の常総の、例えば宮田からよりみずき野から出たほうが確実

に早いわけですよ。やっぱりこれシステム上難しいのは分かる、これは理解できますけど

も、やはりこういった取組をしっかりやっていただかないと、この救急時救急の到着の時

間、これやっぱり短くならないと思います。そういったところにもしっかりと今後、今後

検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。また今後、高齢化社会、こ

れ見据えますと、救急要請さらに増えていくんじゃないかと予想されます。時期によって

救急車不足される――不足する可能性、こういったことがあるんではないかと思うんです
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けども、今後、救急車を増やすこと、これは検討はされてないんでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部消防長、岡田直紀君。

○消防長（岡田直紀君） お答えさせていただきます。救急車を増やすことについてでご

ざいますけれども、総務省消防庁告知の消防力の整備指針というものがありまして、その

整備指針の中では、救急自動車は人口 10 万人を超える消防本部にあっては５台となって

おりますので、取手市においてはその基準に沿った車両配備となっております。現在、取

手市の救急件数は年々増加傾向ではありますが、救急車が不足した場合には、近隣の消防

本部から応援出場していただいた事案は、令和５年中は 14 件と、全体の 0.2％でありま

したので、今後も市内の救急車が全て出場した場合でも、近隣市町村との相互応援協定に

基づき、応援出場をしてもらうことで、現在の４署１出張所の救急車と非常用の救急車を

合わせての６台で、対応ができるものと考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 救急車の整備指針には人口に対しての台数ということなんですけ

ども、やはり高齢化が進むと救急要請が多くなると思います。私の住む戸頭団地は、65

歳以上が８割います。当然、急病が多くなる、高齢化が進む地域、これに合わせた救急車

の配備、これ必要じゃないかと、私は思います。近年、大きな都市でありますけども、機

動救急隊、こういったものが採用されている自治体もございます。こういったものを例え

ば検討されたらいかがでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） お答えいたします。機動救急隊とは、東京消防庁管

内では、人々が集中する、繁華街地区を中心として想定される夜間帯の救急需要増加に即

時対応するため、救急需要が夜間帯に減少する区域から救急隊が贈呈されます。また、全

国的には少ないのですが、他県の消防本部の状況を調べますと、山間部や管轄区域が広範

囲で現場によっては救急車到着が長時間、30 分以上を要してしまうような、救急の空白

地帯を埋めるために、機動救急隊を編成して、日中の時間帯はその地域に移動するなどの

柔軟な対応を行っております。本田議員から御質問がありました機動救急隊の当市消防本

部での検討ですが、取手市は他市町村の消防本部と比較しても地理的にも恵まれておりま

して、管轄する範囲も狭く、救急隊がどこの管轄署から出動しても 20 分以内には現場到

着ができてきております。現在、取手市のほぼ中心に位置する取手消防署に非常用救急車

を配備されており、当市消防本部としましては、この非常用救急車の位置づけが軌道救急

隊と同じ役割を果たしていると考えております。さらに、本田議員からございました、高

齢化が進む地域に合わせた救急車の配置が必要ではないかという御質問ですが、取手市内

には高齢化が進んでいる地域が他の地域にもあると認識ておりますので、非常用の救急車

は市内の中心に位置する取手消防署に配備することで、各地域をカバーできると考えてお

ります。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） ありがとうございます。消防本部の予備車両が救急、機動救急隊

の役割を果たしているということなんですけども、であるんであれば、なぜ戸頭の６丁目
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の件で、消防本部から出なかったのかという疑問がちょっと残りますけども、救急医療、

非常に評価する――時間総体的な平均時間、こういったものに捉われずに、やはり最大時

間、これをやはり短くする、こういった取組、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

行政と医療機関との連携、この連携はしっかりできる仕組み、これを構築すること、それ

から救急要請の状況に応じて、今後の救急車の増備、これもしっかり考えていただきたい

と思います。あとは不適切利用を減らすための市民への認知拡大、この三つ、住民一人一

人の命を守る取組、これしっかりとお願いをして、この質問を終わりにさせていただきま

す。次に職員の勤務状況です。冒頭に挙げましたけども、救急が続いたときに食事ができ

ていないということがありました。これ、無理な状況起きてないでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部警防課長、中村幸男君。

○消防本部警防課長（中村幸男君） ただいまの本田議員の御質問にお答えいたします。

当市消防本部の救急件数は年々増加しており、救急隊員の負担が大きくなっていることは

認識しております。現在、各所署の 24 時間勤務している職員の食事事情は、昼食は職員

個人が用意しまして、昼食と翌日の朝食は勤務する職員が調理をしておりますので、連続

する救急出場や長時間の救急出場をした場合も食事は用意されており、所署に一旦戻れば

食事ができるような状況でございます。また、食事時間帯を大きく超えた医療機関搬送後

の途中での食事につきましては、総務省消防庁からの通知、救急隊の適正な労務管理の推

進についてに基づきまして、患者搬送した医療機関内やコンビニエンスストアなどの休憩

や飲料水、食事の購入などを当市消防本部も認めておりますので、状況によっては、帰る

途中での食事をする場合もございます。以上となります。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） ありがとうございます。ただ、実際に食事がとれていない状況が

起きておりました。やはり私も経験あるんですけども、管理職 10 年以上やってきました。

管理する側と、やっぱり現場との認識、この乖離、やっぱりありますと、現場で起きてい

る問題の対応、これ非常に遅れてしまいます。そういったところから、やはり現場との情

報の共有、それから問題点等々、やはりしっかりと共有していただければと思います。最

後の質問なりますけども、災害時の救急体制についてです。地震や洪水など広範囲での災

害が起きた場合、救急、非常に困難な状況になると思います。災害時の休憩、これはどの

ような体制でしょうか。

○議長（岩澤 信君） 消防本部消防長、岡田直紀君。

○消防長（岡田直紀君） お答えさせていただきます。災害時の救急体制については、通

報内容に応じて隊を増やして現場に向かい、現場に到着後、災害状況を把握して、さらに

増強が必要なのかを判断し、必要に応じた救急隊を要請して対応するようにしております。

また、大規模災害や多数傷病者の発生する可能性がある場合には、現場で医療行為を行う

医師や看護師、調整員で編成される災害派遣医療チーム――通称ＤＭＡＴ、こちらのほう

を要請し、早期の医療介入を図ったり、傷病者数や現場状況によって、市内の救急車で対

応し切れないと判断した場合には、必要に応じた救急車の台数を茨城消防指令センターへ

連絡をして、近隣の消防本部から応援出場をしてもらう体制をとっております。また、大
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きな災害となりますと、多数の傷病者が発生します。その場合には、中等症以上と判断さ

れた傷病者は救急車で搬送をして、軽症者の方は、消防本部の連絡車などを使用して医療

機関へ搬送することも考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） ありがとうございます。広域での災害時というのは非常に道路の

状況とか、救助自体非常に困難になると思います。そういった場合は、現場で救急との連

携、必要になってくると思います。また広域での災害では他の地域での応援、これ見込め

ないと思いますので、やはり最悪の事態、やはり救急においても、本当にこの最悪の状況、

これを踏まえた上で、しっかりと整備をしていただく、これ、最後にお願いして、この質

問を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。

続きまして、防災について、質問させていただきます。１月１日に能登半島で地震がご

ざいました。非常に甚大な被害になっておりまして、２か月たっても断水が１万 8,000 戸、

一部の地域においては停電もまだ続いているという状況です。この能登半島では、３年前

から群発地震、これが起きておりました。専門家が調査した結果、２年前から巨大地震の

可能性、これが指摘されておりました。そういった意味では、防災減災の取組、これが本

当にどうだったのかと考えさせられます。首都圏の巨大地震、今後 30 年で 70％という予

想も出ており、本市においても、茨城県南部直下型地震、茨城県プレート沖地震、こうい

ったもので震度６強から７、これが想定されております。今や、いつどこで大きな災害が

起きてもおかしくありません。改めて大災害を想定した防災減災、この取組、やはり急務

だと思います。地域防災計画によりますと、本市における自主防災組織比率、これは

78.6％と、茨城県の全体の 83.9％に比べて５％ほど低い状況になっております。今日午

前中に小堤議員からもありましたけども、地域防災地――地域防――ごめんなさい、失礼

しました、自治防災会の未結成地区が 15 か所ということですけども、改めてこの自主防

災組織のない地域について、これ防災はどのように考えているのか。御答弁をお願いしま

す。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

〔総務部長 鈴木文江君登壇〕

○総務部長（鈴木文江君） それでは本田議員の御質問に答弁させていただきます。先ほ

ど本田議員おっしゃってくださったように、自主防災組織に関する御質問に対して、午前

中の小堤議員の御質問に対して答弁させていただいた内容とかぶってしまうんですが、改

めて、市内には自主防災組織、90 組織の自主防災組織が立ち上がっておりまして、それ

ぞれ、自主地域の防災訓練等を実施していただき、自分たちの地域は自分たちで守る、そ

ういったことを念頭に活動していただいております。しかし、重ねてのお話になってしま

いますが、市内には未結成地区もございます。現状としましては、15 地区が未結成とな

っております。共助の要である自主防災組織未結成地区のできるだけ早い解消に向けまし

て、午前中でも答弁させていただいたとおり、研修会や講演会などを重ね、未結成地区の

自治会長さんであったり、市政協力員さん、民生委員さんなどを招きさせていただきまし

て、様々な研修会や講演会を開催して、そういった意識の醸成に向けて支援活動を行って
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いるところです。以上です。

〔総務部長 鈴木文江君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 災害が起きたとき、やはり最初に対応するのは地域のそういった

自主防災組織だと思います。そういった意味でも自主防災組織、これ非常に重要です。た

だ、この自主防災組織の中には、役員が短い期間に変わるために活動が難しいところたく

さんございます。そういったところがしっかりと機能するようにするため――するために

は、やはり行政の力、これが、役割が必要だと思います。そういったところへの対応をし

っかりやっていただきたいんですけども、例えば、地区によって被害想定が違います。先

ほども石井議員の中にお話の中にもありましたけども、それぞれの地域の被害想定、これ

がしっかり認識されなければ、やはり本当に何か起きたときに正しく対応できない場合、

これあると思います。そういった場合に、各地区の再被害想定に合わせた災害時の避難計

画、そういったマニュアルとかひな形、そういったフォロー、そういったものはされてい

るのでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。自主防災会組織

が未結成の 15 の地区がございます。我々もその未結成の地区に対していろんな支援とか

講演会の開催をさせていただいているというのは、先ほどお話ししました。やはり、午前

中の小堤議員の答弁に――質問にもありましたように、大規模の訓練とかではなくて、例

えば小規模・中規模の訓練、町会がないところであったり、そういったところにも働きを

かけて、誰でも参加できる訓練というのを通して、この防災意識の醸成につなげていけた

らいいなというふうに思ってますので、各地域でいろんな実情があると思いますんで、そ

ういったとこにもいろいろ耳を傾けて対応していきたいというふうに考えております。以

上です。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） なかなか本当に丁寧な対応というんですかね、一つ一つ本当に被

害想定など違いますから、やはり行政が一つ一つその地区に回って、しっかりと対応して

いただきたいなと思います。先ほど訓練の話が出ましたけども、やはり訓練、防災訓練、

やはり実施できてないところたくさんあると思います。そうすると、やはり取手市全体で

の取組、こういったことはやはり必要だと思いますので、今日は様々な、議員の方から、

２月の避難訓練の件でいろいろと質問がございました。やはり市民参加型のこの防災訓練

を実施する場合、より多くの住民の方が参加するようにすることは必要だと思います。こ

ういったものを実施するために、多くの市民に認知させる方法、やはりホームページ、そ

れから防災無線、こういったものだけではやはり不足していると私は思います。そのため

には、自主防災会、そういったところに直接やはり促したりとか、あとは計画を早めに立

てて、それで直近だったらまたさらに、こういうことをやりますよということをやると、

そういったことをやっぱり必要だと思いますので、しっかりとその辺、ソフト面、いわゆ

るソフト面、取り組んでいただきたいなと思います。それと、常総市で今年の１月 14 日、
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大地震を想定して、水海道庁舎と石下の庁舎で市役所の職員全員を対象として、自衛隊・

消防・警察、この協力の下、大規模訓練が行われております。実践に即して災害本部まで

立ち上げております。その各部で情報を共有する、こういったところまで実施しておりま

す。やはり最悪の事態――災害は、突然広範囲で起きる直下型の巨大地震だと思いますけ

ども、本市においてもこういった訓練、計画されておりませんでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） 今、本田議員がおっしゃられた訓練は、私も認識をしてお

ります。昨年の 11 月に、市内全域一斉に、地震を想定しましたシェイクアウト訓練とい

うのをやって――やりました。そういった訓練も一つこの市民の方にとっての、防災意識

の醸成につながるものだというふうには思っております。今ご提案いただいた、そういっ

た訓練なんかも、この常総市のほうにもどういった経緯でやられたのか、またどういった

効果があるのか等も含めて、調査研究してまいりたいというふうに考えております。以上

です。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） いろんな計画やマニュアル、こういったものがあっても、やはり

実際に災害が起きたときに活用できるか、ここが最も重要です。ですから、ふだんからや

はりこういった訓練をしっかりやっていかないと、いざというとき動けません。何度も申

し上げますけども、災害が起きたときの初動対応はやはり地域の組織になります。そうい

った意味でも、やはりまずは自主防災組織を組織する、ここから始めないといけないと思

います。それでその次は、自主防災会が被害想定に基づいて、平時からちゃんと活動がで

きる、そういったふうにすること。それから、市民の防災の意識を高めていくこと。防災

については自助共助、これ基本になりますけども、この自助共助を助けていく。それをや

るのは私は行政の責任においてやるべきだと、私思います。ソフト面、こういったものを

含めた取組強化、これしっかりとお願いをいたします。もしこういったことが平時にやる

のがなかなか厳しいということであれば、やはり昨日、落合議員がありましたように――

質問にもありましたように、やはり防災に特化した部署もやはり必要なんじゃないかと、

私も思います。もういつ最悪の事態に災害が起きるか分かりません。災害が起きてからと

いうことになれば、住民の方の命と暮らし守ることできませんから、認識改めて、取組を

進めていただくようにお願いを申し上げます。

では次に、防災無線の質問に移らせていただきます。現在、市内に 142 基の防災無線が

設置されていますが、場所によって、聞こえづらい、または聞こえないということが、地

域の方から声が上がっております。実際、私、戸頭団地おりますけども、近くに防災無線

がありますけども、何言ってるか分からない場所が非常に多くあります。米ノ井に至って

は防災無線がそもそもありません。この音達エリアの表を頂いたんですけども、これ見ま

しても、やはり聞こえない場所あるんじゃないかなと、そのように認識を、私はいたしま

した。また本市の防災無線、これ藤代合併後に設置されたということで、かなり年数がた

っていると思います。そういった意味でも防災無線の在り方、これしっかり検討すべき時

期ではないかと、私思います。こちらは東日本震災時に内閣府の災害時の避難に関する専
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門調査会、津波防災に関するワーキンググループという資料の中の情報伝達手段とその在

り方というページから抜粋して私がつくったものです。この資料見ますと、東日本震災の

ときに津波の警報、避難の呼びかけなどの避難に関する情報を見聞きした人、これ 51％

だそうです。その下に棒グラフがございますけども、入手情報の入手手段、これは防災無

線からが 44％、ラジオが 13％、人から、いろんな人から聞いたのが 25％となっておりま

す。情報入手の半数、約半数、44％が防災無線からの情報入手という結果です。次は防災

無線の聞き取り状況になりますけども、はっきりこういった内容がはっきり、これは

56％となっておりまして、半数強しか聞こえてないことになります。ただこれはっきりと

１回、この右――これ、こっち側、この青いやつが 56％、これが聞こえた人。この 56％

を超えた人の中で、避難判断への影響というところで、これはっきり聞き取ることができ

た人の――人は 77％の人がこの避難をしなければという意識が高まったと、そういった

結果になっております。つまりはっきり聞こえた人で、はっきりと聞こえた場合は、大多

数の方が避難意識を高めたという結果になっております。行政無線は当然ながら最も信用

できる情報の一つです。信頼性とか信用性が高い情報は、やはり発災時、発災時に避難指

示や行動に対し認識を高めるものだと、このように言えると思います。こういったことか

ら防災時の――ごめんなさい、失礼しました、発災時の防災無線の重要性、これ再確認し

ていかなければなりません。先ほど申し上げましたけども、防災無線の音達エリア、これ

確認いたしますと、全く聞こえないであろうという地域がございます。昨日も双葉のほう

で聞こえなかったという質問がありました。防災無線の新たな設置、これは検討されてい

るのでしょうか。昨日は双葉のほうでは検討しているということがありましたけども、ほ

かの地域について、御答弁お願いします。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。取手市は、今議

員おっしゃってくれました 142 か所、防災行政無線が設置されてます。しかしながら、気

象状況や自宅が防災無線のいわゆる子局というところから遠いという状況があって、家に

いると聞こえにくいとか、音が錯綜してしまい何を言ってるか分からないなどの御意見が

あることは認識をしております。また子局の設置は、住宅の密度等にも勘案し設置してき

ましたので、一部音達区域外――先ほど御紹介ありました稲地区でございますけれども、

そちらには設置をしておりません。そういったことも把握はしております。そこで、その

対応策としまして、様々な媒体からも防災ラジオの避難情報と同様の内容を発信してござ

います。防災ラジオは、現在今まで 2,098 台、２月の末現在でありますけども、貸与が完

了しております。市民の方は――方からは、防災ラジオを借りたことにより、無線の内容

を確実に把握することができるなど、大変好評をいただいているところでもございます。

また、他の情報手段、情報収集手段としましては、防災無線聞き取りにくいときには、防

災行政無線放送リプレーというものがございます。こちらフリーダイヤルで聞くことがで

きますし、さらにはホームページ、メルマガ、メールマガジンでもそういった避難情報の

内容が確認できるよう、情報発信をしておるところでもございます。防災無線からの情報

伝達については、先ほどから申し上げてるとおり、気象条件や局間の距離により、技術的
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にこれ限界がございます。聞き取りづらい場合は平時より、そのほかの備えをしていただ

く、また情報は待つのではなくて自分から取りに行くという、まさに自助の意識を持って

いただけるよう、今後も啓発してまいります。また、先ほどの双葉のときに――質問のと

きに、移設か新設かという話を申し上げました。今、議員がおっしゃったところについて

も、双葉と同様に一回現場を見に行かせていただいて、その内容をちょっと聞いてみたい

なというふうに思ってます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） 防災無線が聞こえづらい原因というのは、主に３つだと思います。

まず、スピーカーの位置がそもそも低い、それから向きが適切ではない、あと無線が聞こ

えるかの調査が不十分、この３つだと思います。それから、防災無線に向けていろいろ調

べましたところ、やはり地形や環境に合わせた適切なスピーカーというのがあります。こ

のスピーカーの――さらにこのスピーカーの性能、非常に上がっております。今本市が設

置しているスピーカー、これレフレックス、あとストレートというのがあるんですけども、

このスピーカーになります。これは音が到着する――到達する距離が約 200 メーターから

350 メーターくらいと言われております。で、今こういった高性能のスピーカーが出てお

ります。これは音の広がり方、それから音の届く距離、音の明瞭度、こういったものが従

来のものと違うということです。これ音達エリヤ、音の届け方、このように違います。例

えば従来型のスピーカーになりますと、まず距離は短くなります。そして無線が近いとこ

ろ、ここは非常に騒音になりやすいと。これは周波数、音の周波数が低い周波数から発信

するために、近隣のほうに低い音がすごく響くんだそうです。高性能スピーカーというの

は高い周波数から進むので、近隣にはそれほど大きな音に聞こえないということだそうで

す。そしてさらに伸びるという、こういった、今、スピーカーがございます。より高いと

ころにスピーカーをつけることで、効率的に広範囲に防災無線を内容届けることができる

と思います。例えば学校の屋上、団地の屋上、こういったところを設置する。これ検討さ

れているでしょうか。例えば、戸頭団地で言いますと、北と南側に８階建てと 12 階建て

の団地がございます。ＵＲとの関係もございますけども、例えばここにこういった高精度

のスピーカーをつければ、ほぼ戸頭全域に聞こえると思います。こういった場所が各地に

あると思いますけども、この高精度のスピーカー含めまして、今後の検討としていかがで

しょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。今議員がおっし

ゃった新製品といいますか、高性能の防災無線があるということは私も認識しております。

ただ、価格が非常に高いもので、なかなか 142 か所に――１か所につき３つや４つのスピ

ーカーがついてるという、そういった現状もありますので、予算的なものがネックになっ

てくるのかなと思います。それをつけて、一応、防災行政無線の業者の担当者ともお話を

して、そういったものがどこにつけたらどういうふうな効果があらわれるのかというとこ

ろを、ちょっと探っていきたいなというふうに思います。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。



- 183 -

○２番（本田和成君） 全てを、142 基全部変える必要はないということが、私担当者、

このメーカーの担当者と話したときに、そういう話もお聞きしております。つまり、効率

がいいところにこういった高性能のスピーカーをつけることで、かなり音達の範囲、これ

が広がるんじゃないかということで、こういった認識で御検討いただけたらなと思います。

行政無線は先ほど資料出しましたけども、発災時の避難勧告に対して、行動が、やはり意

識を高めるものになりますので、非常に重要だと思います。ですので、やはり市民の方々、

これ取手市民の方々全員が、この防災無線内容はっきりと聞ける環境、これしっかりと進

めていただけるようお願いを申し上げます。

では次、避難所の質問に移りたいと思います。能登半島地震では、２か月たった今でも、

１万人以上が避難生活をしております。本当に非常になかなか生活の再建ができないとい

うような状況になっておりますけども。12 月の議会で大地震のときの避難所の開設につ

いて質問がございました。御答弁の中では、地域の自治会や町会などが集会所を開設し一

時待避所を確保し、その後に指定された避難所に移動すると述べられておりました。ちょ

っと改めてお聞きしますけども、あの能登半島の地震の状況を見て、本当にこのフローで

避難所の開設、本当にできるのかということを改めてお聞きをいたします。鍵の問題も含

めて御答弁をお願いします。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでお答えをさせていただきます。避難所が、もちろん

公共施設指定の避難所が、数、限りがございます。素行の中で対応できない場合は、広域

避難とかという計画もあります。またコロナ禍によって始まった分散避難、車中避難、あ

とホテルや友人や知人への避難というのも、避難はいろいろ様々だと思ってまして、避難

所だけが避難、難を逃れる場所ではないというふうに感じてます。先ほどの――最後の御

質問何でしたっけ……。

○議長（岩澤 信君） 鍵について。

○総務部次長（斉藤理昭君） 失礼しました。鍵は――避難所の鍵は教育委員会の――例

えばその避難所の近くに住んでいる教育委員会の職員お二人に持っていただいてるという

ことがありまして。実際そのお話も、以前から鍵の話は出ておりまして、例えば、自主防

災会にも持たせてはどうかとか……

〔澤部議会事務局次長ベルを１回鳴らす〕

○総務部次長（斉藤理昭君） （続）そういった話もあるんですけども、やはりその鍵の

問題ですと、やはりこうなかなか持ちたがらない方もいらっしゃいますし、その管理の面

でどうなのかなというところもありますので、なかなか自主防災会とか自治会長さんには、

鍵のほうは私はしておりませんが、そういったところで、職員のほうで、１人ではなく２

人に持たせているという状況でありまして、今後もそれは続けていきたいというふうに思

ってます。

○議長（岩澤 信君） 本田和成君。

○２番（本田和成君） なかなか難しいということなんですけども。やはり本当にこれ、

最悪の事態を想定した場合、例えば地震が起きた場合、避難所が指定されておりますから、
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やはり小学校等々にやはり住民の方がたくさんいらっしゃると思うんです。そういったと

きに、本当にすぐに開設ができないということになると、例えば冬――真冬の中で起きた

場合とか、深夜に起きた場合とか、そういったときになると、ずっと置き去りにされてし

まうということが起きると思います。ですので、しっかりとこの辺ご検討されていただき

たいなと思います。最後の質問ですけども、避難所生活が長期に及びますと、やはり災害

関連死、これが非常に心配が出てきます。東日本震災では 3,676 名、中越地震では 52 名、

これ総死者数の 76％だそうです。熊本地震では 219 名、これ 81％の方が関連したそうで

す。今、能登半島地震では 15 名です。中越地震や熊本地震では直接地震で犠牲になった

方よりも関連死のほうが多い状況です。この辺はしっかりと対応されているでしょうか。

関連死の予防対策、いかがでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

○総務部長（鈴木文江君） お答えします。本当に能登地方での能登半島……

〔チャイム音〕

○総務部長（鈴木文江君） （続）のほうでの状況というのは、本当目の当たりにしまし

て、職員からも報告を受けているところです。やはりこの避難所の問題というのは本当に

大きな課題だと？願えなく？我々も認識しております。避難所は本当に指定避難所はもち

ろん、大きな災害になったときには全て開設しますし、先ほどの鍵の問題につきましても、

教育委員会が所管する施設については教育委員会の職員、近くに住む職員に持たせており

ますが、安全安心対策課のほうでもスペアを持っておりますので、職員が早く到達した職

員が開けるという意識でやっていかなければ、当然間に合わないと思います。関連死に関

しても非常に大きな問題だと思っております。できるだけ――長期化するような避難生活

には耐えられない方が出てくると思いますので、そういった場合には、別のところ、快適

に過ごせるような避難所の確保、場所というのは、速やかに県や国とも連携してやってい

かなきゃいけないなと思っております。以上です。

〔チャイム音〕

○議長（岩澤 信君） 本田和也君。

○２番（本田和成君） ありがとうございます。最悪の事態を本当に想定して、しっかり

と対応して――防災について対応していただけるようお願いを申し上げまして質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございます。

○議長（岩澤 信君） 以上で、本田和也君の質問を終わります。15 時 15 分まで休憩い

たします。

午後 時 分休憩

午後 時 分開議

○議長（岩澤 信君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

続いて、遠山智恵子さん。

〔23 番 遠山智恵子君登壇〕

○23 番（遠山智恵子君） 日本共産党、遠山智恵子です。よろしくお願いします。それ
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にしても新人の議員さんたち、すごいね。頑張ります。それなりに。そうです。〔笑う者

あり〕

○23 番（遠山智恵子君） 今回本当にやっぱり喫緊の課題ですよね、能登半島地震が起

きたというのがやっぱり衝撃ありました。やっぱりどこもそうなんですけど、双葉もそう

だったんですけど、初動体制がまずかった。ちょっとあまり双葉のことで、今度６月議会

は双葉のほうでね――のことでね、ちょっとまたやるしかないかなと思ってるんですけど。

市長、何か言いたかったら後で答弁してください。〔発言する者あり〕

○23 番（遠山智恵子君） ややや、初動体制が悪かった。消防団が頑張ってくれた、消

防署はじめ。という余計な話になっちゃうので、それ気をつけます。まず１点目、御承知

のように、防災問題についてです。最初、これだけ答えてください。避難訓練、これまで

も度々私取り上げてきたんですけど、特に藤代地域――旧藤代地域、駅前ですとか、私の

地区もそうなんですけれども、いまだ自主防災組織を立ち上げておりません。これまで避

難訓練等は自主防災会を対象に行ってきたんです、取手市は。いつ何が起こるか分からな

いということで、自主防がないところも――防災組織がないところも、ぜひ避難訓練とか

やってほしいということで、この議場でもう数年前から取り上げてきた課題です。これま

で取手市は自主防災組織を中心に避難訓練等を行ってきた。それであくまでもこれは自主

的な会ですからということが答弁で返されてきたんですよ。今やめてしまったけど、公明

党の阿部洋子さんの地域もなかったんです。阿部さん、ないよねってここでやりとりしな

がら求めてきたんですけれども、大分、今回の議会で、やっぱり能登半島沖地震の危険課

題というところで受け止めてきてるんだなというふうに、前向きに受け止めているんです

けど。原則というか自主防災組織――自主防災会を中心に避難訓練を行ってきたんですよ

ね。最初、その確認だけしたいと思います。よろしくお願いします。

〔23 番 遠山智恵子君質問席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。

総務部長、鈴木文江さん。

○総務部長（鈴木文江君） それでは、遠山議員の御質問に答弁させていただきたいと思

います。まず、自主防災組織がないところに向けても、しっかりとした訓練を行っていた

だきたいということに対してですよね。

〔発言する者あり〕

○総務部長（鈴木文江君） どうしても地域の防災訓練や研修等につきましては、やはり

自主防災組織や自治会が中心となって行っていただいております。当然、我々としてもそ

ういったところに赴きまして、一緒に活動させていただいたり参加させていただいたりし

ております。やはり遠山議員さんおっしゃるように、自主防災組織がないところに向けて、

どう私たちが働きかけるかというところが大事だと思っております。これまで、多くの議

員の皆様から一般質問していただいたとおり、そこでの答弁もさせていただいております

が、やはりそういった意識をやはり自主防災組織が必要だな、防災に関する意識を高めて

いただきたいなという思いが強く我々にもございますので、研修会や講演会、やはり昨年

も行いました。それは先ほど答弁をさせていただいたんですけど、その内容については。
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そこに参加していただいた皆さん、自主防災組織がない地域の方からお声をかけさせてい

ただいて、参加していただいてるんです。そういった方を中心に参加していただいており

ます。やはりその後のアンケートでも、やはり勉強になったと、防災に関する意識が高ま

った、なおかつこれからやっぱり地域の皆さんに声をかけて、今日行った講演会について

皆さんと共有して、これからどういうふうに防災に関する意識を高めていかなきゃいけな

いか、防災の組織をどう立ち上げたらいいかというのを、地域で持ち帰って話し合ってみ

ますという声もアンケートの中に入っておりまして、とてもありがたく思いましたし、意

識が少しずつそういったところから芽生えてきて、そういったところを私たちはしっかり

キャッチして、今こういった声が上がってるというのを逃すことなく支援していきたいな

と思っております。以上です。

〔総務部長 鈴木文江君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 私たちが求めてきてたことがやっぱり必要だというところで

進めてきてくれているということで、そこで確認をしていきたいと思います。これは大き

く前進の、踏み出す一歩になっているというふうに認識していきたいと思います。どなた

かの質問に対して、令和２年度はこれやりました、令和３年度はこれということで、年に

１回避難訓練でしたか――をやってきたという報告があったんですけど、全然足らないじ

ゃないですか。私、今回また求めていきたいのは、対象を今こそ防災減災に向けて対象を

広げた取組を求めるという立場で質問を用意しました。そういう意味では、ちょっとその

実際、避難訓練だとか、それから講演会、自助共助と総務部長も、答弁で今言ってきてい

るわけなんですけども、それを市民任せではなくて、やっぱり公助である、行政側がもっ

とこうやらないと市民の命守れない、財産守れないという立場に立てば、どういう講演会

を必要だ――必要かとか、どんな訓練が必要かとかということで、やっぱりそこは行政プ

ロですから、さらなる学識者を呼んで、そういった機会を用意するとかということで働き

かけをしてほしいんですけど、対象広げて。その点について改めてお聞きします。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。

○総務部長（鈴木文江君） 遠山議員さんおっしゃるように、やっぱり行政としても、地

域任せばかりではいけないと十分認識しております。当然最初の段階というのは行政も手

を差し伸べさせていただいて、一緒に皆さんを巻き込んで、地域の方を巻き込んでやって

いくのが本当に当然だと思っておりますので、もちろんおっしゃるとおり、行政側もしっ

かりとみんな地域の皆さんと一緒に取り組んでいくという意識でおりますので、これから

も講演会であったり、訓練であったりというのは、もちろんそのつもりで進めていきたい

と思っております。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 確認しました。次の２点目なんですけど、本田さんも言いま

した。高齢化が進んでいる中で、自主防災会ですとか地域住民も高齢化が進んでいる中で、

私今回提案する――提起するのは、学校ですとかあと地域・福祉現場など各分野での防災

に関して、人材育成に向けたさらなる取組を求めておきたいと思うんですが、その点の所
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見を求めたいと思います。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それではお答えをさせていただきます。地域の防災の人材

育成に向けてという御質問であります。例えば、学校に向けた防災士育成という取組につ

いては、学校からの要請により、避難訓練と合わせての出前講座であったり、子ども青少

年課と連携しまして、放課後子どもクラブでの防災講座を実施しておりまして、先日、宮

和田小でしたか――やったんですね。そうしたところ、非常に好評だということで、子ど

もたちもよくその防災の講座に耳を傾けていただいたということで、学校のほうからも本

当にお褒めの言葉をいただいたところでもあります。そういった講座を通じて、そういっ

た防災意識の向上につながるものだと思ってます。防災人材の育成は、受動的ではなく市

が能動的に行っていく必要があるかと思います。防災講座を効果的に実施するためには、

参加者には一定のレベルの防災意識が必要であると考えてます。防災育成人材の――防災

人材育成の前段階として、市民一人一人の防災意識の向上を図るべく、市内全域としたシ

ェイクアウト訓練も昨年度を実施――今年度実施をしたところでもあります。様々な視点

から防災意識の醸成に向けて、防災人材育成のほうに取り組んでまいりたいというふうに

考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 例えば防災に関する人材育成という点で、知力・体力にすぐ

れ、地域に明るく、周りの人たちを――地域をよく知ってて、周りの人たちを元気にさせ

てくれる、その中学生にちょっと焦点を当てて、防災の担い手として適任だというところ

で、実は議会事務局のほうで全議員に配ってくれている自治体ワークスという雑誌が月刊

誌があるんですけども。とてもいつも参考になる記事が――地域の活動ですから、とても

参考にしてるんですけれども。そこで、しっかり載ってたんです。後で見ていただければ

と思うんですけど、荒川区は全ての中学校に防災部という部活が設置されたという、それ

までの経緯もあるんですけれどもね。ぜひ参考にしていただけたらと思いますけれども、

その点、教育委員会かな。私、教育長にも答弁求めてるんですよ、いかがでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 教育部長、井橋貞男君。〔教育部長 井橋貞夫君登壇〕

○教育部長（井橋貞夫君） 遠山議員の御質問に答弁いたします。防災教育という観点で、

まず小中学校の取組を答弁させていただきます。学習指導要領には、各教科等の学習と関

連づけて防災を含む安全に関する資質、能力の育成を目指すことが示されております。小

学４年生の社会科では、地域の関係機関や人々が自然災害に関し、様々な協力をして対処

してきたこと。今後想定される災害に対して様々な備えがされているということを学習し

ております。また、小学５年生の全児童がタブレット端末を活用してマイタイムラインを

作成することで、災害発生が予見される場合の、避難行動等について学習を行っておりま

す。さらに、中学の地理では、東日本大震災で被害を受けた被災地の復興のために、自分

たちでできることを考える学習を行っているところでございます。また昨年 12 月に、戸

頭中学校では、地域の方と一緒に実践的・実効的な救急処置について学ぶ防災教育を実施

したところでございます。高齢化が進み、災害発生時には支援を必要とする方が多くいる
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ことが予想されます。地域の一員として自分たちに何ができるか、災害時にどのような行

動をとることができるかを考える場となりました。今後、このような活動につきましても、

ほかの学校に広めていきたいと考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 教材というか学習という流れの中で、そういった経験はでき

ると思うんですよ。？指導要綱？にも入っているという問題――課題だと思っています。

荒川区は、平成 24 年に公立の南千住第二中学校が、防災を通じて地域のつながりを持つ

ことを目的として始まったということで、最初はレスキュー部という部活と言えるのかな

――部活動で自立的な行動力を養い、災害対策を自分事化するということで、とても充実。

それが全ての今、公立中学校に防災部として設置されているということで、いやこれは貴

重な活動だなと思って感心したところなんです。上から押しつけるというわけにはいかな

いと思いますし、あくまでも、こういった事例があるよということで、自主防災会も、あ

と自治会ですとか民生委員の方も本当に高齢化が進んで、下手すると自治会も抜けたいと

いう、そういう声も現実起きているという今の現代と言えることだと思うんですけど。そ

ういう意味では、子どもたちの――子どもの頃からの、そういった経験というか、とても

大事だし、また子どもがここに中学生でも来たら、みんな「わー、よく来たね」となると

思うんですよ。それだけ地域にとっては明るいコミュニティーづくりにも？寄与？するよ

うな効果はあると思いますので、今後のぜひ参考にしていただけたらと思います。それか

ら総務部長、斉藤次長からの答弁の中でも、自助共助については周知啓発を行うという、

この間、答弁がありました。今議会では 22 人中、９人が防災について質問しているわけ

ですけれども、それだけ関心度が高いあらわれでもあり、喫緊の課題だというふうに共通

認識――全ての議員、もちろん職員の皆さんとも共通認識を持たれていると認識しており

ます。昨日の落合議員からの危機管理課ということで提案されましたけれども、私ども共

産党、今日傍聴に見えてますけど、○○○○も再三、もう危機管理課に格上げして職員も

しっかり配置して、いざというときのためには、みんなで動けるようにすべきだというこ

とで声を届けてきたわけなんですけれども。昨日、県のほうに確認しまして、どのくらい

切り替えてきてるかって、ちょっと聞いてみたんですよ。そうしたら、グーグルネットに

出てますということで、私もそこで見たわけなんですけど。県内の 44 市町村の中、32 市

があって、そのうち 26 の市で危機管理課または防災課――小堤議員が言ってましたけど、

防災課にも変えています。この件も――この点も、私たち共産党会派としても繰り返し求

めてきたわけです。職員の増員を含めて検討を――中村市長には積極的に検討していって

いただきたいと思います。これ私通告していないので、答弁は結構です。

〔笑う者あり〕

○23 番（遠山智恵子君） でもここでやっぱり流れで、議会は一つだから、いいことは

いいで本当に私も念押しておきたいな、これは全ての議員の共通――課題だというふうに

受け止めていただいていいと思います。よろしくお願いします。

○議長（岩澤 信君） 遠山議員、質問をお願いします。

○23 番（遠山智恵子君） それでは、次の質問に移ります。２点目の地域公共交通問題
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について入ります。２月１日の広報とりでで、今回のダイヤ改正が知らせれました。市民

の反応がどうでしょうか。私は桜が丘の方から、何なんだって、ちょっと怒りの声をいた

だいたわけなんですけれども、担当課のほうではどうでしょう。市民の方から声は届いて

いるんでしょうか。届いているとすれば、どのように受け止め応えていくのかをまず伺い

たいと思います。

○議長（岩澤 信君） 都市整備部長、浅野和生君。〔都市整備部長 浅野和生君登壇〕

○都市整備部長（浅野和生君） それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきま

す。今回のコミュニティバスのルートダイヤ改正でございますが、既に御案内のとおり、

2024 年４月１日に働き方関連――働き方改革関連法の自動車運転者に対し――自動車運

転者に関する猶予期間が終了し、あわせてバス運転士の労働時間等の基準が改正されるこ

とにより、運転手不足が一層深刻になる、いわゆる 2024 年問題を原因として行うもので

ございます。新たな運転手の拘束時間の上限規制を遵守しながら、運転手不足の中でコミ

ュニティバスの運行を継続するために、減便または経路の効率化などで運行時間の短縮を

図ることなどを主な改正内容としております。今回の改正を市民の皆様にお知らせするた

めに、１月 25 日から市のホームページに、また、広報とりで２月１日号の１面と２面に

改正内容を掲載したところ、約１か月間で十数件の御意見を電話やメールなどによってい

ただきました。その内容といたしましては、利便性が高まったと御好評をいただいたもの

や、運転士不足が理由であればやむを得ないと事情を御理解くださる声がありましたが、

その一方で、中央循環西ルートの終点が、取手駅東口からウェルネスプラザに変更される

ことに反対する御意見、東北部ルートで桜が丘回りが廃止されることに反対する御意見な

どがございました。こういった御意見に対しましては、その都度、今回の改正の背景や、

一般の路線バスとの競合を避けるための、このような措置であるということを御説明させ

ていただいているところです。今後、改正日の４月１日を迎え、さらに御意見が寄せられ

るものと考えてはおりますけれども、いただいた御意見は真摯に受け止めさせていただき

まして、今後の交通政策の参考にしてまいりたいと、このように考えております。〔都市

整備部長 浅野和生君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 私も苦情を届けてくれた市民の方には、議員は何やってたん

だなんて言われちゃったんですよ、実は。でも、秋の頃から、この 2024 年問題だという

ことで、議会のほうにも説明はあって、働き方改革というところでは、やむを得ない面も

一つあるんだということでね。ただ、これはこれで市民の立場から声を直接まずは届けて

ください、議会は議会で――これまで改選前は建設常任委員会のほうでも十分丁寧にやっ

て取り組んできましたんでね、それも議会の中の提言というふうに受け止めていただいて

いると思っていますけれども。これからまた、計画づくりということで、私も承知はして

おります。ぜひ、市民の声、応えていく立場で丁寧にやっていただければと思います。あ

と前回、いつでしたっけ、アンケートをとりましたけれども、本当にバスを利用している

人しかとってなくて、本当の意味でのアンケートではなかった。あのときも私は言いまし

たけど、ちょっとやっぱり市民の声をいかに広く聞き入れるかというか、まずはそこを基
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本に置いていただきたいなと思います。あと地域に出向いて直接声を聞くワークショップ

のようなものも――ようなことも取り組んでいっていただきたいと思います。その辺は要

望とします。次の２点目の質問なんですけど、免許返納に対する取組が県内市町村で進ん

でいます。私ども共産党の江尻加那議員が、よくこういった情報を一覧にして届けてくれ

ているんですけれども、取手市は、70 歳以上でコミバスの定期券 3,000 円で３か月利用

できる。これはこれで、免許返納のときだけじゃなくて、１回で打切りだとか、そういう

市町村もあるんですけど、でもそういう意味では、一定理解はできてはいます。ただし、

コミバスがこうやって減便されている中で、コミバス使いたくても使えない地域であった

り、そういう市民もいるわけなんで、そういう意味では、例えば一覧表を見ますと、常陸

大宮ですとか常陸太田市では、コミバスまたは路線バスまたはと、そこで市内タクシー利

用券１万 2,000 円分を返納後３年間交付するとか、それから常陸太田市では、バスのＩＣ

カードまたは市内タクシーなど、結局、バスをあまり利用できない人というか、でき――

しない人にはタクシー券の利用券を１万円分、返納後３年間交付するとかってあったんで

すよ。取手市は先ほど言ったように、一定のやっているとは思うんですけれども、こうい

った現状があります。その点について、どうでしょうか、所見を求めたいと思います。

○議長（岩澤 信君） 都市計画課長、大久保益雄君。

○都市計画課長（大久保益雄君） ただいまの質問にお答えします。取手市のシルバーパ

スにつきましては、御案内のとおりの制度でございますが、こちらにつきましてはシルバ

ー――普及のため、取手警察署の御協力の下、運転免許を返納された方に対して、シルバ

ー割引のＰＲを兼ねて、コミュニティバスの時刻表を配付したなどの取組も行っていると

ころです。そのほかのサービスについて、いろいろ御提案いただきましたが、やはり取手

市としましては、公共交通の観点からいえば、そういった方々も安心して暮らせるように、

町の交通の便利性の維持とか向上を目指していく方向で、なるべくふだんの――不便のな

い方向を目指していきたいなというふうに考えております。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） いろいろな取組も、市町村で取り組まれてるということもぜ

ひ認識していただいて、検討課題にはしていっていただきたいなというふうに思います。

次の３点目なんですけれども、高須地区の問題です。10 年もの間、路線バスもコミバス

も走らない。高須地区の要望に応えず、空白地域にしてきた。前回、最後の改選前の 12

月定例会でもこの問題取り上げました。そこに全部長・全次長いるというようなことで、

私も言ったんですけれども、何らかの対策は急務だと思っています。市民への移動権の保

障、どう考えるのかという観点からも、この点について、その後検討されたんでしょうか。

中村市長も選挙のときには、高須地区で何とかしますと演説したんだ、だから１票入れた

という話もありました。いやこれ、切実なところではあるんですよ、本当に。市民の要望

に応えてくれる人をということ、あるんですよ。その点どうですか、検討されているでし

ょうか。

○議長（岩澤 信君） 都市整備部長、浅野和生君。

○都市整備部長（浅野和生君） お答えさせていただきます。高齢化の進展に伴いまして、
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自家用車の運転が困難となった高齢者が増加をいたしまして、これまで公共交通の需要が

あまりなかった地域でも移動のニーズが高まっているものと認識しております。限られた

予算の中で、市内全エリアを漏れなくコミュニティバスのルートの中に全て組み込むとい

うことは不可能でございますし、物理的にバス車両を走らせられない地区というものもご

ざいます。また、そもそもバス運転士不足が改善されなければ、増便もルートの増設も困

難な状況ということもあります。しかし、したがいまして、既存の公共交通だけで今後の

移動ニーズを全て満たしていくということは、あまり現実的ではないと考えております。

そうしたことから市としましては、既存の公共交通のほかに、自家用有償旅客運送や、企

業、学校などの送迎サービスなど、地域にある輸送資源を総動員して、その連携と役割分

担によって市民の皆様の移動手段を確保するなど、地域のあるべき公共交通の方針を示す、

地域公共交通計画の策定に向けた調査を来年度から進めてまいりたいと思います。そして、

将来あるべき姿という計画を策定していきたいと思っております。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） そうすると、空白地域にしてきて 10 年たったんで――たつん

ですけれども、さらにもう１年、空白地域ということでやるってことなのよね。そんなお

じぎしなくて結構ですよ。高須地域の皆さんも何とかやってきていたんですよ。でもやっ

ぱりもうちょっと限界だといわれて――高齢化が進みますよ、10 年たったんですからね。

そういう意味では、同じ取手市民であり、納税者ですよ、皆さん。納税者だったという人

もたくさんおられますよ。

〔笑う者あり〕

○議長（岩澤 信君） 年金者、無税になるから。でもさ、そこでやっぱり丁寧にやるべ

きですよ。これからアンケートをとってなんていったら、長引くわけでして、私、12 月

定例会で提案したのは、タクシー券、今、常陸大宮ですとか事例を出しましたけど、月

1,000 円でもいい。福祉タクシーは 1,000 円にはならないんですよね。それも値上げして

ほしいんだ。これ、往復したらば 3,000 ぐらいかかっちゃうという、藤代の人の声も聞い

ております。それはまた違ったところなんですけどね。福祉タクシーとなると。でもこう

いったことももう実際あるわけですから、制度は。やっぱり空白地域にしてきたというと

ころでは、やっぱり思い切って、一定ルートを改正する。１年間の間でもいいから月

1,000 円なら 1,000 円のタクシー券ですとか、本当に必要な人でいいんですよ。うちは何

とかやれてるよといううちだったらばいいんですよ、そこは。御協力ありがとうございま

すということで。でも本当に困ってる人がいるわけでして、そういう意味で、元気な高齢

者をつくる意味でも、やっぱり移動権の保障をしていただきたいということで、また６月

議会に取り上げていきたいと思いますので、検討していってください。よろしいでしょう

か。

○議長（岩澤 信君） 都市整備部長、浅野和生君。

○都市整備部長（浅野和生君） お答えさせていただきます。高須地域の方々からも要望

いただいております。いただいている中で、高須地域に限らずに、空白・準空白となって

いるようなエリアがあることはもちろん、私たち承知もしております。そのような中で、
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今後このバス運転手が不足していく中で、この資源をどう利活用していくかということが

これからの時代には求められてくるんだと思います。そのようなところで、決して無駄に

時間を費やすつもりはもちろんございませんけれども、きちんとした地域のＡの地域とＢ

の地域ではお考えも違うところもあると思います。ですので、そういうその地域に――特

性に合った方策というのを見つけていきたいという思いもあって、調査をさせていただき

たく考えております。拙速に――例えば議員、一例としていただきましたけれども、拙速

にそこを決めるのではなくて、きっと長い年月をこれからのこの地域公共交通という柱を

つくっていかなければならないと思いますので、そこの部分で、地域の皆さんの声もお聴

きしたり、手法の検討をしたり、どういうものが一番望ましいのかというのを立てさせて

いただければと思って、来年度調査をさせていただきたいと思っておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 私、コロナになる前ですよ、出前講座を受けたんですよ。都

市整備部の。そのときに本当に台風だったかな、というとき。本当あいにくの天気になっ

たんですけど、全体で 10 名近く集まって開いたんです。そこに市民の方、高須の方、高

須公民館を活用してお借りしてやったんですけど、そのときに、職員のほうから出前講座

に来た職員のほうから、既にタクシーの利用ということもあるのでという、そういう説明

も実は受けていたんです。それはどうなった、どうなったという追っかけはしませんでし

たけど、その場での。やっぱり職員が職員としても歩み寄った形で市民の要望に対して、

こう答えて――答えようとしてくれたという、私はいい意味でとらえておりますけれども。

もうそういったこともあったんで、本当にさっき言ったように、単なる計画つくればいい

じゃなくて。地域に出向いて、意外と取手市はそれ少ないんですよ、出向いてワークショ

ップなり、そういったので大いに声を取り上げて吸い上げていっていただきたいというこ

とで、そのことを言っておきたいと思います。でもぜひタクシー券、私ちょっとこれはこ

れで本当に困った人がいるという場合は、対応してもらいたいなというふうに思っていま

すので、検討はしていただければと思います。

次の質問に移ります。３点目の介護保険制度についてです。今回、私もなるべく傍聴さ

せていただきました。施設長であったり、ケアマネの中心になっている方も本当にその立

場でリアルな発言もあったというところで、とてもありがたいなと私は思いながら聞いて

参加させていただき――参加といっても、あくまでも傍聴ですから聞くだけですけれども、

聞くことができました。そういう意味では、今回の第９期取手市介護保険事業計画の特徴、

どんなふうになるのか、働く側の立場であったり、今、新聞報道でも訪問介護報酬引下げ

というところで大々的にニュースが流れて新聞報道でもいろんな新聞でも声が届いており

ます。そういう意味では特徴はどうなんでしょう。で、利用者にとってはどう変わるのか

含めて、お答えいただければと思います。

○議長（岩澤 信君） 福祉部長、彦坂 哲君。〔福祉部長 彦坂 哲君登壇〕

○福祉部長（彦坂 哲君） それでは、遠山議員の御質問に答弁いたします。第９期に当

たる取手市介護保険事業計画の特徴ということですが、介護保険法においては、厚生労働
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大臣が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めること

とされておりまして、市町村はその基本指針に即しまして、３年を１期とする当該市町村

が行います介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画であります市町村介護

保険事業計画、こちらを定めるものとされております。今回、取手市が作成いたしました

第９期取手市介護保険事業計画、こちらにつきましても、厚生労働大臣が告示いたしまし

た基本指針、こちらを踏まえて作成しております。国の指針の内容ですが、まず、介護サ

ービス基盤の計画的な整備について、中長期的な地域の人口動態や介護ニーズ、こういっ

たものの見込みを適切に捉えることとされています。第９期の計画期間中に、いわゆる団

塊の世代と呼ばれる皆様が全員 75 歳以上となります。さらに全国的には、高齢者人口の

ピークは 2040 年とされておりまして、85 歳以上の人口が急増し、医療、介護、それぞれ

双方のニーズを有する高齢者などが増加する一方で、生産年齢人口が急減することが見込

まれています。計画においても、2030 年、令和 12 年、さらには 2040 年、令和 22 年、こ

ちらまで様々な推計を見込んで計画のほうをつくっております。次に、地域包括ケアシス

テムの推進に向けた取組、こちらが今回の特徴として挙げられます。ここ数年で、今後の

認知症高齢者の増加、さらにヤングケアラー、こういったものが注目されまして、家族介

護者の支援が重要視されております。地域における様々なサービスの担い手の確保ととも

に取り組むべき内容となっております。最後に、国がポイントとしたのは、地域包括ケア

システムを支える介護人材の確保と、介護現場の生産性の向上となります。介護保険の構

造的な問題である人材確保、こちらを国も引き続き重要視していることが分かります。な

お、このポイントにつきましては、都道府県が時期を同じくして策定する都道府県介護保

険事業支援計画に定める事項が多く含まれております。以上が、国が示した点のうち、特

に市町村が担うべき事項を踏まえて、取手市第９期介護保険事業計画を策定しました。以

上となります。

〔福祉部長 彦坂 哲君答弁席に着席〕

○福祉部長（彦坂 哲君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 特徴的なところは分かりました。介護保険が始まる前でした

か、茨城県は地域ケアシステムというような、そういった保健、そして福祉、医療との連

携ということで、当時は旧藤代町時代なわけで、そういう意味では、藤代庁舎の周りには

保健センターがあり、社協があり、そこで、もう何か困ったという連絡が入ると、もう常

にぱっと連絡して、取りあえずヘルパーいるんだったらちょっとあそこ行ってということ

で、そういった要素、私も本当にリアルに目にしてきたという経緯がありまして、それが

介護保険が始まって、ちょっとまた崩されて、今またそれが戻りつつあるなというような、

今、部長の答弁から聞いたところです。これからの障がい者福祉の点でも、そういったと

ころはもう最重要視される医療、福祉――何だっけ、介護というところで取り組んでいか

なければならないというところでは、その辺は大いに期待しながら、また行政側もそうい

った意味では大変かと思うんですけれども、ぜひ連携を取っていただきたいというふうに

思います。２点目の――そういう意味では人材確保って今部長からありましたけれども、

それと逆行するのかなってちょっと心配になるのが、訪問介護報酬引下げが行われるとい
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うことで、大分、新聞報道されております。それに対する影響は、担当課としてはどのよ

うに受け止めているのか、まずお聞きします。

○議長（岩澤 信君） 高齢福祉課長、秋山和也君。

○高齢福祉課長（秋山和也君） 遠山議員の御質問に答弁いたします。今回の令和６年度

介護報酬改定において、各サービス別に見ますと、訪問介護の基本報酬について、身体介

護、生活援助、通院等乗降介助の全てで、報酬の単位数が現在の単位数から減となってお

ります。一方で厚労省は、処遇改善加算の加算率の引下――引上げにより、この減額分を

カバーする考えを示しておりますが、基本方針の引下げについては、発表を受けて様々な

議論がされていると報道されております。議員の御質問の引下げによる影響についてです

が、この改定された報酬が適用されるのは、令和４年――失礼しました、令和６年４月利

用のサービス分からとなります。この改定が市内の訪問介護事業所のサービス提供にどの

ように影響するかも含め、保険者であります取手市としては、市内の高齢者、被保険者に

対するサービス低下がないよう、各事業所の状況については注視していきたいと考えてお

ります。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 今すぐは分からないだろうけれども、推移を見ていくだけで

はちょっと何か大丈夫かなと心配するところなんですけれども。市としては、何か対応策

というか、ただ推移を見見ていく、注視していくというだけしかないんですか、やっぱ国

からのですから。今、厚労省のほうで何か処遇改善の加算率を 2.1％に引き上げる。だか

ら、何とかとんとん行くはずなんだというような、そういった報道も、受け止めていると

ころなんです。でも、現場、何か所か聞いて回りましたらば、事業所によっては加算にな

るから大丈夫です、心配されなくても、というところと、いやこれは大変な問題になりま

すよ、ちょっと小規模のデイサービスをやっているようなところは、もうダメージは大き

いはずだということで、現に人材が介護職員の不足というのが――人数が減っているとい

うことが、これずっと一貫して全国の課題になってきてたはずなのに、その辺との影響と

いうのは大きくあるんだろうなと私は心配してるんですけれども。どうなんでしょうか。

これまで取手市は幸いにして事業所の閉鎖はありませんという説明を委員会とかでされて

受けてはきたんですけど、その辺のちょっと危惧というか、心配されません。それだけ。

○議長（岩澤 信君） 福祉部長、彦坂 哲君。

○福祉部長（彦坂 哲君） 介護保険の介護現場の人材不足ですとか、そういった部分に

つきましては、施設の規模であったり形態であったり、先ほど議員からもございましたが、

それによって様々だと思います。それに対して、今後どんどん国民の皆さん、年齢高齢化

が進んでおりまして、人材確保ということは、全国において課題となっているということ

は認識しております。一方で、このサービス別の報酬単価、こちらに関しましては全国一

律のものでして、一保険者である取手市がこれを改めるもられるものではない、このよう

に我々としては捉えておりますし、そういう仕組みとなっております。今回、介護保険の

改正によって変わる様々な事項につきましては、引き続き、国の行う制度として国民的議

論が必要だと考えますが、そういったものも含めて、引き続き注視してまいりたいと思い
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ます。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） そういう意味で、市がやれるということは、県の課長会議で

すとかいろいろありますよね。そういう場で、国保なんかでもそうなんですけど、国に声

届けているんですよというのは、委員会で説明聞いたりしてたんですけど、ぜひ介護保険

関連でも、これもう国が決めたから終わりじゃなくて、いや現場はこうやって困っている

声もあるとか、担当課としては心配だというような声も県を通してでもいいんで、ぜひ、

それが今市でやれることなんじゃないかなと、実は私は思っていたんです。ぜひそういう

立場で積極的に声を届けるという立場で取り組んでいただきたいと思います。３点目の提

起してきましたケアマネジャーの不足解消策として、私、９月議会でしたか取り上げたの

が――提案したのが、ケアマネ更新のときにかかる――いろいろ費用がかかる、７万

5,000 円とか８万円かかるという声もあったんですけども。あと休まなきゃならないとい

う、そういう意味では市の支援策を求めたわけなんですが、その後検討されたかどうか、

その点について答弁をいただきます。

○議長（岩澤 信君） 福祉部長、彦坂 哲君。

○福祉部長（彦坂 哲君） 御質問に答弁いたします。これまでも遠山議員より、市内事

業所への介護支援専門員の定着のためにも、市内に勤務するケアマネジャーのその資格の

更新をする際などに要する経費を、市が一部助成する制度の導入を提案していただいてお

ります。御提案の事業につきまして、これまでに東京都内の特別区などで行われているこ

とを確認するとともに、茨城県内におきまして、44 市町村のうち、現在では１自治体が

実施しているということを確認しております。引き続き、近隣自治体の導入状況、また実

施自治体における効果、こういったものも含めて、調査研究のほうを続けてまいりたいと

思います。以上です。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 何かとあまり芳しくない答弁のときには、近隣自治体を注視

してという、誰かどなたか言ってましたけど、すぐそういう答弁になるという。取手も我

孫子とかつくばみらい、牛久のほうからもケアマネジャーを借り出し――借りてるよとい

う、そういう実態もついこないだ聞いたばっかりですしね。そういう意味では、ぜひ積極

的に、あそこがやってるからここはやってないからとかじゃなくて、取手市の現状、実態

を踏まえた上で、改善策をぜひ――それって、取手市の姿勢なわけなんですよ、政治姿勢

って私たちよく言いますけど、それが、頑張って――自分たちに一生懸命、的を向けてく

れている、じゃあ頑張ろうかなあというところにもつながりますんで。先日の委員会の中

では、取手市の包括はとてもよくやってもらってるというのが分かったんですという、副

委員長のほうからそういった発言もあって。周りで聞いていたあと私たち傍聴者は、本当

にそういう話聞いて、やっぱりうれしいんですよ。そういう意味でも、やっぱり励みにな

るような、取手市頑張ってるよ、こういうことでやっていきますよという、高齢化だって

34％だっけ――高いわけですから、取手市の現場を踏まえた積極的な政策といいますか、

姿勢を示していただきたい。だから、私はあえて７万 5,000 円に対して幾ら支援したらな
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んていう金額までは私は求めておりません。ぜひ姿勢を示していただきたいというふうな

ことです。そういうことで、また引き続き頑張りましょう。

最後、４点目の藤代小放課後子どもクラブについての質問に移ります。どちらかという

と、これが一番の目的かなと思うくらい力入ってます。こういうとき教育長、目を合わせ

てくれない。〔笑う者あり〕

○23 番（遠山智恵子君） やっぱりそうですよ。子どもたちに言ってるでしょうよ、目

を見て話ししようと。住まいは人権という観点で見れば、まさに子どもたちが、ただいま

って帰るんですよ、子どもクラブって。放課後――昔、私たちも子どもを育てながら学童

保育といってたんですが。ただいまといって、ランドセル、ぱーんと部屋の中に置いたり

して、ほらほらほらなんて、支援員が――指導員が声かけてくれたりして、親としては本

当にありがたいなと思って、３人の子どもを育ててきました。そのただいまと帰る子ども

クラブは、いわゆる放課後、子どもたちにとっては家と同じ住まいといえます。この生活

の場である放課後子どもクラブ室内にトイレがないのは、児童の人権侵害に当たるんじゃ

ないんですかって、私は市民の方から指摘されたんですよ。ショックでした私、そうかそ

ういう意味もあるんだな、そういう角度で見なきゃいけないんだなと。今までも藤小の子

どもクラブができてからずっと――もう 20 年近くなるんですけど、ずっとこの問題取り

上げてきました、お母さんたちと。改めて、どのように受け止めます、この市民の声。

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。

教育部長、井橋貞夫君。

○教育部長（井橋貞夫君） 遠山議員の御質問にお答えいたします。遠山議員からは、放

課後子どもクラブの件、これまでも何度も御質問いただいております。藤代小学校放課後

子どもクラブのトイレにつきましては、体育館の外トイレに加えて、子どもクラブ室に隣

接する体育館、玄関内の多目トイレを使用しております。また、体育館の外トイレを使用

する際には、支援員、補助員が必ず児童に付添いまして、安全面に配慮しております。ま

た、トイレ使用をする際に際しまして、集団生活におけるルールとして、児童が職員に声

かけすることとしております。また、今年の２月からは、藤代小学校の学校長と協議しま

して、校舎内の利用可能な教室をクラブ室として現在利用させていただいております。主

に３年生から６年生までの児童が利用しているといった――状況です。現行のクラブ室で

は、主に１年生と２年生の児童の利用となり、職員からは、児童への目がより届くように

なり、クラブ室を分けたことによりトイレの付添い回数も減ったといった話もありました。

今後も、児童の安全確保を考慮した対応を継続して行ってまいります。以上です。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） 藤小クラブ、藤代小の子どもクラブはもう本当一つの部屋な

んで、もうよく支援が怒鳴っているなんて職員から言われて、当たり前だって私は言った

んですよ。子どもが一つの部屋に、わーってあの頃 100 人登録してたのが、今でももう１

番多いところで 60 人きてる。で、そういう中で大きい声出さなきゃ通らないというのを

分かんないなと、そのためにはどうあるべきかといって、私は天井板変えてもらったり一

級建築士無料で見てもらった。対応簡単ですよといって。それはもう教育委員会もすぐや
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ってくれましたよ。雨降ってたって何だってトイレがない分、水道もなかったんですよ部

屋に。外の靴履いて、履きかえて外のベランダのそこで手洗って、はい、おやつなのよ。

いや本当にこのコロナの前だったからよかったんで、もうＯ－157 だってあったし、本当

に、それでＯ－157 があってかな、せめて手洗いはと言ったら水道はつけてくれたんです

よ、部屋の中に。あとはトイレ、ちゃんと設計もされて、部屋も確保されています。男の

子、女の子ということいで、それなのにいまだつくっておりません。で、藤小、校長も協

力してくれて、今、部屋使ってくれてるというんですけど。私、てっきり子ども教室と児

童クラブに分けてくれたのかなと思ったら、違うの、長塚課長。現場よく知ってるんだも

ん。そうじゃないの。学年で――ごめんね、学年で分けたというだけですか。確認。

○議長（岩澤 信君） 質問でよろしいですか。よろしいですか。答弁を求めます。

子ども青少年課長、長塚逸人君。

○子ども青少年課長（長塚逸人君） 遠山議員の御質問に答弁いたします。校舎内の新し

く学校からお借りした子どもクラブ室については、３年生から６年生までの子どもクラブ

の利用児童をお預かりするような部屋となっております。子ども教室につきましては、こ

れまで同様、実施する際に、体育館やグラウンド、それから特別教室などをお借りして実

施するような形をとっております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） いや教室借りられたっていうから、よかったねと思って、私

は文科省――内閣府でしたっけ――が示した子どもクラブ――子どもクラブじゃなくて子

ども教室と児童クラブに分けられたんだなと、単純に受け止めたわよ。全然違うじゃない

ですか。要はまとまりやすいように、異年齢児が一緒に生活するというよさもこの子ども

クラブではうたってたはずなんですけど。児童クラブのよさという、子ども教室のよさと

いうのも、異年齢児で交流できるという。ただそれを静かにさせるために、見やすいため

に、高学年と中学年も一緒ですけど、３年から低学年と分けたという。支援員が見やすい

ように、そういうふうに分けたということですか。あと、この小学生が児童が、先生トイ

レに行きますよなんていうことがルールなの。私は元保育士なんですけど、子どもが、

「先生、おしっこ、トイレ」、「トイレなら行っといで、一々言わなくてもいいんだよ、

自分でトイレ行きたいと思ったら行っておいで」と私は言ってきたんですよ。そういう保

育してきたんです。それが、学校に行ったらトイレに行きますって言わなきゃなんないの、

そういうルールを作ってんの部長。なにをやってんだろうと思っちゃう。学校教育は、だ

って自立心を育てるんじゃないんですか。学校の勉強だけじゃなくて、だから、私たち議

会は、こういった子どもたちだけじゃなくて、市民の施設環境だったり環境整備を私たち

やらなきゃいけない。整えて――整備させるためにこうやって議会で取り上げていくわけ

なんですよ。教育面であれやれこれやれなんていうことは、ちょっとそこはタブー視しよ

う、もちろん反動的な教科書なんてなったときはこれは大問題ですから、きちっと声を届

けていかなきゃいけないと思ってますよ、議会として。でも、そうじゃないところでは、

いかに子どもたちが学校教育を受けられ、本当に自立心が育つようなそういう教育の場に

なるように、私たちは施設整備に、また予算――教育予算を増やすようにということで声
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を上げていくんですよ。それが役目だと思っています。今の部長、ちょっと間違ってるか

らね。結局、そういう環境にしてるんですよ。雨の日降ったときだって、子どもたち、わ

ざわざ上履きから靴に履きかえて、支援員も１人ついてますよ。〔チャイム音〕

○23 番（遠山智恵子君） でもベランダで待ってるの、傘さして。

○議長（岩澤 信君） 遠山議員、残り時間もなくなってきてますので、質問をお願いい

たします。

○23 番（遠山智恵子君） いや、こういう答弁が出てくると思わなくて、びっくりしま

した。ちょっと考えたほうがいいですよ。ただトイレだけの問題じゃなくなってきちゃう

わ。あと、２点目の角度を変えてお聞きしますが、これ大事なんだ。今回の目玉です。ト

イレの見守りとして、他のクラブより支援員を１名多く配置してまいりました。平成 20

年建設されて、４月開所したら、もう親のほうから請願――次の６月議会で請願が出まし

た。議会は賛成しました。採択しました。その後、いつから何月からだったか分からない

けれども、１人配置してくれたんです。平成 20 年４月、クラブができてすぐ６月定例会

に保護者から請願が提出され、採択されました。請願理由の中に、不審者などによる犯罪

が多々報道されている昨今、監視の及ばない屋外トイレを使用することは防犯上危惧され

るところと、当初から市内にトイレ設置が求められております。で、今日まで来ちゃった。

この少し後にトイレ対応のために１人多く配置されたと思うんですが、今日まで、今日ま

での支援にかかった予算総額をお聞きします。今回のこれが目玉だったんだ。

○議長（岩澤 信君） 教育部長、井橋貞男君。

○教育部長（井橋貞夫君） 藤代小学校の放課後子どもクラブは在校生の利用割合の高い

子どもクラブの一つでございます。毎日多くの児童に利用されておりまして、そのため、

ほかの放課後子どもクラブよりも職員を多く配置し、児童の安全確保に努めております。

で、職員の配置……

〔澤部議会事務局次長ベルを２回鳴らす〕

○教育部長（井橋貞夫君） （続）につきましては、一定の配置基準がありますけども、

子どもクラブの実情や児童の状況に応じて増員等を行っております。

○23 番（遠山智恵子君） 金額だけ言ってください。

○教育部長（井橋貞夫君） 御質問のあるように、藤代小学校の放課後子どもクラブは、

他の子どもクラブに多く職員を配置しております。ただ、トイレの見守りだけの職員の配

置は行っておりません。トイレの付添いは放課後子どもクラブの支援員、勤務している支

援員全員で対応しておりますので、そのトイレの付添いだけの――で配置した報酬を金額

を算定するのは困難と言えます。以上です。

○23 番（遠山智恵子君） 年間、年間……

○議長（岩澤 信君） 遠山智恵子さん。

○23 番（遠山智恵子君） （続）年間にして大体 100 万。そしたらもう 10 数年たってる

ということは、もう相当、もう 1,000 万超えてるんですよ。それは担当課と打――打合せ

というか前もって相談して話してきましたよ。それを考えれば、トイレはすぐつけられる

はず。
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〔澤部議会事務局次長ベルを３回鳴らす〕

○議長（岩澤 信君） 以上で、遠山智恵子さんの質問を終わります。

〔笑う者あり〕

○23 番（遠山智恵子君） 市長、よろしくお願いします。子ども政策室。そこでやって

ください。

〔笑う者あり〕〔発言する者あり〕

○議長（岩澤 信君） 最後に、佐野太一君。〔６番 佐野太一君登壇〕

○６番（佐野太一君） 日本共産党、佐野太一です。何かとっても雰囲気が――大丈夫で

す。〔笑う者あり〕

○６番（佐野太一君） 最後になりますので、皆さんお付き合いお願いいたします。あと、

今日このような天候と時間にもかかわらず、傍聴にお越しくださいました皆様、本当にあ

りがとうございます。あと、今回の一般質問では、思いもよらず一番最終日の最後という

質問になりましたが、この間落ちつかない日々をずっと過ごしておりました。最後の質問

者としてしっかり務めさせていただきますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。

それでは、通告に従い質問をいたします。まずは、農業の現状と展望についてです。前

回の一般質問でも農業の問題を取り上げ、活性化について質問いたしました。現在多くの

農業者は、物価高騰による影響や価格の問題、高齢化と後継者不足などで、次世代の農業

を諦めている方が大変多い状況です。耕作放棄地なども増加しており、農地面積の減少が

進んでおります。農業者の方からお話をお聴きしますと、それぞれの御事情があり、一概

に一つといえるものではありませんが、それでも農業者の皆さんはこれまで引き継いでき

た農地をできることなら守っていきたいというお気持ちは、多くの方から感じ取ることが

できました。そこで今、様々な危機にさらされている農地について、現状や展望をお聞き

したいと思います。まずは、一つ目の質問です。昨年４月の農地法の一部改正により、農

地取得時の下限面積要件の廃止から間もなく１年となりますが、現在のその影響について、

お伺いいたします。

〔６番 佐野太一君質問席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 答弁を求めます。農業委員会会長、倉持光男君。〔農業委員会会

長 倉持光男君登壇〕

○農業委員会会長（倉持光男君） 佐野議員の御質問に御答弁をいたします。質問のとお

り、令和５年４月１日から農地法の一部改正により、農地を取得、借地借入れするための

各要件のうち、下限面積の要件が廃止されました。農地法第３条第２項第１項から第７号

において、農地を取得するための要件の規定がされており、農地の全て効率的利用や農機

具の所有状況、農作業従事日数などの要件がある中で、第５号において、許可後の農地取

得面積が 50 アールに達しない場合の要件がございましたが、この 50 アールの下限面積要

件が廃止されたところでございます。昨年の４月１日からの農地法の改正でございますけ

れども、事前にその情報は私どものところにも伝わってまいりました。ですから、昨年の

１月１日の年頭の挨拶の中で、全ての農家の方に、これから大変なことになりますよとい

うことで、農業委員会報で私がそれを周知したところでございます。もし御覧になりたい
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方は、農業委員会事務局の前にございますので、向こうへ行って、来年――去年のやつを

見せていただきたいということであれば、誰でも御覧になることができます。そのように

して、この農地法の改正は、長年、農業委員会の農業委員の職にある私の中でも、極めて

重大な改正であると認識をいたしました。ですから、先ほども申しましたように、農業委

員会報第 108 号で取り上げさせていただき、農家の皆さんに周知させていただきました。

今回の改正により、新たに農業を始めたい方や、小規模な農業者も農地を取得しやすくな

り、農業への参入がしやすくなることから、新規就農者の増加や兼業農家も増え、新たな

農業の担い手の育成につながり、多様な農業を担う者が増えると考えております。また、

新たな農業者が増えることで、遊休農地の解消にも期待ができると考えております。この

改正により、農地法第３条は、農地を農地として所有権移転するための許可申請であり、

許可を受けて新たな――新たに農地の所有者となった者が農地を永続的に耕作するかどう

か、また資産保有目的での申請ではないか、無秩序な乱開発につながらないかなど、許可

権者として先行きを懸念するわけでございます。農業委員会といたしましても、改正前か

ら新規就農に対する考え方は、総会前に行う小委員会に出席してもらい、営農計画や農機

具の所有状況、農業経験などの確認を取り、さらに担当農業委員による現地確認や聞き取

りなどを行い、慎重に対応してまいりました。なお、実績としては、改正後から現在まで

の許可件数は５件、合計面積は約 4,000 平方メートルで、全て個人による家庭菜園として

の権利取得でございます。以上のことから、現時点では心配していたような案件は申請さ

れておりません。今回の改正により、小規模の農地を取得する者には、これまで以上に慎

重な審査や聞き取りを行っていく必要があると考えております。以上でございます。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） 会長の中でも極めて重大な改正と御認識があると、お伺いいたし

ました。私も同様に、この件いろいろ調べさせていただいたんですが、危機感を感じてお

ります。メリットがある一方、懸念される方――ことも多々あるというお話でしたが、改

正前から新規就農者への厳重な確認や慎重な対応を行っていただけるということ。そして、

現在までの許可件数や面積は少なく、心配しているような案件は現在申請されていないと

いうことで、ここはひとまず安心をいたしております。今後、農業者の状況も変わってい

く中で、取得に関して、これまで以上に慎重な審査、そして聞き取りをやっていただける

というお話を聞きましたので、新たな懸念材料が今後出てくるかもしれませんが、ぜひと

もお願いをいたしまして、ここはこの質問を終わらせていただきます。

続きまして、２番目の農地を守る施策についてお伺いいたします。今の現状、農地を守

る施策、どのような状況になってますでしょうか。お聞かせください。

○議長（岩澤 信君） まちづくり振興部長、野口 昇君。〔まちづくり振興部長 野口

昇君登壇〕

○まちづくり振興部長（野口 昇君） 佐野議員の御質問、農地を守る施策について答弁

させていただきます。農地の確保と適正利用を目指し、国においては、農業振興地域の整

備に関する法律の見直しを進めてられております。また、農業経営基盤強化法促進法も改

正され、各自治体に地域計画の策定が義務づけられています。この二つが今後農地を守る
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施策に大きく影響されてくると思っております。市では、昨年よりこの地域計画の策定に

取りかかったところです。この計画は、将来の農業の在り方を地域内で話し合い、町を荒

廃させることなく、どうやって守っていくかを地域の皆様で話合いをして決めていくもの

です。具体的にはどこの農地は誰が耕作していくかといった未来図を策定することになっ

ております。各地域の大規模農家に離農するによる農地を託していき、そのエリアを地図

で色分けして、将来の耕作者を明確にすることを目的としています。より効率的に営農で

きるよう、農地の交換も視野に入れた集約を議論しているところです。計画を早期に策定

することにより、農地を守る施策の基本部分を確立させていきたいと考えております。ま

た、農地を守る施策として、現在、実質的に取り組んでいる事業としては、多面的機能支

払交付金があります。これは、農業者及び地域住民で構成された組織が行う農地・水路・

農道などの保全管理や、農業施設の長寿命化を図る活動等に関して補助を行うものです。

現在、市之台・貝塚・上高井・下高井地区・上萱場地区・下萱場地区・浜田地区・神住地

区が、主に田畑周りのあぜ道や水路脇の草刈り、用排水路等の泥上げを地域で行う保全管

理活動を実施しております。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） ありがとうございます。農地を大規模農家に集約していき、離農

による農地荒廃にならないように、農地を農地で継続するという観点からは理解できます

が、しかしながら、本来は現在の農業者が離農せずに農地を自身で継続していく、農地を

守るということは、農業者を守るということにつながります。大規模農家への集約という

国の農政に準じるだけではなく、家族経営、兼業農家への離農せずの施策も必要だと考え

ます。そして、多面的機能支払交付金など、現在執り行っている支援は、現状を維持する

ための施策としては大変重要なことでございますので、ともに、これを併せて取り組んで

いただきたいと考えています。例えば、そのためには私思うんですけど、これ学校給食を

介在した取組で、取手のより安全安心に特化したお米の使用を促進していくというのはい

かがでしょうか。有機栽培米や特別栽培米などを学校給食に使うという目的を持った栽培

の支援を図っていくことで、農業者のモチベーション向上を上げていく、こういったこと

もできるのではないでしょうか。こちらをぜひ検討いただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（岩澤 信君） まちづくり振興部長、野口 昇君。

○まちづくり振興部長（野口 昇君） お答えいたします。今、学校給食での使用という

ことでお話をいただきました。取手市内の給食については、取手市産のお米を使用して学

校給食で使っております。またその中で、今言った特別栽培米というようなお話をいただ

きましたけども、以前にも議員の皆さんからこの件については御質問がございました。今、

市内で特別栽培米等を生産している農家さんはいない【「特別栽培米等を生産している農

家さんはいない」を「特別栽培米を作付を行っている農家が少ない」に発言訂正】状況で

す。ですので、そういった取組についても今後はいろいろな関係部署と協議しながら進め

ていきたいと考えておりますが、今現在では学校給食での使用というのはちょっと難しい

という状況です。
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○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） 今すぐには難しいと思います。ただこれ始めないとスタートでき

ない、始めるきっかけは、あるときは必要だというふうに考えますので、ぜひぜひ早急な

御検討を始めてみていただきたいと思います。そして、農地を守る施策という部分では、

一つ懸念してるところがありまして、これぜひお聞きしたいんですが。

〔６番 佐野太一君資料を示す〕

○６番（佐野太一君） ちょっと画像悪いんですけど、営農型の太陽光発電についてなん

です。例えばこれ農地の上にこういった形の太陽光発電、こういうのもそうですね。あと、

こういう感じ、形はいろいろあるんですけども、今、営農型の太陽光発電での農地転用を

目的とした農家への営業やチラシ配布が盛んになっております。主に畑が中心の農地転用

ですが、田んぼでもできなくはないという中で、本来の農地としての転用が太陽光をメイ

ンになり、本当に農地を守っていけるのかと不安を感じております。この件についての現

状とお考えをお伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 農業委員会会長、倉持光男君。

○農業委員会会長（倉持光男君） 御質問に御答弁をいたします。営農型太陽光発電設備

につきましては、議員ご承知のとおり、パネルの下で営農を継続しながら、支柱部分等の

みの面積を３年以内の一時転用扱いとする農地転用でございます。審議に当たっては、通

常の農地転用許可基準や農水省局長通達に基づき、太陽光発電と営農が継続的に行われる

よう、厳正に審査を行い、許可要件をクリアした案件については、許可をしております。

また、許可後は毎年２月末までに営農状況報告の提出が義務づけられており、さらには農

地パトロールにおいて農業委員、農地利用最適化推進委員及び事務局で現地の確認を行い、

許可どおりに行われているか厳重にチェックをしております。先ほど出たチラシの話でご

ざいますが、先日、私のうちにも農地を貸してください、売ってくださいという形で、東

京のほうの業者が新聞折り込みなども入れております。なかなかこれから大変な時期へこ

の 50 アール要件の撤廃に伴って大変な状況にもなってくるのかなというような気がして

おります。なお、当市におきましては、先ほども申しましたように、厳重にチェックをし

ておりますので、許可の実績につきましては、現在までに営農型の案件は４件の許可をし

ておりまして、一時転用面積は合計で約 21 平米でございます。本当の僅かですから、足

元のとこだけですから。あと２件は許可は受けていますけれども、まだ工事に入っていな

いということでございます。メリット・デメリットでございますが、営農型太陽光発電設

備は、環境に優しい再生可能エネルギーの活用が図られるだけでなく、農家にとりまして

も売電による所得向上が期待でき、また太陽光パネルを設置していない状況と比べ、日陰

ができることにより、炎天下での農作業が軽減されたり、土壌の乾燥が防げるため、散水

作業が楽になるなどのメリットがあります。しかし一方で、一時転用であるため、３年ご

とに更新の許可手続ということ、農作物の収量確保や品質の低下、農作業の効率性の低下

といった農業上のリスクに加え、近年、再生可能エネルギーの買取り価格の低下に伴う投

資回収リスクもあることから、農家が一歩踏み込めない状況にあると推察いたします。当

委員会といたしましても、設置の相談や許可申請の手続といった点について、農家をサポ
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ートしていければと考えております。以上でございます。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） やはりこちらもデメリット・メリットがあるということでは、委

員会での厳正な審査や厳重なチェックをしていただけるということで、今のところひとま

ず安心いたしました。しかし今後どのようなリスク、広がっていくのか、まだ予想できな

いことも起こりうる可能性もございますので、リスクがある点なども踏まえて、条件に合

った農業者がいれば、メリットを生かすための御相談やサポートなどを引き続きお願いい

たしまして、全体的に農地を守るということについては、もう少し本当は突き詰めていき

たいんですけれども、今現状、国政に準じた農地の集約ということを中心に、今の取手の

農政、動いておりますので、またこの件は引き続き、またやらせていただきたいというこ

とで、こちらの質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

続きまして、防災対策についてです。１つ目ですが、茨城県地震被害想定調査結果とい

うものが公表されています。今回の議会では、皆さん多くの防災問題取り上げておりまし

て、この調査結果の話も出ておりますが、これについての本市の検証について、お聞きい

たします。

○議長（岩澤 信君） 総務部長、鈴木文江さん。〔総務部長 鈴木文江君登壇〕

○総務部長（鈴木文江君） それでは佐野議員の御質問に答弁させていただきます。先ほ

どおっしゃってくださったように、石井議員の御質問のときにも答弁させていただきまし

た部分と一部重複してしまいますが、改めて答弁させていただきます。茨城県の地震被害

想定につきましては、茨城県において平成４年度から平成９年度にかけて、県内の地震に

おける被害想定調査を行い、平成 10 年３月に公表されて以降、長い間、見直しが行われ

ておりませんでした。しかし、東日本大震災によって、茨城県でも甚大な被害を受けたこ

とや、内閣府による南海トラフ巨大地震、首都直下地震を対象とした最大クラスの巨大地

震モデルの検討、そしてその被害について検討が重ねられているような背景から、茨城県

の人口分布や建物の分布状況、そしてインフラの整備状況などを踏まえて、平成 28 年度

から平成 30 年度にかけて、新たに見直しを行い、その結果を茨城県地震被害想定調査報

告書として公表されました。この報告書によりますと、茨城県で大きな被害をもたらすお

それのある地震としましては、７つの地震を想定しておりますが、その中でも特に取手市

に大きな被害をもたらすおそれのある想定地震は、茨城県南部地震となっております。こ

の茨城県南部地震において想定されます具体的な被害につきましては、人的・物的被害と

もに茨城県でも公表しているほか、取手市地域防災計画の震災対策編にも掲載していると

ころでございます。また、令和４年度に更新いたしました取手市総合防災マップにおきま

しても、新たに掲載いたしました揺れやすさマップや液状化しやすさマップ、こちらにつ

きましてもこの茨城県南部地震を想定したものとなっております。この調査結果の利用に

おきましては、必ずしも想定どおりの地震が発生するとは限らないことや、ここで想定さ

れる地震以外にも甚大な被害をもたらす地震が発生する可能性があるということに留意し

ながら、また近年各地で発生している地震による被害の教訓を踏まえながら、取手市とし

ての防災行政を進めてまいりたいと考えております。以上です。
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○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） 具体的な取組というか、対策――報告書を受けての取扱いについ

てというのは分かったんですけれども。対策・対応という点では、調査結果の反映や掲載

など、例えば総合防災マップへのデータ利用という感じでしょうか、それがちょっと多い

というふうに受け止めています。この被害想定調査結果は、ほかにはもう少し役に立って

いなかったか、検証をしていないか。例えば、避難所や避難経路の見直し、避難所の増設、

新たな設定・行動などの見直しに影響は及ばなかったでしょうか。大変、被害が壮大です

ごく驚いたんです。これだけの被害が出るんだなという中では、その影響の取組というか、

この影響を及ぼさなかった点について、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それではお答えをさせていただきます。茨城県の地震被害

認定調査報告書を受けまして、市として対策や対応が独自にありますかという御質問だと

思います。市としましては、調査報告書内に記載されている被害想定を基に、ハザードマ

ップへの反映であったり、地域防災計画への掲載などを行うことによって、市民の方に広

く、情報の発信という意味で、県の調査を受けて情報発信することが市の役割かなという

ふうに感じておりまして、そういった周知を行っているところでもあります。また、自主

防災組織であったり、自治会そのほか各種市民団体の要請に応じまして、これは先ほど来

からもお話させていただいてるんですけども、いろんな出前講座なんかもあるんですけど

も、そういったところでも地震に関する一般的な対策であったり、対応について、お話を

させていただいているということがございます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） 調査報告書を受けて、ハザードマップの転用ですとか、これだけ

広いことが起きますよという資料を基にした講座などについては分かるんですけれども。

例えばさっき私が言いましたような、例えばそれを受けての市民の方の行動変容、こうい

った行動を変えなければいけないな、見直さなければいけないなという検証がもう少しな

されていればいいかなというふうに感じました。ここはちょっとまた改めて突き詰めてい

きたいと思いますので、次の質問に移らせていただきます。

次、指定避難所の課題について、今現在の置かれている指定避難所の課題について、お

伺いいたします。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） お答えをさせていただきます。取手市の災害時における指

定の避難所――避難所の指定につきましては、地震における震災と水害では異なってます。

水害時の避難所につきましては、基本的には浸水想定区域外――これは高台でございます

けども、そちらの施設となっております。市内でも地区によっては指定避難所まで距離が

あって、避難をするのに時間を要するというお話もよく聞いております。避難後の安全面

ということを第１に優先することから、水害時には高台への避難を呼びかけているという

ところでございます。また避難先の選定に当たりましては、避難所へ避難するということ

がこれは全てではございません。先ほどの答弁もさせていただいた中には、御親戚や友人
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の知人のお宅に身を寄せるとか、それぞれ避難する方によって避難の方法というのは様々

かなというふうに思っています。また避難所までの避難方法についても、避難先の選定と

同様に、避難先までの避難方法を考えたり、各地域で協力しながら避難方法の体制を整え

たりするなど、自助共助の範囲での防災の対策というのが非常に重要なところだと認識し

てます。本市としましても、先日の住民避難避難所開設訓練において、初めてバスの避難

所の輸送訓練を実施したところもありますけども、実際の災害時には、災害の規模であっ

たり、避難者の数もそれぞれ違います。どこまで必要性があるかということについても、

今後検証してまいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） 今、お話をお聞きしたんですけども、課題ということなんですよ

ね。避難所の御説明としてはよく分かったんですが、今置かれている問題点とか今指定避

難所が抱えている課題というものを、もうちょっと具体的にお聞かせいただきたいんです

が。ちょっとそこを含めて、避難所の運営についての今現在の細かいマニュアルというも

のについて、教えてください。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それではお答えをさせていただきます。避難所における運

営避難場運営マニュアルというものがありますけども、そのマニュアルについて御説明さ

せていただきたいと思います。避難所の運営におきましては、行政担当職員及び避難者で

行っていくことが、これは原則になってます。避難所、取手市避難所運営マニュアルにお

いては、それぞれの立場の方がどのように避難所運営に携わっていくかについて記載がさ

れております。例えば、避難所における避難所運営委員会の設置が挙げられます。これは

避難所運営を円滑に行っていくためのもので、行政担当職員を初めとし、自主防災会組織、

また自治会、町内会の役員、避難者の代表などを構成員とした委員会となっております。

またマニュアルの中では、避難所運営に必要な運営班の設置であったり、具体的な業務内

容についても記載がされております。しかしながら現在の取手市避難所運営マニュアルで

は、運営委員会メンバーの人選であったり、各班の班編成などについての細かい規定とい

うものが定められて――規定がない状況でございますので、必要に応じて、今後マニュア

ルの見直しとか、更新についても検討していきたいというふうに考えております。以上で

す。

○議長（岩澤 信君） 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いた

します。

佐野太一君。

○６番（佐野太一君） 運営――避難所運営委員会、設置されるということで。今、例え

ばさっきの課題なんですけども、まさにこの運営委員会のメンバーの人選や各班の編成に

ついて細かい規定がない状況、これも一つ課題ではないでしょうか。実際にやはりこれが、

震災が起きたときに、これを細かく決めていくということであれば、やはり時間がかかる。

ほかにもやることがたくさんある中で、やはりこういった部分をしっかりと細かい規定を

つくって決めておくということは、事前にやることとしては十分なことなんではないかと
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いうふうに思います。それで、この課題に通じてなんですが、水害対応の指定避難所がご

ざいますね。これもお話いろいろ出てますけれども、藤代地域からは大変距離がございま

す。例えば双葉自治会を一つ起点といたしますと、時間調べてみたんですけれども、車だ

とどこも大体 20 分から 30 分ぐらいでは到着するものの、これ有事ではもっと時間かかる

かもしれません。あと、徒歩――車を使えない――本来、車の移動というのは推奨してい

ないんですけれども、徒歩で避難所に向かうとなると、水害の避難所に関してはどこも２

時間から３時間ぐらいかかる推定なんですよね。これも有事ではもっとかかるかもしれま

せん。この状況での避難、今の現状を踏まえてどうお考えになりますでしょうか、お聞か

せください。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） お答えさせていただきます。藤代地区はほぼ浸水想定区域

になります。やはり高台のほうに避難するということになりますと、当然時間もかかりま

す。徒歩でいくのはなかなか難しいかなと思います。ただ、やっぱりその安全面というこ

とを考えた場合に、やはり最終的には、やはり高台のほう、少しでも高いところへ逃げて

いただくというのは、これが原則ですので、そこは引き続き、我々もその方針は曲げずに、

高台のほうへ避難していただく。それもやはり、避難するタイミングなんですけども、や

はりその早め早めの避難を促すことが非常に大切かなと思ってますので、そういったとこ

ろも十分認識しながら、避難指示を避難――高齢者等避難であったり、避難指示の発令し

ていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） これに関しては、ほかの方からも質問があってそのような御答弁

もあったというふうに受け止めておりますが、やはりいろんな環境や身体的な状況もいろ

いろ皆さん異なる中で、早めの避難といっても、やはり歩いていくのに２、３時間、これ

をやはり全員に避難してくださいというのは、なかなか無理があるかなというところが否

めません。ここを少し検討を再度深めていただきたいということで、ここは質問を終わら

せていただきまして、次に参ります。

続きまして、防災について――ごめんなさい、指定避難所のペットスペースについてで

す。先月、これにつきましては、安全安心対策課職員の方と教育委員会の職員の方に御同

行いただきまして、指定避難所になっている４か所の学校施設を視察させていただきまし

た。寒くて、大変、雨風のある最悪のコンディションの中で、御同行いただきましたこと

は大変感謝しております。皆様、本当にありがとうございました。コンディションは最悪

だったんですが、ただこの雨風がかえって都合が、私にはよく、コンディションの悪い日

を想定した視察ができましたので、それはすごくよかったです。当初、お聞きしていまし

た指定避難所でのペットスペース、要するにペットを連れてきた方が、そのペットを置か

れる、ペットの避難場所というんですかね。あらかじめ決まっていない、災害発生時に指

定避難所が開設された時点で決めるというふうに事前にお聞きしておりましたが、これに

ついても、私自身は疑問を持ちながら視察に行ったんですけれども、いつ設置場所を決め

るという次元ではなく、視察したほとんどの学校に設置できるスペースがないという事態
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がございました。まず、写真を。

〔６番 佐野太一君資料を示す〕

○６番（佐野太一君） 例えばこれ、ある学校の渡り廊下というんですかね。体育館と校

舎をつなぐ廊下の部分、これ例えば晴れていれば、ここですよという話にもなったかもし

れないんですけれども、実際これ雨が降ってみるとビショビショ。雨風――雨が降って入

ってくる、濡れている状態、こういった感じです。また、体育館から校舎への移動の導線

にもなってますので、ここに動物たちを置くということにはちょっと不都合があるかなと

いうふうにも考えます。ほかをこの学校の場合見てみたんですけど、屋根がついているス

ペースが一つもないんですね。一つもないということは、ここに動物は連れていけないと

いうことで、唯一見つけたのがこれ、プールの更衣室だった場所です。これこういう感じ

なんですけど――ごめんなさい。こうですね、これ今使ってないんですよ。だから実際、

これ使えるかどうかも分からない。想定してペットを置くための場所としてきれいにした

り修繕するという予定もないということでしたので、これが実際使えるかどうかというこ

とも分からない状況ですよね。ほかにも何か所か見ました。屋根が比較的ついてる場所を

選んで写真撮影してきましたが、やっぱり横風が吹くと下がこういう状況、これ上、屋根

ついてるんですけどね。こういったやはり渡り廊下的なものがあって、何か若干手前のほ

うには吹き込んでないんですけど、外側吹き込んでくるところが多い。ここもやっぱり導

線になっているところが多くて、やはり何か今後、学校が再開したときとかに、ここに動

物が置かれていいのかという問題もあるので、ほかにというふうに見たところ、これ、や

はりこれ体――プールの更衣室なんですけど、これもやはり現在使われてないし、これ改

築ですか、何かいずれ、取り壊されるような予定もあるということだったので、ここも実

際想定にはできないということでした。これ、駐車――駐輪場ですよね。これ唯一屋根に

ついてて雨風吹き込んでこなかった。これは唯一の場所だったんです。ただ、ここを使っ

てしまうと、学校が再開されたときとかにどうかと、駐輪場がないという問題にもなりま

す。ただ私としては、一番問題というのが、やっぱり災害発生時から３日間ぐらいの状況

だと思うので、まだ学校が再開されない時点が一番問題だと思うんです。こういったたく

さんの駐輪をどこに止めるかという問題も含めて、やはり優先的にという、やっぱり命を

つないでいくというところの観点から見ていただきたい。ここもちょっと使ってない校舎

の一部なんですけど、向こう側に見えるのが教室なので、ちょっと教室がやっぱり近すぎ

るとか、こういった問題があります。こういうところもやっぱり動線になっていたりとい

うことで、正直言ってちょっと難しい。これ最後、ある小学校なんですけど、ここは１か

所も屋根がない、全く屋根のある場所がないということで、ここはもう検討にもなりませ

ん状態でした。ほかにもこういった形で通路があるものの、やっぱり雨が吹き込んでくる

というような状況、あと動線で人が出入りがするということで、動物をここに置いておく

ことができないという状況がよく分かりました。ありがとうございます。ということも踏

まえまして、これを正直驚きました。取手市では同行避難というのを認めているんですよ

ね。ですが、これほかの自治体ではまだ同行避難できないところもある中、取手は大変進

んでいる、これも大変すばらしいことで、私はこの先の同行避難から同伴避難を目指して
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いるんですけれども。ですが、防災マップなどにも記載されています、今回、同行避難で

きるここの防災のこれにも、同行避難のページがあるんですよ。きちっと。同行避難でき

ますよと。どこだっけな。あるんです。内容を見るとやはり、どうしてもそれを見た方は、

この指定避難所にはペットを連れていけるんだという状況を理解されている方がほとんど

なのではないか。でも蓋をあけてみると、こういった現状であると。二つ指摘します。一

つは、現状が全然、置く場所、ペットのスペースがないという以前に、全避難所のペット

スペースを、なぜ事前に確認しておかなかったのかというところですよね。同行避難を決

める時点で、ペットスペースというものをしっかり確保しておく。どこにあってどこにな

いか。行けるところといけないところをしっかりと分けておくということは、これ完全に

必要だったのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 総務部次長、斉藤理昭君。

○総務部次長（斉藤理昭君） それでは、お答えをさせていただきます。避難所における

ペットに飼育環境が整っていないということにより、避難所への避難を諦め、被災者が危

険な家屋から避難をしないといった事例も聞き及んでおります。そのため、指定避難所に

おけるペット飼育スペースの確保は、重要な課題だと認識はしております。今、議員、佐

野議員もおっしゃってくれましたけども、去る２月 22 日でありました、本当に非常に寒

い雨の降る中、霙の降る中で、災害時の指定避難所である久賀小学校を初めとする四つの

学校施設を教育委員会の職員と我々安全安心対策課の職員で視察をしました。ペットスペ

ースの設置については、実際の災害時におきまして、避難所を開設した場合には、その災

害規模であったり、収容人数、避難者と同行するペットの数によってこれは柔軟に対応し

ていく必要があるのかなと考えております。今回、４つの指定避難所を視察する中で、施

設の構造上、雨風をしのげる場所の確保が難しい施設があったということを認識していま

す。今後、今回施設――視察確認した避難所以外の指定避難所についても、我々のほうで

全てちょっと確認していきたいと思いますので、またその対応について御報告させていた

だければなというふうに思ってます。以上です。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） ぜひお願いいたします。現在の状況ですと、指定避難所にペット

を連れて行けるところがないという状況で止まってます。確認して、どこの学校には、ど

この施設には連れていけるのか、連れていけないのか。ただこれ連れていけない施設が多

くて、連れて行けるところが少ないと、そこに集中してしまうというような可能性もあり

ますし、今現在の周知ができるという周知をされている以上は、もし今すぐ何か災害があ

った場合には、指定避難所にペットを連れて行かれる方が実際におられるということを踏

まえて、これ本当に早急の問題として取り上げて検討していただきたいということをお願

いいたしまして、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

続きまして、市のナッジ理論の取組についてということを取り上げさせていただきます。

お願いします。

〔６番 佐野太一君資料を示す〕

○６番（佐野太一君） これナッジ理論というのを、あまりなじみのない方もいるかと思
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いますので、少しだけ御説明させていただきますと。ナッジとは、人々が自分自身にとっ

てよりよい選択を自発的に取れるように手助けする政策手法というような、これだけでも

ちょっと分かりにくいところもある。もともとは肘で小突くとかそっと足を後押しすると

いう意味があって、そんなに新しい話ではないんですけれども、例えば、例を挙げますと

――例えば例を挙げますと、トイレに入るときれいに使っていただきありがとうございま

すとかというシールとかが張ってあったり、ＡＴＭやエスカレーターなどにある立ち位置

を示す足方のシールだとか、例えば、コロナ時なんかには、アルコール消毒を誘導する矢

印みたいなもの、こういったものがナッジの効果があるというふうにいわれています。こ

れは御意見いろいろあるかと思いますが、路上の放置自転車が増えてしまったため、そこ

に「ここは自転車捨て場です。ご自由にお持ちください」という貼り紙をしたところを、

放置自転車の数が圧倒的に減ったという事例があって、これもナッジ効果を利用した事例

だといわれています。そこで、お聞きいたします。本市では、現在ナッジを応用した取組

はどのようなものがありますでしょうか、お知らせください。

○議長（岩澤 信君） 政策推進部長、齋藤嘉彦君。〔政策推進部長 齋藤嘉彦君登壇〕

○政策推進部長（齋藤嘉彦君） 佐野議員の御質問に答弁いたします。市の取組状況とい

うことで、今議員から解説いただきましたけれども。ちょっとしたきっかけの提供、ある

いは仕組みの改善、あるいはプロセスのちょっとした変更、そういったことをすることで、

利用者の方々の行動変容をちょっと後押しする、そういったことかなと思います。庁内に

おきましても、このナッジ理論も含めて、事務改善というのを常日頃からやっておりまし

て、庁内で様々な工夫をこれまでもしております。ですので、そのナッジ理論を最初から

意識してやったことではないかもしれないものも含めまして、例えばその保健指導の案内

状を封書でお送りする際に、やはりなかなか開封されずに放置されてしまうケースが多い

というような中で、封筒に少し大きく目立つように、必ず開封してください、大切なお知

らせですというようなメッセージを表示するようにしたところ、開封していただく率が上

がったり、それから健康診査の会場、健康診断といってしまうと、正確には健康診査です

と担当に言われるので、健康診査の会場で、足方のマークを床に張りつけまして、次にど

こに行けばいいかというのをきちんと目に見える形で動線を整理をして、利用者の方が迷

うことなく、次のプロセスに進めるようにというような工夫をしたりというようなことを

やっている例がございます。また取手の場合はアートのある町、壁画のある町ということ

で取り組んだ壁画があるんですけれども、この壁画も都内などでは、その落書きをされて

しまっている、ガード下の落書きを消して、そこに壁画を書くことで、そのあとの落書き

が減ると、なくなるというような効果を含んでいるというようなこともありますので、取

手においてもこの壁画というのも一定の何かそういった効果があるのかなというふうに思

っております。以上です。

〔政策推進部長 齋藤嘉彦君答弁席に着席〕

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） ありがとうございます。ナッジを意識しないまでも、いろいろと

そういったナッジに効果がある取組をされてたということは、理解させていただきました。
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ぜひ私、こういった取組をちょっとしっかりとやっていただきたいんですよね。この取組

の大きな利点は、何せのお金がさほどかからないという点なんですよね。何か新しいこと

を提案しますと、やっぱり財政とかお金の問題というのが懸念されることが多い中で、こ

れはちょっとした本当にアイデア、ちょっとしたきっかけというものを、やっぱり考えて、

自ら職員が動くより、市民の方に動いていただいてというようなことで、これ様々なアイ

デアがまだまだ眠ってると思うんですよ。ぜひ、もし提案なんですけど、各部各課などに

広げていただいて、また市役所などでナッジの取組のコンテストなどを開催して、各部ご

との、１課１つ出すとか、何かこうやっていただければ、より効果の高い取組の発掘につ

なげていただけると思います。こういったことも、いかがでしょうか。

○議長（岩澤 信君） 政策推進課長、髙中 誠君。

○政策推進課長（髙中 誠君） お答えいたします。市役所の業務としては、やはり市民

サービスの向上というのが一番大きなものでございまして、常日頃からそれを意識した取

組を各職員が行っております。ナッジ理論というのも、様々なマネジメント理論ですとか、

あとそういった改革改善理論の中の一つの手法かと考えております。取手市におきまして

は、以前から行政評価システムというものを取り入れておりまして、いわゆるＰＤＣＡサ

イクル、常に業務を見直して、改革改善につなげるという視点で取組を行っておりまして、

ですからナッジ理論というのも一つの視点としてはあるんですけれども、全職員が常日頃

からそういった取組をしているということで御理解いただければと思います。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。ナッジということにとらわれず、ちょっとしたアイ

デアを使って、やはりお金をかけずに何か取り組んでいただくという仕組みをやはり広げ

ていただくということをお願いしたいと思います。

そこで、次の質問に入らせていただきます。このナッジのこの代表と言える取組があり

まして、これイエローチョークという策――ものなんですけれども、これ何度も一般質問

で取り上げ、過去にやられて、取り上げていただいて、昨年も落合議員が取り上げられま

した。実際に行っているともお話しされていましたが、私もその１人です。ですが、あま

り市民には浸透していないなというふうにちょっと感じているんですね、この取組。そし

て、今回お話をしましたら、いよいよ環境対策課のほうも動き出していただけたようでご

ざいまして、リーフレットを作成していただけたんですよ。〔６番 佐野太一君資料を示

す〕

○６番（佐野太一君） こういう感じの、まだちょっと急いでつくっていただいたという

ことで改良点もあるかと思いますが、そもそもイエローチョークというものを知らない方

には、今ちょっと時間の都合上、御説明をしている時間がないんですが、とにかくそのふ

んのふん害、これをなくしていこうというところから始まった取組なんです。ただこの取

組については、様々な影響というのがございまして、これもナッジの観点から見直します

と、イエローチョークの取組というのは環境美化、あとふんの後始末の問題だけではなく、

住民自らが選択して行動する社会的取組を行政が下支えして支援できる代表的なものとい

うことが言えます。このナッジ理論ということにはこだわらずで結構なんですが、このイ

エローチョーク作戦、ぜひ私、本当に広げていきたいな、周知していきたいなというふう
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に思うんですけれども。担当課の意気込みをちょっとお伺いさせていただければと思いま

すので、よろしくお願いします。

○議長（岩澤 信君） まちづくり振興部長、野口 昇君。〔まちづくり振興部長 野口

昇君登壇〕

○まちづくり振興部長（野口 昇君） 佐野議員の御質問に答弁いたします。イエローチ

ョークによる取組事例という御質問になります。イエローチョーク作戦については、京都

府宇治市で発案された作戦が、犬のふん害が――対策に効果的であるとのことで全国的に

広まり、当市でも取り組んでおります。市では、犬のふん害に困っているという相談があ

れば、イエローチョーク作戦を案内しております。相談者には、イエローチョークと概要

の説明書を渡して、取組の方法を説明してから取り組んで頂いている現――状況です。イ

エローチョーク作戦のご案内後、取り組んだ方からふん害が改善されたというお声をいた

だいていることから、一定の効果があるものと考えております。また、イエローチョーク

作戦実施に伴う路面へのチョーク記載等の苦情もない現状です。この取組の肝腎な部分は、

手軽に改善効果があるとともに、他衛よりコミュニケーションによる自衛にあると考えて

おります。人の目があることを意識させることでふんを片づけないといけないと、飼い主

の意識に働きかけるだけではなく、地域住民で取り組むことで、コミュニティーの活性化

が――すると考えております。このイエローチョーク作戦の周知方法については、令和５

年第４回定例会において落合議員からも御提案を受け、見直しを進めたところです。今後

は、地域住民が自主的にイエローチョーク作戦に取り組めるよう、今ご紹介いただいたリ

ーフレットの作成、ホームページに掲載するなどを行っていきたいと考えております。ま

た、市民が取り組みやすい環境整備を行い、引き続き市としてイエローチョーク作戦の支

援に努めてまいりたいと考えております。

○議長（岩澤 信君） 佐野太一君。

○６番（佐野太一君） ちょっと意気込みというような形で、これをお聞きしたかったと

ころなんですが、しっかりやっていただけるということで受け止めております。

〔チャイム音〕

○６番（佐野太一君） このイエローチョークなんですけども、これ防犯対策ということ

も非常に有効的なんです。実際、京都市では空き巣や性犯罪の発生箇所とイエローチョー

クの印をつけている部分の箇所が一致するというような結果が出ています。イエローチョ

ークは町内パトロールというような意味もあって、常に見られてますよということが多く

の方への抑止力につながるということを注目すべきだと思います。１つ最後に言っておき

たいんですが、ふんの置き去りは犬には全く責任はありません。100％飼い主の方の責任

です。ですので、この飼い主の方のモラルの認識再認識と防犯対策、そして環境美化の向

上という良いことがたくさんありますので、今後とも本市で市民、こういうのをやりたい、

進んでやっていきたいという方をぜひバックアップしていく、下支えしていただくという

ことでお願いして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

○議長（岩澤 信君） まちづくり振興部長、野口 昇君。

○まちづくり振興部長（野口 昇君） １点、訂正をお願いしたいと思います。佐野議員
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の御質問で、農地を守る施策の御質問の中で、特別栽培米をつくっている農家がいないと

答弁しましたが、特別栽培米を作付を行っている農家が少ない、という形で訂正をお願い

いたします。

○議長（岩澤 信君） 議長は訂正を認めます。

以上で佐野太一君の質問を終わります。

以上で通告された一般質問は全て終わりました。休憩いたします。

午後 時 分休憩

午後 時 分開議

○議長（岩澤 信君） 再開いたします。ここで根岸裕美子さんより発言を求められてお

りますので、この際これを許可します。

根岸裕美子さん。

〔８番 根岸裕美子君登壇〕

○８番（根岸裕美子君） 根岸裕美子です。昨日の私の一般質問の中で、費用も水増しに

はなると発言いたしましたが、費用もさらにかさむという意図での発言ですので、そのよ

うに訂正をお願いいたします。

○議長（岩澤 信君） 議長はただいまの訂正を許可します。

○８番（根岸裕美子君） ありがとうございます。お時間いただきましてありがとうござ

いました。

○議長（岩澤 信君） ここでお諮りします。本日、赤羽直一君から、発言取消し申出書

が提出されました。本件を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題にしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（岩澤 信君） 異議なしと認め、赤羽直一君の発言取消し申出書の件を――申出

の件を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題といたします。

○議長（岩澤 信君） 追加日程第１、赤羽直一君の発言取消し申出の件を議題といたし

ます。本日、赤羽直一君から、３月１日の会議における発言について、会議規則第 65 条

の規定によって、御手元に配付しました発言部分を取消したいとの申出がありました。

お諮りします。これを許可することに、御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ

者あり〕

○議長（岩澤 信君） 異議なしと認めます。したがって、赤羽直一君からの発言取消し

の申出を許可することに決定しました。なお、御手元に配付した会議録抜粋のうち、発言

取消し部分に関連する発言の波線部分も配布用会議録から削除いたします。

ここでお諮りします。本日、遠山智恵子さんから発言取消し申出書が提出されました。

本件を日程に追加し、追加日程第２として直ちに議題と議題にしたいと思います。これに

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（岩澤 信君） 異議なしと認め、遠山智恵子さんの発言取消し申出の件を日程に

追加し、追加日程第２として直ちに議題といたします。
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○議長（岩澤 信君） 追加日程第２、遠山智恵子さんの発言取消し申出の件を議題とい

たします。本日、遠山智恵子さんから、３月５日の会議における発言について、会議規則

第 65 条の規定によって、御手元に配付しました発言部分を取消したいとの申出がありま

した。お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（岩澤 信君） 異議なしと認めます。したがって、遠山智恵子さんからの発言取

消しの申出を許可することに決定しました。

以上で、本日の日程は全て終了しました。本日はこれで散会します。

午後 時 分散会


